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関連する主な分野別計画 地域包括ケアシステム構築に向けたロードマップ・生駒市高齢者保健福祉計画・生駒市介護保険事業計画 

基本計画 

小分野 １-１-１ 
１ 安全で、安心して健康に暮らせるまち 

１ 高齢者の生活を支えるサービスの実施 

※1 地域包括ケアシステム：地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、

介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制。

高齢者保健福祉・地域福祉

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
※
１

①自助・互助・共助・
公助のバランスの取
れた包括的な支援・
サービスの整備が進
んでいる。

高齢化の急速な進展に伴い、地域の中での支え合いの仕
組     強化 自立支援 重度化防止  取組 重要 
なってきています。 
また、介護サービスの需要に即した将来にわたる介護人材の
確保 医療 介護    高 人々 在宅生活 支援等を
含め、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を進めている
途上にあります。 
特に新元号 3(2021)年 境  後期高齢者数 前期高
齢者数を上回り、新元号7(2025)年  高齢化率 
29.4％（3.4 人に 1人）、うち後期高齢者は 59.9％となる
見込         要介護認定率 上昇 虚弱高齢者 
認知症高齢者の増加に対応できる保険者機能の強化、専門
職のケアの向上、自助や互助の取組推進等、包括的な体制
整備が急務です。 
また、平成 30(2018)年 生活困窮者自立支援法 改
正により、生活困窮者の状況に応じた包括的・早期的な支援
 行    求        

①１ 介護予防・日常生活支援総合事業を充実します。
（地域包括ケア推進課） 

①２ 自立支援 向  介護予防 重度化防止 進    
（地域包括ケア推進課） 

①３ 在宅医療 介護連携 推進 ます。（地域包括ケア推
進課 地域医療課 健康課 介護保険課） 

①４ 地域での助け合い・支え合いの仕組みづくりを推進しま
す。（地域包括ケア推進課・高齢施策課・市民活動推
進課） 

①５ 介護に取り組む家族等の支援を充実します。（地域包
括ケア推進課・高齢施策課） 

①６ 介護人材の確保や介護サービスの適正な整備に努めま
す。（地域包括ケア推進課・介護保険課・高齢施策
課） 

①７ 保険者機能 強化  介護保険制度 適正化 努 
ます。（介護保険課・地域包括ケア推進課） 

①８ 生活困窮者 自立 向  支援の充実を図ります。
（保護課） 

①１ 介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事
業（地域包括ケア推進課） 

①２ 地域  会議（Ⅰ Ⅳ開催）（地域包括  推進
課） 

①３ 在宅医療介護連携      協議会 在宅医療介
護推進部会、認知症対策部会、多職種連携研修等
（地域包括  推進課 地域医療課 健康課・介護
保険課） 

①４ 生活支援体制整備事業（地域包括ケア推進課） 

①５ 家族介護者教室（地域包括ケア推進課） 

①６ 介護人材確保事業（地域包括ケア推進課・介護保
険課） 

①７ 介護給付適正化事業（介護保険課・地域包括ケア
推進課） 

①８ 生活困窮者自立相談支援事業（保護課） 

① 介護予防・生きがいづくり等に
向  市民      等 協
働し、介護予防教室等を積極
的に展開します。（地域包括
ケア推進課） 

① 地域における助け合い・支え合
いの取組の充実のため、地域
住民 小学校区単位  高
齢者を中心とした協議体（第
2層協議体）の設置に取り組
みます。（地域包括ケア推進
課） 

認
知
症
対
策

②認知症高齢者や家
族を支える支援体制
が進んでいる。

超高齢化が進む中、認知症高齢者数も増え、要介護認定
者のうち、約 52％ 内服 金銭管理 困難        
徘徊の恐れのある高齢者の登録者数は、平成 26(2014)
年度末 70 人に比べ、平成 29(2017)年度末  152
人と 217%増加となっています。このような状況下、認知症の
正  理解 促進 認知症 早期発見 早期受診 治療 
認知症ケアの充実や認知症を有していても安心して外出でき
 見守 体制 構築等に努めているものの、さらに認知症に関
  理解 促進 向  施策 充実  必要      

②１ 認知症 関  理解 深     普及啓発 充実し
ます。（地域包括ケア推進課） 

②２ 認知症 早期発見 早期受診 早期治療 重度化遅
延に向けた取組を進めます。（地域包括ケア推進課） 

②３ 多職種連携研修会の開催等、認知症ケアの向上に関
する取組を充実します。（地域包括ケア推進課） 

②４ 認知症本人や家族に対するケアの充実に向けた取組を
強化します。（地域包括ケア推進課・介護保険課） 

②５ 認知症高齢者および家族の安心・安全を確保するため
 地域 見守        構築 進    （地域
包括ケア推進課） 

②６ 認知症高齢者 権利擁護  取組 進    （地
域包括ケア推進課・高齢施策課） 

②１ 認知症サポーター養成講座や認知症キャラバンメイトの
育成（地域包括ケア推進課） 

②２ 物忘れ相談事業（地域包括ケア推進課） 

②３ 生駒市医療介護連携      協議会 認知症対
策部会の運営（地域包括ケア推進課・地域医療課 
介護保険課・健康課） 

②４ 家族介護教室の開催（地域包括ケア推進課） 

②５ 認知症カフェの設置（地域包括ケア推進課） 

②６ 福祉    利用援助事業（高齢施策課）

② 認知症の本人及びその家族の
ちょっとした支えとなるため、認
知症支え隊を養成します。
（地域包括ケア推進課） 

② 住み慣れた地域でいつまでも
暮  続     地域住民 
共に認知症予防の取組を促
進します。（地域包括ケア推
進課） 

地
域
福
祉
活
動

③地域住民 地域福
祉活動に参加しやす
 環境 整  住民
同士の支え合いが
広がっている。

誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に向け、
高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進し、地域で支え合う
意識 醸成 高  高齢者 安心 安全 確保   仕組 
の構築に取り組んでいます。 
特に、高齢者が互いに支える仕組みづくりに向け、自治会、
老人   連合会 民生委員等 連携強化 努      
住民主体 通  場 創出      小地域 単位 平
成 27(2015)年度末の 50 ヶ所に比べ、平成29(2017)年
度末に 110 ヶ所と増加しているものの、担い手の高齢化等が
問題となりつつあります。また、高齢者の生きがいづくりの場とし
て、シルバー人材センターにおいても活動内容を充実し、社会
参加の場の促進に努めています。 
今後は、さらに地域福祉活動が効果的に機能するように、
関係機関・者との連携を強化し、地域福祉の充実を図る必要
があります。 

③１ 自治会 老人   連合会 民生委員等 連携強化
し、通いの場の拡充を図ります。（高齢施策課・地域包
括ケア推進課） 

③２ 地域福祉活動が効果的に機能するよう、他の関係機関
と役割を分担しながら、連携強化します。（高齢施策
課・地域包括ケア推進課・生涯学習課） 

③３ 高齢者が生きがいをもって働ける場の拠点として、シルバ
ー人材センターの活性化に向けての支援や高齢者就労
 関  情報提供 行   。（高齢施策課・商工観
光課） 

③４ 高齢者 閉     孤立防止等 支援を行    
（高齢施策課・地域包括ケア推進課） 

③５ 高齢者 緊急時 支援対策 行      緊急時 
対応できるよう、地域や関係機関との連携により支援体
制の整備を進めます。（高齢施策課） 

③６ 高齢者の外出支援や生活支援を目指します。（高齢
施策課・地域包括ケア推進課） 

③１ 老人   連合会  補助事業（高齢施策課）
出前講座の充実（地域包括ケア推進課） 

③２ 地域ねっとの集い開催（地域包括ケア推進課） 
社会福祉協議会への補助事業（高齢施策課） 

③３ シルバー人材センターへの補助事業（高齢施策課） 

③４ ひとり暮らし高齢者調査（高齢施策課） 
友愛訪問事業（高齢施策課） 

③５ 緊急通報システム（高齢施策課） 
災害時要援護者避難支援事業（高齢施策課） 

③６ 高齢者交通費等助成事業（高齢施策課） 
介護予防・日常生活支援総合事業（地域包括ケア
推進課） 

③ 地域 見守  支 合  活
動 充実    近隣    
がりを強化します。（高齢施
策課） 

③ 自然災害発生時の支援のた
  地域 協力 避難支援員
を選定します。（高齢施策
課） 

③ 地域にお  見守 活動 充
実のため、事業者と地域福祉
活動について連携します。（高
齢施策課・地域包括ケア推進
課） 

資料 

■関連する主な取組 

地域包括ケアシス
テム 

132 医療  医療介護連携 推進 
②１ 円滑 退院支援 退院調整 可能 体制 構築    （地域医療課）

認知症対策 311 市民協働 地域 
ミュニティ 

【認知症高齢者や家族を支える支援体制の構築】 
③３ 市民活動 活発      各種講座等 実施し   （市民活動推進    ）

地域福祉活動 141 防災 【誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現】 
②１ 地域 特性 踏   防災拠点施設（避難所） 中心   複数 地域 合同 行 訓練 実施    （防

災安全課 市民活動推進課）

■市民ができること ■事業者ができること 

地域包括ケアシス
テム 

① 地域活動団体を創出する。 ① 自立支援 重度化防止 向  実践を強化する。 

認知症対策 ② 認知症 関  理解    認知症当事者   家族 不安 困惑 混
乱・苦悩等 感    地域 中 温  支   見守 役割 持 。

② 認知症 関  理解 深  啓発活動 実施   
② 行方不明高齢者検索           登録   

地域福祉活動 ③ 地域福祉活動の担い手養成・育成に係る講座に参加する。 
③ 避難支援員を選定する。 
③ １人暮らし高齢者を把握し支援する。

③ 配食 宅配事業 通  安否確認 見守  行  

■指標

② 認知症サポーター養成人数（人）

認知症 正  理解  認知症の人やその家族を応援する人（サポー
ター）の養成延べ人数 今後 養成講座等 実施  年間750人の
サポーターを養成することを目指します。（地域包括ケア推進課） 
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①介護予防･日常生活支援総合事業参加人数(人) 

介護予防･日常生活支援総合事業への参加延べ人数。
後期高齢者の増加に対応するため、一般介護予防事業を中心に介
護予防日常生活支援総合事業の充実を目指します。（地域包括ケ
ア推進課） 
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③ 住民主体  通  場  数（箇所）

住民主体 通  場（    百歳体操    ） 実施延べ箇所
数。高齢者 地域 日常的 交流   場 増      健康  
りや介護予防への関心を高めます。（地域包括ケア推進課） 
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小分野 １-１-１ 高齢者保健福祉・地域福祉
１ 安全で、安心して健康に暮らせるまち 

１ 高齢者の生活を支えるサービスの実施 



関連する主な分野別計画 生駒市障がい者福祉計画 

基本計画 

小分野 １-２-１ 
１ 安全で、安心して健康に暮らせるまち 

２ 障がい者の日常生活及び社会生活における支援の実施

※1 ノーマライゼーション：障がい者など社会的に不利を受けやすい人々が、社会の中で他の人々と同じ様に生活し活動することが、社会の本来あるべき姿であるという考え

方。 

障がい者保健福祉 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

障
が
い
者
理
解
・
権
利
擁
護

①    市民 障 
     理解  
人格と個性を尊重し
合いながら、共生す
る社会づくりが進ん
でいる。

障がい者等にとって障壁となるような社会における事物、
制度 慣行 観念  他一切    除去  いかなけれ
ばなりません。今後ますます多様化し、増大する福祉ニーズ
に対応するためには、ノーマライゼーション※1  理念 基 
  市民 相互支援 ボランティア活動が機能していること
が重要になります。「自助」、「共助」、「公助」の考え方が根
付き、地域住民 一体 なり、「助け合える」、「話し合え
る」、「分かち合える」地域社会を構築することが望まれま
す。 
障  者理解 権利擁護 向  取組 進     
たが、今後も継続して、すべての市民が障      理解
し、障がい者と共に生きる社会の実現に向けた取組を進め
ていく必要があります。 

①１ 障  者 対  市民 理解 深  啓発 交流
活動を推進します。（障がい福祉課） 

①２ 市民自           共助 担 手  る地
域福祉活動に取り組める体制を整備します。（障が
い福祉課） 

①３ 権利擁護 関  障  者 養護者 身近 相談
ができる体制の充実を図ります。（障がい福祉課） 

①４ 障がい者に対する虐待の未然防止や発生時の早期
対応に取り組みます。（障がい福祉課） 

①１ 福祉センター事業（障がい福祉課） 
障  者理解 深  講演会 研修会開催（障
がい福祉課） 
広報紙やホームページ等による情報提供（障がい
福祉課） 
あいサポート運動推進事業（障がい福祉課） 
ヘルプマーク・ヘルプカード普及事業（障がい福祉
課） 

①２ 自発的活動（ピアサポート）支援事業（障がい福
祉課） 

①３ 権利擁護支援    事業（障  福祉課）
①４ 障害者虐待防止センター事業（障がい福祉課） 

① 障がい者とその家族や障がい
者団体と共に、障  者理
解を深める啓発活動 行 
ます。（障がい福祉課） 

社
会
参
加
・
就
労
支
援

②障がい者の生きがい
ある生活と社会参加
が進んでいる。

人口減少社会を迎え、事故や病気による中途障がい者
 雇用継続 社会復帰 重要性 高     中、障が
い者の社会参加や就労支援を進めてきましたが、今後も継
続して、障がい者の生きがいある生活と社会参加の実現に
向けた取組を進めていく必要があります。 

②１ 障がい者の社会参加の機会の充実とともに社会参
加に必要な移動支援や情報提供等の充実を図りま
す。（障がい福祉課） 

②２ 障  者    適性 能力 応  多様 働 方
ができるよう、総合的な就労支援に取り組みます。
（障がい福祉課・人事課・商工観光課・農林課  
どり公園課） 

②１ 障がい者交通費助成事業（障がい福祉課） 
福祉有償運送運営事業（障がい福祉課） 
障がい福祉サービス冊子作成（障がい福祉課） 

②２ 障がい者職場体験受入れ事業（障がい福祉課・
人事課・商工観光課） 
障がい者就労支援施設等からの優先的調達推
進 授産品販路拡大支援（障  福祉課）
農福連携推進事業（農林課 障  福祉課）
生駒山麓公園等市所有施設での障がい者就労
支援（障がい福祉課・みどり公園課） 

② ハローワーク、民間企業、障
がい者就労支援事業所等と
共に、障がい者の就労支援
に取り組みます。（障がい福
祉課） 

生
活
支
援

③障がい者が住み慣れ
た地域の中で、自立
して安心した生活が
できる取組が進んで
いる。

高齢化社会の進展やストレス社会の広がりの中、障がい
者数 増加 障   重度 重複化 起      ま
た、誰もが住み慣れた地域で家族 関      自立  
安心した生活を継続できる仕組みづくりも求められていま
す。 
核家族化や介護する家族の高齢化等による「家族介護
力  低下  親亡 後  問題 深刻化 対  生活支
援や相談支援等を進めてきましたが、今後も継続して、地
域が一体となって支える体制の整備に向けた取組を進めて
いく必要があります。 

③１ 障  者 自立 生活支援 障  児 通所支援
      量的 質的 充実 図    （障  
福祉課） 

③２ 相談機能の充実を図るとともに各関係機関が連携
した支援体制を整えます。（障がい福祉課） 

③３ 障  者 福祉 医療 教育 雇用 関  関係
者・関係機関、障がい者団体等の相互連携により、
地域課題の解決に向けた協議と課題解決に取り組
みます。（障がい福祉課） 

③４    暮  障  者 重度障  者  地域  
生活を支援する拠点として、地域生活支援拠点機
能の充実を図ります。（障がい福祉課） 

③１ 自立支援給付事業（障  福祉課）
地域生活支援事業（障がい福祉課） 
障害児通所給付事業（障がい福祉課） 

③２ 障がい者生活支援センター事業（障がい福祉
課） 
サポートブック「たけまるノート」事業（障がい福祉
課） 

③３ 障  者地域自立支援協議会運営事業（障がい
福祉課） 

③４ 地域生活支援拠点事業（障がい福祉課） 

③ 障がい者団体 市民、事業
者 学識経験者等と共に、
多様化、専門化するニーズ
の把握や課題解決に努めま
す。（障がい福祉課） 

資料 

■関連する主な取組 

障  者理解 権
利擁護 

311 市民協働 地域
コミュニティ 

【障がい者に対するボランティア活動の推進】 
③１ NPO活動 支援    （市民活動推進    ）

社会参加・就労
支援 

331生涯学習・スポー
ツ 

【障がい者スポーツの促進】 
③２ 障  者     活動状況 把握  障   種類 程度 応  事業 企画 運営    （    

振興課） 

生活支援 211 母子保健 【障がい者に対する子育て支援の充実】 
②８ 障  児 発達 遅    子    医療機関 児童福祉施設等  連携   早期療育 相談体制

を充実します。（障がい福祉課）

■市民ができること ■事業者ができること 

障  者理解 権
利擁護 

① 障  者 障  特性 理解 深   
① 積極的にボランティア活動に参加する等地域でお互いに助け合
う。

① 障  者理解 深  啓発活動 行 。 
① 積極的にボランティア活動に参加する等地域でお互いに助け合
う。 

社会参加・就労
支援 

② 障がい者が地域活動に参加しやすい体制を整備する。 
② 授産品を購入する。

② 障  者 自立支援   就労機会 確保   
② 就労体験の場を提供する。 

生活支援 ③ 障  者 対  地域  見守 支援 関係機関  情報提
供 協力   

③ 障がい者に対  合理的配慮 行  
③ 福祉事業者が、地域のニーズに応じた質の高いサービスを提供
する。 

■指標

② 障がい者職場体験受け入れ人数（人）

市役所で職場体験を受け入れた人数。職場体験により、一般就労に
向けた職業生活の基本的知識 習慣等 理解 深       職員
 障  者   就労 対  理解 図   。（障がい福祉課） 
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① あいサポーター養成人数（人）

あいサポーター養成講座の延べ受講者数。障がいの内容や特性、障が
いのある方が困っていること、配慮の仕方やちょっとした手助けの方法等
 理解         誰  暮     共生社会 実現 目指  
す。（障がい福祉課） 
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③ 相談支援実施件数（回）

生活支援センターにおける相談件数。障がい者やその家族に対し、福
祉     利用調整や援助、社会資源の活用等、地域での生活に
おける総合的な相談を受        障  者 自立 社会参加 
図ります。（障がい福祉課） 
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小分野 １-２-１ 障がい者保健福祉 
１ 安全で、安心して健康に暮らせるまち 

２ 障がい者の日常生活及び社会生活における支援の実施



関連する主な分野別計画 健康いこま２１・生駒市食育推進計画・生駒市国民健康保険特定健康診査等実施計画 

生駒市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画） 

基本計画 

小分野 １-３-１ 
１ 安全で、安心して健康に暮らせるまち 

３ 健康づくりの推進と医療サービスの充実 

※1 生活習慣病：食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症、進行に関与する疾患群で、がん、脳血管障害、心臓疾患、高血圧症、慢性気管支炎、

肺気腫、脂肪肝、肝硬変、糖尿病も含まれる。 

※2 特定健康診査：メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の該当者や予備軍を減少させるため、40 歳～74 歳の被保険者等に行う健康診査。 

※3 ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人の

こと。 

健康づくり

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

身
体
の
健
康

①健（検）診や地域
の活動により、一人
ひとりが自然に健康
に対する関心をも
ち、元気で生きがい
を持った市民 増 
ている。

国や県の方針や取組を踏まえながら、平成 15(2003)
年に「健康いこま 21  策定       始  市民健
康     理念    市民一人ひとりが主体的に生活習
慣を改善し、健康を維持・増進する取組を支援してきまし
た。しかし、個人 努力 責任 委        健康
づくりを進めていくことは難しいことから、平成 25(2013)年
に「第 2 期健康いこま 21  策定  市民 地域 行政 
一体となって健康       環境    進  市民一
人ひとりの主体的な取組を支援するだけでなく、誰もが少し
でも効果的に取り組むことができるよう「みんなですすめる市
民健康     推進  取組 行      
健康寿命の延伸への関心が高まっていますが、健康維
持･増進には市民 死亡原因 第 1位でもあるがんや生
活習慣病※1への若 頃からの対策が重要であることから、
市民一人    健康    取り組 意識   高  定
期的な健（検）診受診率向上 向  取組 適切 食
事・運動、たばこ対策が実践できるように、引き続き支援す
ることが必要です。 

①１ 特定健康診査※2、各種検診を実施します。（国保
医療課 健康課）

①２ 科学的根拠に基づくがん（胃・子宮・肺・乳・大
腸）検診 実施 精度管理   質 確保   
受診しやすい体制を整えます。（健康課） 

①３ 生活習慣病予防教室や運動教室、各種相談（健
康・栄養・運動）、出前講座を実施します。（健康
課・国保医療課 スポーツ振興課・教育指導課・地
域包括ケア推進課） 

①４ 児童生徒 健康 身体       教育 行  
す。（教育指導課） 

①５ 健康づくりリーダー養成は、食育についての内容をより
充実させ、人材育成を図ります。（健康課） 

①６ 食育ネットワークシステムを設置し、様々な食に関す
る取組を推進します。（健康課） 

①７ 「生駒健康ウォーキングマップ」を活用した歩こう会や
地域組織に同マップを活用した運動事業を推進しま
す。（健康課） 

①８ 禁煙相談やイベントを開催し、禁煙や受動喫煙防
止 啓発 行    （健康課・環境保全課） 

①１ 特定健康診査等推進事業（国保医療課） 
健康増進事業（肝炎    検診 歯周病検
診）（健康課） 

①２ 各種がん検診事業（健康課） 
がん検診推進事業（個別通知、コールリコール、精
密検査未受診者受診再勧奨）（健康課） 
広報等による啓発事業（健康課） 

①３ 各種健康教室、出前講座、個別相談（健康・栄
養・運動）（健康課・国保医療課 スポーツ振興
課・教育指導課） 

①４ 体力向上推進プラン（教育指導課） 
①５ 健康づくりリーダー養成講座・研修会（健康課） 
①６ 食育ラウンドテーブル（健康課） 

食育ネットワーク（健康課） 
①７ 運動推進事業（生駒健康ウォーキングマップ推進

事業・いこマイウォーキング倶楽部）（健康課） 
①８ たばこ対策（禁煙支援・受動喫煙防止）の推進

（健康課・環境保全課） 

① 健康の維持・増進につながる
運動習慣の定着と健康づく
りに対する機運を高めるた
  地域組織（老人会等 
各種団体）と連携し、運動
を推進します。（健康課） 

① 個人の健康支援のため、地
域 密着  見守  助 
合い活動をしてい 民生児
童委員等と連携し、その人
の支援（健康相談・助言
等） 行   。（健康
課） 

① 日々の健康づくりを推進する
ため、健康づくり推進員や商
工会、学校等と食育推進や
運動推進    対策 行
います。（健康課） 

① がん検診の質の確保と受診
者の増加を図るため、検診
委託医療機関 共 精度
管理 基  検診 受診 
やすい環境整備を実施しま
す。（健康課） 

心
の
健
康

②住民同士 声   
助け合い活動、相談
機関の活用により、
心の健康が維持で
き、自分らしく生きが
いを持ち、安心して
暮らすことができてい
る。

現代社会では、ストレスにさらされることが多く、誰もが心
の健康を損なう可能性があると言われています。また、本市
 全国 比 低 自殺率    依然   自 命 絶 
という深刻な事態が続いていますので、早期発見  仕組
     大切  。 
また、生涯にわたって、いきいきと暮らすためには、身体の
健康だけでなく心の健康も重要であることから、メンタルヘル
スの正しい知識の普及と相談機関の周知を図る必要があ
ります。 
住民 暮   密着  広報 啓発 相談支援等、生き
ることの包括的支援である自殺対策の推進と地域セーフテ
ィネット（気付きとつながり）としてのゲートキーパー※3の充
足や幅広い人材の確保と養成が求められています。 

②１ こころの健康相談、自己チェック法等の情報を発信し
ます。（健康課） 

②２ 鬱症状 早期発見 向  実態把握 努    
（地域包括ケア推進課） 

②３ 健康づくりリーダー養成は、ゲートキーパーについての
内容をより充実させ、人材育成を図ります。（健康
課） 

②４ 多職種を対象に、ゲートキーパー研修を実施し、人
材育成を図ります。（健康課） 

②５ 自殺対策計画に基づき、庁内横断的な相談支援
体制を整えます。（健康課） 

②１ こころの健康相談「はーとほっとルーム」（健康課） 
メンタルヘルスチェックシステム「こころの体温計」（健
康課） 

②２ 元気度    の実施及び未返送者の実態把握
（地域包括ケア推進課） 

②３ 健康づくりリーダー養成講座・研修会（健康課） 
②４ ゲートキーパー研修会（健康課） 
②５ 自殺対策計画の推進（健康課） 

② 互いに支えあう地域社会の
形成のため、地域組織（自
治会等の各種団体）と連
携し、地域におけるゲートキ
ーパー養成や健康に関する
講座・研修を企画・運営しま
す。（健康課） 

資料 

■関連する主な取組 

身体の健康 331生涯学習・スポー
ツ 

【生活習慣病予防】 
③１ 市民 身近 地域 気軽     活動 行    総合型地域        活動内容等 周知啓発

 行      各地域 実情 応      育成    （    振興課）

心の健康 221 学校教育 【自殺対策】 
①10     生命 尊重  自己有用感 相互理解 高     心 教育 充実    （教育指導課）

■市民ができること ■事業者ができること 

身体の健康 ① 自らの健康状態の把握や健康づくりのため、個人レベルで健
（検）診や食事、運動等に関心を持ち、積極的・定期的に受
診する。 

① 一人ひとりが「望まない受動喫煙」を防ぐ視点を持つ。 
① 地域 健康    大切  教     健康         
    等 健康 関  情報（健康    輪） 個人  
家族、地域へと広げる。

① 事業者（特例有） 原則屋内禁煙   望   受動喫煙 
生じないよう受動喫煙対策を講じる。 

心の健康 ② 悩みや困難 抱  人 孤立       気   人 見  
た時に声をかけ、必要時には見守  相談機関    。

② 各種相談窓口に関する情報を提供する。

■指標

② 自殺死亡率（人／10 万人）

人口 10 万人当   自殺者数 厚生労働省自殺対策推進室  
いて、警視庁から提供を受けた自殺データに基づき集計。 
生駒市自殺対策計画での目標10.68人以下（新元号5）を目指
します。（健康課） 
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①   検診精密検査受診率（％）

要精検者（本市のがん検診で精密検査が必要とされた人）のうち、
精密検査を受けた人の割合。 
がん対策推進基本計画（第3期）､第 3期奈良県  対策推進計
画での目標 90％以上（新元号 5）を目指します。（健康課） 
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小分野 １-３-１ 健康づくり
１ 安全で、安心して健康に暮らせるまち 

３ 健康づくりの推進と医療サービスの充実 



※2 入院時情報提供率・退院調整率：入院時情報提供率は、ケアマネージャー等から病院へ入院の情報提供をした割合で、退院調整率は、市内病院からケアマネージャー

等へ退院調整の連絡があった割合である。 

※3 特定健康診査：小分野 1-3-1 参照

関連する主な分野別計画 生駒市病院事業計画 

基本計画 

小分野 １-３-２ 
１ 安全で、安心して健康に暮らせるまち 

３ 健康づくりの推進と医療サービスの充実 

※1 二次救急医療：「入院の必要がなく外来で対処しうる帰宅可能な患者」に対応する一次救急医療に対して、「入院治療を必要とする患者」に対応する機関のこと。二次救

急医療では対応できない複数診療科にわたる特に高度な処置が必要、または重篤な患者への対応機関を三次救急医療と呼ぶ。 

医療

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

地
域
医
療

①市立病院 地域 医
療機関 連携  救
急医療をはじめとする
地域医療体制 整
備が進んでいる。 

平成27(2015)年 開院  生駒市立病院 地域医
療 充実 向  整備中      県では、新元号
7(2025)年 目標年次   地域医療構想 基   本
市 含 西和医療圏内 医療機関 担 役割     
話し合いが始まっています。 
一方 本市      生駒市    地域医療 現況
等について、急性期 回復期 慢性期 在宅医療の各医療
機能     市民 適時 必要 医療 受       
    視点  調査 行 ました。調査結果については、救
急医療   軽症患者の搬送件数が多く、また、重症傷病
者 搬送困難症例 全国 比較  多くなっています。小
児二次医療では、救急を含  市外医療機関 依存   
ます。入院医療   脳卒中や虚血性心疾患など迅速な
治療の開始が、予後に大きく影響するため、生活圏内で治
療 受     望   が、入院先 約半数 市外医療
機関となっています。 

①１ 市民     地域医療 状況分析 基   医療需
要 適合  医療提供体制 構築     地元医師
会をはじめ、地域 医療機関  連携 協力体制 整備
に取り組みます。また、救急搬送データをもとに、病病連
携の強化をはじめとする救急医療 充実 ための取組を
進めます。（地域医療課 警防課）

①２ 一次救急医療    拠点的 役割 果  生駒メデ
       休日夜間応急診療所 運営    （健
康課） 

①３ 市内 救急医療体制等 関  情報 提供    
（健康課） 

①４ 望   救急外来 利用 関  知識 普及啓発 図
ります。（健康課） 

①５ 市立病院     二次救急医療※1（小児二次救急
を含む）を充実し   （地域医療課）

①１ 市内病院等  意見交換 情報共有（地域医療
課） 

①２ 休日夜間応急診療事業（健康課） 

①３ 広報紙 応急診療担当病院 電話   自動音声
案内（健康課） 

①４ ホームページや広報紙での啓発（健康課） 

①５ 市立病院    二次救急医療（小児二次救急 
含 ） 推進（地域医療課）

① 市民 救急医療 関  理解 
知識 深        医療講
演会等への参加を求めます。
（地域医療課） 

① 救急患者 断   医療体制 
充実      一次救急医療
機関の生駒メディカルセンター、二
次救急医療機関 輪番制参加
病院、三次救急医療機関 近
畿大学医学部奈良病院 意見
交換等 行  連携 強化  
す （地域医療課）

① 救急医療体制 充実    
  奈良県北和地区小児科病
院輪番体制への参加等奈良県
と情報共有し、連携します。（地
域医療課） 

在
宅
医
療
・
医
療
介
護
連
携

②在宅医療 充実  
  医療機関 介護
事業所等との連携に
   質 高 医療 
介護サービスが包括
的に提供される体制
が確保されている。

市民が住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし続けるこ
とができるよう、地域包括ケアシステムの構築が求められてい
ます。そのためには、在宅医療の充実     医療 介護 
連携強化が重要な課題      医療   及び介護ニ
ーズを併せ持つ高齢者を地域で支えるためには、入院時の
情報共有 退院支援 日常 療養支援 急変時 対応、
看取り等様々な局面での連携を促進する支援体制の整備
が必要です。 
このような背景を踏まえ、平成 28(2016)年に「生駒市
医療介護連携      協議会  立 上 、医療や介護
に携わる多職種で構成する「在宅医療介護推進部会 と
「認知症対策部会」を設置し、「生駒市在宅医療介護連携
の方針」を策定しました。 
策定後は方針に則って、入退院調整マニュアルや相談窓
口  優先度 高 順 具体的に取組を進めているところで
すが、団塊の世代が 75歳以上となる新元号7(2025)年
 目途 医療 介護の連携強化をさらに進めていく必要があ
ります。 

②１ 地元医師会をはじめ地域 医療機関 介護事業所との
連携 協力    地域 医療介護連携の実態把握や
課題 検討 施策 立案 行    （地域医療課 
地域包括ケア推進課・介護保険課・健康課） 

②２ 地元医師会をはじめ地域 医療機関 介護事業所との
連携 協力    切 目   在宅医療 在宅介護の
提供体制の構築や医療 介護関係者の情報共有の支
援、相談支援、関係市町村との連携を推進します。
（地域医療課 地域包括ケア推進課・介護保険課・健
康課） 

②３ 地元医師会    地域 医療機関 介護事業所との
連携 協力    医療 介護従事者を対象とした多職
種連携研修 市民への普及啓発を推進します。（地域
医療課 地域包括ケア推進課・介護保険課・健康課） 

②４ 市立病院     在宅患者 急変時 受入   後
方支援体制 構築 目指    （地域医療課）

②１ 生駒市医療介護連携      協議会 中心に在
宅医療 介護連携推進事業における PDCA サイクルの
確立（地域医療課 地域包括ケア推進課・介護保険
課・健康課） 

②２ 「入退院調整マニュアル」、「生駒市医療 介護・介護
予防情報ナビ」、在宅医療 介護連携に係る「相談窓
口」の運用、   西和    普及・推進の支援（地
域医療課 地域包括ケア推進課・介護保険課・健康
課） 

②３ 在宅医療 介護の連携強化に関する多職種連携研
修 市民向 講演会 開催       発行（地域
医療課 地域包括ケア推進課・介護保険課・健康
課） 

②４ 市立病院    在宅支援機能 充実（地域医療
課） 

② 住み慣れたわが家で自分らしく暮
           在宅医療や
認知症ケアへの理解 深    
  市民や医療介護事業者向 
に講演会やフォーラムへの参加を
求めます （地域医療課・地域
包括ケア推進課） 

② 入退院調整マニュアルをよりよく運
用      市内医療機関 
介護事業所等と連携します。ま
た、在宅医療 介護連携 促進
するため、相談支援について、生
駒メディカルセンターとの連携を強
化します （地域医療課）

② 病院から地域へとシームレスな在
宅医療  移行        
エリアをまたぐ入退院調整を要す
る場合、エリアごとに運用 異  
入退院調整マニュアルの広域調
整     奈良県 連携  
す （地域医療課）

医
療
保
険
制
度

③医療費削減に向けた
一人    意識向
上    国民健康
保険制度 安定的 
運営され、誰もが安
心  医療 受  
いる。

人口減少、75歳以上人口の増加に伴う被保険者数の
減少により国保税収が減少する一方で、高齢化・高額医薬
品等の影響により、一人当たり医療費 増加 見込   
す。 
このような状況において、平成 30(2018)年度   県 
財政運営の責任主体となり、県単位で安定的な財政運営
 効率的 事業  取組が行 れています。 
今後  県  連携   一層強化  医療費削減  
  医療費適正化 取 組    必要   

③１       医薬品差額通知 送付   普及率向上 
目指    （国保医療課）

③２ 医療費通知 送付   医療費適正化 向け啓発しま
  （国保医療課）

③３ 糖尿病 重症化    高 者 対 糖尿病性腎症重
症化予防      実施  保健指導 行    
（国保医療課） 

③４ 生活習慣病予防のため、生活習慣の改善を目指した取
組 行    （国保医療課 健康課）

③１       医薬品差額通知事業（国保医療課）
      医薬品推奨薬局制度（国保医療課）

③２ 医薬品の適正使用促進（重複・多剤投与、残薬対
策）（国保医療課） 
療養費の点検、調査（国保医療課） 

③３ 糖尿病性腎症重症化予防     （国保医療課）

③４ 各種健康教室、出前講座、個別相談（健康・栄養・
運動）（国保医療課 健康課）

③ 市民に健康増進 医療費削減
を目的とした、保健事業への参
加を求めます。（国保医療課）

③ 県単位での保健事業の実施にあ
    奈良県 国民健康保険
団体連合会、国保事務支援セ
ンターとの連携を強化します。
（国保医療課） 

資料 

■関連する主な取組 

地域医療 142 消防  救急医療 対  意識啓発】 
③１        広報紙等 利用  救急車 適正 利用 啓発活動 行    （警防課 消防署）
③２ 市民 応急手当ての方法を身に付けてもらうために救命講習会を開催します。（消防署） 

在宅医療 医療
介護連携 

111 高齢者保健福
祉・地域福祉 

 在宅医療 介護連携 
①３ 在宅医療 介護連携 推進    （地域包括  推進課 地域医療課 健康課 介護保険課）

医療保険制度 131 健康づくり  医療費適正化 
①２ 特定健康診査※3 各種検診 実施    （国保医療課 健康課）

■市民ができること ■事業者ができること 

地域医療 ① 地域 医療体制 把握する等地域医療  関心 持  適正 受診を
心掛ける。 

① 救急車 適正利用 努める。 
① 自らの健康を守るため、健康診査等を積極的に受診し、日頃から健康管
理 行  

① 病病連携、病診連携など、医療機関相互の連携の強化に努める。  
① 救急搬送    適切 運用  救急患者 断   医療体制 構築
する。 

① 救急等人員の確保（小児二次救急含む）に努める。 
① 患者の立場 尊重  医療 関  必要 説明 情報 提供 行  患
者との信頼関係を築く。 

在宅医療 医療
介護連携 

② 近くの開業医をかかりつけ医に持つなど、緊急時に迅速な対処ができるよう
に備えておく。 

② 在宅医療 介護   講演会 参加  等情報 収集  関心を持つ。

② 医療 介護        強化  顔 見  関係 構築   
② 多職種連携研修 講演会 参加  在宅療養 関     向上 市
民    把握に努める。 

医療保険制度 ③       医薬品 利用 重複受診 見直 等   医療費削減 努 
           取  食生活 適度 運動等    生活習慣病
予防に取り組む。 

③ ジェネリック医薬品を薬局 適切に配置するとともに、処方医と連携の上、
ジェネリック医薬品の使用を推進する。 

③ 投薬数の多い患者に対して声か    自宅等   残薬 有効活用 
る。

■指標

② 入院時情報提供率 退院調整率※2（％）

入退院時     履行状態 示   で、新元号 5 年度に 90％と
     目指    （地域医療課）
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①市内救急搬送率 小児科患者市内救急搬送率（％） 

本市消防本部が救急搬送した患者（小児科へ救急搬送した患者）
   市内医療機関 救急搬送  割合  新元号 5 年度に 80％
（小児科患者については 55％）      目指    （地域医療
課・警防課） 
※市内医療機関   西奈良中央病院及 奈良西部病院 含  
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③国保被保険者一人当  医療費（円）

医療費（療養 給付費 療養費 移送費）/平均被保険者数。
H27 H29 医療費 平均伸 率 3.02％であるが、引き続き医
療費適正化  取組により、伸 率 3.00%以下を目指します。
（国保医療課） 
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小分野 １-３-２ 医療
１ 安全で、安心して健康に暮らせるまち 

３ 健康づくりの推進と医療サービスの充実 



※1 ハザードマップ：避難所の位置や主要道路をはじめ、洪水の危険個所、土砂崩れ等の警戒個所、地震の際に地形や地盤の状況からみた揺れやすさなど各種の災害に

関する地図情報。 

関連する主な分野別計画 生駒市地域防災計画・生駒市業務継続計画・生駒市国民保護計画 

基本計画 

小分野 １-４-１ 
１ 安全で、安心して健康に暮らせるまち 

４ 地域防災体制の充実 防災 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

災
害
対
策

①防災・減災のための
対策 啓発活動 行
われている。

災害に強いまちを目指し、防災・減災のための予防対
策 進  啓発活動 行       
   面  避難施設 耐震化 完了       
 他 施設 緊急輸送路 橋    耐震化等の防災
関連施設の機能強化を進めていく必要があります。 
   避難施設   地域性 考  住民 避難  
    通勤 通学途上 帰宅困難者 他市町村  
の避難者の受入に対応した機能強化を進める必要があ
ります。 
避難所等の防災関連施設に災害種別や機能を表示
  表示板 案内板 設置        災害時 利
用できる施設の場所、機能を平常時から目にすることが
   住民      本市 訪  人  認識    
ちをつくります。 
市民 対   啓発活動 活発 実施  住宅 耐
震化の推進や各家庭での災害用備蓄の充実等市民 
防災力 強化 進       

①１ 災害時に備えて防災拠点施設の役割、場所を周知
します。（防災安全課） 

①２ 河川等 適正 維持管理及 水防倉庫 資機材
管理等 水防対策 行    （管理課 土木
課） 

①３ 大和川流域総合治水対策    雨水の流出抑制
対策を進めます。（土木課） 

①４ 災害時 緊急車両 救援物資 輸送路   位置
       緊急輸送道路上 橋梁     優
先的 耐震化 実施      災害時 通行機能
を確保します。（土木課・事業計画課） 

①５ 公共事業 効率化 道路管理 適正化等 図  
災害発生時 復旧 復興 円滑 行    、地籍
の明確化を図ります。（事業計画課） 

①６ 広報      開催等 通  市民 啓発 行
い、建築物等の耐震化を推進します。（建築課） 

①１ 新  基準 合  避難所表示 更新 避難所施
設   路上 誘導    表示 設置（防災安
全課） 

①２ 調整池浚渫事業（管理課） 
①３ 竜田川流域治水対策事業（土木課） 
①４ 橋梁耐震化事業（土木課 事業計画課）
①５ 地籍調査事業（事業計画課） 
①６ 住宅耐震診断 耐震改修 既存住宅解体補助事

業（建築課） 

① 災害時 住民 安全確保 
適切 避難行動     
 避難経路 確認 指定避
難所まで誘導サインの設置
箇所の決定等、地域の自主
防災会 共 効率的 事業
の実施を進めます。（防災
安全課） 

自
主
防
災

②複数の自主防災組
織が連携し、地域の
特性に応じた災害対
応ができている。

本市 自主防災会活動 活発 防災意識 高 地
域 住民 多 中 新  共助  試     災害時
 個人    助 合   地域    協力体制 範
囲 広    具体的 自主防災活動 行 必要   
ます。 
自治会を基準として結成されている自主防災会につい
   毎年 防災会   防災訓練 実施  住民 防
災力 強化 努            大規模災害発
生時  複数 地域住民 1 箇所 避難所 利用 
    想定      避難    住民同士 互  
協力  避難所 運営     必要      
そのため自主防災組織         協力体制 
強化を進めていきます。 

②１ 地域の特性を踏まえ、防災拠点施設（避難所）を
中心   複数 地域 合同 行 訓練を実施しま
  （防災安全課 市民活動推進課）

②２ 地域   災害特性 認識    対応策 認識確
認できる防災訓練や防災講座を実施します。（防
災安全課・事業計画課） 

②１ 同一 避難所 利用  学校区単位  地域特
性 生   防災訓練実施 共催 協力（防災
安全課 市民活動推進課）

②２ ハザードマップ※1を用いて地域別に防災マップの作
成等住民自  作成  危険度 避難経路等を
認識   講座 訓練 実施（防災安全課・事
業計画課） 

② 地域の災害特性を知り、災
害時に自らの命を守る基本
行動      自治連合
会 自主防災会 協力  
奈良県 共 防災訓練  
積極的な参加を促します。
（防災安全課） 

② 災害発生時に複数の地域と
 協力      行   
 指定避難所管理者 地域
住民 共 訓練 実施  
す。（防災安全課） 

防
災
体
制

③被災    早 立 
直ることができる体制
を強化し、他被災地
への支援体制や他地
域・団体からの受援
体制が整っている。

大規模災害等 被災   市民 生活再建 復興
         速 進    早 立 直        
  災害対応能力 向上     関係団体 機関等 
 協力関係 深    大規模災害発生時 被災市
町村への支援体制と本市が被災したとき、他市町村や
ボランティア、NPO等を含めた支援の受け入れ体制を整
    大規模災害 被災  場合 市民 生活再建
 復興       市民 意見 反映    行政 
中心となって進めていくことができるよう体制を強化しま
す。 

③１ 生駒市地域防災計画に基づき、職員の災害対応能
力 向上        その継続維持をします。（防
災安全課） 

③２ 被災地に支援派遣がスムーズにできるよう支援出来
る人材を育成します。（防災安全課） 

③３ 地方自治体やボランティア等 受入  協力体制 
整  効率  受援態勢 整    （防災安全
課） 

③１ 外部団体 行 防災関係研修会  積極的 参
加（防災安全課） 
職員の災害対応研修の実施とその検証（防災安
全課） 

③２ 被災地 行政職員 行 業務     研修会 
 積極的 参加 行  必要 支援 出来 人
材を育成する。（防災安全課） 

③３ 災害時受援マニュアルの作成（防災安全課） 

③ 災害時に的確な支援の実
施 協力体制 確立   
よう市内 近隣事業者・
NPO等が保有する資源や
人材の情報を収集し、可能
であれば協定を締結します。
（防災安全課） 

資料 

■関連する主な取組 

災害対策 441 緑環境・公園 【防災・減災対策】 
①４ 里山 維持 保全 整備及 活用    里山整備活動 行 市民団体等を支援します。（みどり公園

課） 
自主防災 311 市民協働 地域

コミュニティ 
【自主防災の推進】 
②４ これからの地域のあり方を考える機会の提供をはじめ、多様な主体が地域の課題解決のために取り組む市

民自治協議会 立 上  活動 支援  地域       強化    （市民活動推進課）
防災体制 614 職員 行政組織 【組織連携体制】 

③３          機能 強化     理事者 部長級職員 市 基本的 方針 政策 分野横断的 
行政課題等    定期的 協議  現状 見直  改善 図 体制 強化    （秘書企画課）

■市民ができること ■事業者ができること 

災害対策 ① 自宅 耐震強度 危険性 知  
① 災害発生時に必要となる情報の入手方法についてあらかじめ確
認しておく。 

① 耐震診断業務を実施する。 
① 耐震補強工事を実施する。 

自主防災 ② 災害時 個人 出来 備  行  
② 近隣自治会相互 協力   
② 地域特性 知       応  災害時  行動 結   
る。 

② 従業員用の物資等を備蓄するとともに、定期的に防災訓練を
実施する。 

② 近隣住民 協力  防災減災活動 実施   

防災体制 ③ 近隣で大規模災害が起きた場合、被災者支援 協力   
③ 自主防災活動やボランティアに積極的に参加する。 

③ 災害協定先事業者は防災訓練に協力する。 
③ BCP（業務継続計画）を策定する。 

■指標

② 学校区程度 単位  防災訓練 実施回数（回）

小学校区単位等 行 防災訓練 実施延べ回数。 
大規模災害時 同 避難所 利用  地域 合同 訓練 行   
で災害発生時の共助の態勢を整えます。（防災安全課） 
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① 防災拠点施設等防災関連表示の設置数（箇所） 

避難所・緊急避難場所等の防災関連施設の役割、場所を明記した
表示の設置延べ箇所数。 
住民    本市 訪  人  災害時 利用   施設 明確  
ます。（防災安全課） 
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③ 職員を対象とした災害対応研修の実施回数（回）

災害対応に関する職員研修の実施回数。 
大規模災害発生時 初動対応 災害対策 復興等 早急 行  
とができるよう、全職員に対し、災害対応訓練を継続的に実施します。
（防災安全課） 
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小分野 １-４-１ 防災 
１ 安全で、安心して健康に暮らせるまち 

４ 地域防災体制の充実 



※1 二次救急医療：小分野 1-3-2 参照 

基本計画 

小分野 １-４-２ 
１ 安全で、安心して健康に暮らせるまち 

４ 地域防災体制の充実 消防 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

予
防

①市民 火災予防 意
識 浸透  各自 
防火対策 行   
で、より一層安全で
安心して暮らせるまち
になっている。

火災発生件数の減少については、製品における防火
安全性能 向上 喫煙率 減少       原因 
  出火 減少 考         本市  住宅用
火災警報器の設置により、ぼや火災で消し止められた事
例 街頭消火器 使  大火 至     奏功事例
    被害 拡大防止 役立      
出火源となりうるものを定期的に点検し、その周囲に
可燃物を置かないこと、火災 発生   早期発見 速
   通報 初期消火 避難 行     火災   被
害の低減につながる     市民 事業者    防
火管理体制 確立      が必要です。 

①１ 火災件数の減少や火災による死傷者をゼロに近づけ
るため、火災予防の一層の普及啓発を図ります。
（予防課・消防署） 

①２ 市民 事業所 防火意識高揚及 火災 初期対
応力 向上 図    （予防課 消防署）

①３ 防火対象物及 危険物施設等  立入検査 実
施  法令違反    是正指導 強化    
（予防課・消防署） 

①１ 住宅用火災警報器 対  設置促進 設置  
10 年以上経過  製品 取 換  促進（予防
課・消防署） 

①２ 市民  防火 関  広報 事業所  消防訓
練の実施の促進（予防課・消防署） 

①３ 消防法令違反対象物 公表 違反是正 実施
（予防課・消防署） 

① 住宅用火災警報器設置率向上
のために、自治会と連携し、啓発
活動 行   。（予防課・消
防署） 

① 火災予防に関する広報のため
に、給油所をはじめとする市内事
業所  連携 行   。（予
防課・消防署） 

警
防
・
救
助

②消火、救急体制の整
備 進  隣接消防
本部との相互応援協
定の強化と活動連携
が進んでいる。

近年 大規模地震 発生 災害 多様化等消防 
取 巻 環境変化 対応     高度 知識 技術 
持 合   消防職員 育成  資機材 整備等 行
  本部 署 団 消防力 強化       隣接自治
体境界部の災害や大規模災害時の対応では、府県を
超  隣接消防本部  広域的 活動連携 強化 
重要      円滑 活動連携 行    出動計
画 見直 必要      

②１ 消防職員 活動能力向上    関係機関  各
種研修会及び合同訓練への参加を促進します。
（消防署） 

②２ 消防活動 使用  緊急車両 資器材等 整備及
 充実 強化    車両等 更新及 維持管理 
行    （警防課 消防署）

②３ 高度 救命処置 実施   救命率向上 救急業
務 高度化 推進    （警防課）

②４ 消防団員の人員確保と体制を充実強化します。
（消防本部総務課） 

②５ 消防団活動の充実を図るため、県消防学校専科教
育入校や研修会等への参加を促進します。（消防
本部総務課） 

②６ 府県 越  隣接消防本部  相互応援協定 強
化と合同訓練実施による迅速な活動連携を図りま
す。（警防課・消防署） 

②７ 奈良市 生駒市消防指令      円滑 活動連
携並  出動計画 見直    （警防課）

②１ 消防職員 活動能力向上（消防署）
②２ 計画的 緊急車両 更新（警防課）

消防資器材及 消防水利 整備 維持管理（消
防署） 

②３ 各種専門研修の実施（警防課） 
救急体制の強化（警防課・消防署） 

②４  消防団応援 店 制度 整備（消防本部総務
課） 

②５ 消防団員 活動能力向上（消防本部総務課） 
②６ 隣接消防本部  迅速 活動連携（警防課 消

防署） 
②７ 奈良市 生駒市消防指令      連携強化

（警防課） 

② 地域防災力 強化 るために、
市民 消防団 連携   消
火 救護 救出活動訓練 行 
ます。（消防本部総務課） 

② 「消防団応援の店 制度設立 
ために、商工会議所と連携し、制
度 理解 協力 促   。
（消防本部総務課） 

② 「消防団応援の店  相互利用
可能 制度       隣接市
町村と連携した取組 行   。
（消防本部総務課） 

② 隣接消防本部との迅速な活動
連携を図るために、相互応援協
定 見直  図   。（警防
課） 

救
急

③市民 救命講習会 
受講して応急手当て
 理解       
 救急車 適正 利
用」が進んでいる。

近年 救急出動件数 年々増加     今後 高
齢化を背景として救急需要が増大する一方、救急隊の
増隊には限界があるため、いかにして救急業務を安定的
  持続的 提供    近年 救急業務 係 課題
となっています。 
救急車 必要    出動要請 抑制     市
民 普通救命講習会 受講  適切 観察 処置 
理解           救急車 適正 利用  意識
 高      理解 協力 促進 図 必要    
す。 

③１        広報紙等 利用  救急車 適正 
利用 啓発活動 行    （警防課 消防署）

③２ 市民 応急手当ての方法を身に付けてもらうために
救命講習会を開催します。（消防署） 

③１ 救急車 適正 利用 広報（警防課 消防署）
SNS等を活用した広報（警防課・消防署） 

③２ 救命講習会の実施（消防署） 

③  救急車 適正 利用  広報
活動 効果的 行     市
民団体  協力 要請   。
（警防課・消防署） 

③  救急車 適正 利用  広報
活動 推進      女性広
報指導分団の OG を柱とした広
報活動団体を設置します。（警
防課・消防署） 

③ 適正な救急搬送をするために病
院や搬送事業者による患者搬送
を推進します。（警防課・消防
署） 

資料 

■関連する主な取組 

予防 432 生活環境 【野焼き防止】 
①１ 生駒市         条例及 生駒市歩    及 路上喫煙 防止 関  条例 基   環境美

化 関  市民等     向上 空 地 適正管理等快適な生活環境の確保を図ります。（環境保全
課） 

警防・救助 141 防災  地域防災力 充実強化 
②１ 地域 特性 踏   防災拠点施設（避難所） 中心   複数 地域 合同 行 訓練 実施  

  （防災安全課 市民活動推進課）
救急 132 医療  地域医療体制 充実強化 

①５ 市立病院     二次救急医療※1（小児二次救急 含 ） 充実    （地域医療課）

■市民ができること ■事業者ができること 

予防 ① 住宅用火災警報器設置等の自主的な火災予防に取り組む。 ① 防火管理体制 防火安全対策 充実強化する。 

警防・救助 ② 大規模災害の発生 見据   自助  共助 中心   消火 
救護及び救出訓練を実施する。 

② 初期消火や救護、救助活動を行 。 
② 消防団活動に対して理解し協力する。 

② 「消防団応援の店」 協力   
② 初期消火 救護 救助活動 行  

救急 ③  救急車 適正 利用  対  理解 協力する。 
③ 救命講習会に参加する。 
③ 災害発生時に救護救助活動を行 。 

③ 救命講習会に参加する。 
③ AED を設置し、訓練をする。 
③ 災害発生時 救護救助活動 行  

■指標

② 消防隊現場到着後 年間延焼棟数（棟）

火災における延焼（出火元以外へ火が燃え広がること）した棟数。現
場到着後、速やかな消火活動により延焼させない事を目指します。
（消防署） 
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① 年間建物火災発生件数（件） 

1 年間 発生  建物火災件数 過去 10 年間 発生  建物火
災件数の平均件数（14 件）より少なくなることを目指します。（予
防課） 
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③ 救命講習会の受講者数（人）

市が実施する救命講習会の延べ受講者数。再受講を含め受講者数
 増   応急手当 受講 理解 促     救急車 適正利用 
つなげます。（消防署） 
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小分野 １-４-２ 消防 
１ 安全で、安心して健康に暮らせるまち 

４ 地域防災体制の充実 



基本計画 

小分野 １-５-１ 
１ 安全で、安心して健康に暮らせるまち 

５ 生活の安全の確保 生活安全 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

交
通
安
全

①交通ルールや交通マ
   守 意識 高
まり、だれでも安全で
かつ安心して外出や
移動ができている。

交通死亡事故者数の減少が進む中、高齢化の進展
により、交通事故の当事者となる高齢者の割合が高くな
っています。今後、高齢者に対する交通安全教育のさら
なる充実と、高齢者事故を防ぐための高齢者（認知
症）ドライバーの免許返納の推進が必要です。 
また、子どもや高齢者等の交通事故を防ぐため、安全
にかつ安心して外出や移動ができる環境整備を進めるこ
とや、    以上 市民 交通安全 関心 持    
  自  問題   積極的 参加  市民主体 意
識 醸成     必要   
引き続き、警察、交通指導員及び交通安全推進員
等と連携しながら、地域の実情に即した交通安全運動
や人材育成を進める必要があります。 
さらに、駅周辺 違法駐車 放置自転車 見受  
れ、交通安全の妨げとなっていることから、警察等関係機
関 連携      啓発 実行性   対策 必要 
す。 

①１ 地域 関係機関 連携  交通安全意識 高揚 
図るため啓発に取り組みます。（防災安全課） 

①２ 高齢者や幼・保育園児、小・中・高校生を対象とし
て、交通指導員による交通安全教室を実施します。
（防災安全課） 

①３ カーブミラー、ガードレール等の交通安全施設を整備・
管理    （土木課）

①４ 関係機関 連携 通学路 合同点検 実施  
  （教育総務課 防災安全課 管理課 事業計
画課・土木課） 

①５ 違法駐車等防止重点地域（生駒駅 東生駒駅周
辺）において、交通指導員による巡回・啓発活動を
行    （防災安全課）

①６ 自転車等放置禁止区域（生駒駅 東生駒駅 白
庭台駅 学研北生駒駅周辺）     放置自転
車等 撤去 重点的 行    （防災安全課）

①１ 交通安全対策事業（防災安全課） 

①２ 交通安全教室の開催（防災安全課） 

①３ 交通安全施設整備事業（土木課） 

①４ 通学路安全対策事業（教育総務課 防災安全
課 管理課 事業計画課 土木課）

①５ 違法駐車等防止事業（防災安全課） 

①６ 放置自転車対策事業（防災安全課） 

① 幼児や高齢者の交通事故
を減らすため、保護者や自
治会 老人会 一緒 交通
安全教室を実施します。
（防災安全課） 

① 市民 交通安全意識 高
揚を図るため、事業者と共に
サポートカー試乗や模擬衝
突体験等体験型の啓発活
動を実施します。（防災安
全課） 

① 高齢者 交通安全意識 
高揚を図るため、警察等関
係機関と連携し、高齢者に
対する交通安全教育の推
進と、高齢者（認知症）ド
ライバーへの免許返納を推
進します。（防災安全課） 

防
犯

②「地域の安全は地域
 守     市民一
人    意識 高
   安全 住 良 
地域社会が広がって
いる。

全国的に犯罪が多発する中、地域の安全を確保する
ため本市では警察をはじめ関係団体や地域と連携しな
がら防犯活動に取り組んでいます。今後、少子・高齢化
 核家族化       意識 希薄化等に伴い、地域
 防犯機能 低下 懸念        継続  防犯
意識 高  防犯 地域安全体制 強化 進     
とが必要です。  
また、犯罪のない明るい社会を築いていく   市民 
   暴力 許   社会    推進  必要 ありま
す。 

②１ 地域による防犯パトロール等の防犯活動を促進支援
します。（防災安全課） 

②２ 子どもが犯罪に巻き込まれないよう「子ども 110 番の
家」の設置を推進します。（防災安全課） 

②３ 出前防犯教室 開催  意識啓発 情報提供 行
います。（防災安全課） 

②４ 地域   通学路 中心とした防犯カメラの設置を促
進支援します。（防災安全課） 

②５ 特殊詐欺による被害防止に取り組みます。（防災安
全課） 

②６ 警察等関係機関 地域 連携 暴力排除推進協
議会や防犯協議会の事業を推進します。（防災安
全課） 

②１ 自主防犯活動推進事業（防災安全課） 

②２ 子ども 110番の家の推進事業（防災安全課） 

②３ 出前防犯教室の開催（防災安全課） 

②４ 通学路防犯   推進事業（防災安全課）

②５ 特殊詐欺防止装置購入補助 （防災安全課） 

②６ 暴力排除推進協議会推進事業（防災安全課）
防犯協議会の支援（防災安全課） 

② 防犯 暴力排除意識 高
揚を図るため、市民、地域、
事業者及び警察等関係機
関 連携  防犯 暴力排
除に関する啓発活動を実施
します。（防災安全課） 

消
費
者
保
護

③市民 消費生活 関
  意識 知識 高
まり、消費者トラブル
  適切 対応  
ている。

消費者保護について  条例 適正 運用 図   
もに、「どこでも講座」や「講演会」の開催をはじめ、啓発
活動にも取り組んできました。 
しかしながら、架空請求やインターネット通販におけるト
ラブル等、より複雑・多様化する消費者問題への対応が
必要       市民自  判断 行動     情報
を提供するとともに、特に高齢者の消費者トラブルを未然
 防    見守 体制    必要        

③１ 地域で消費者トラブルを解決できるよう、地域ボラン
ティア養成のための講座を開催します。（消費生活セ
ンター） 

③２ ホームページの充実等、消費者トラブルに関する情報
を積極的に提供します。（消費生活センター） 

③３ 消費者保護条例 基   市民 意見等 反映 
た消費者施策を国・県等関係機関と連携を図りなが
ら実施します。（消費生活センター） 

③４ 自治会等の団体や学校と連携を図り、出前講座等
による啓発と消費者教育に取り組みます。（消費生
活センター） 

③１ ボランティア養成事業（消費生活センター） 

③２ 情報提供事業（消費生活センター） 

③３ 消費者施策実施事業（消費生活センター） 

③４ 消費者啓発推進事業（消費生活センター） 

③ 消費者トラブルに関する意
識 高     市民 地
域は出前講座を活用すると
    地域 見守 体制作
りに取り組みます。（消費生
活センター） 

③ 消費者トラブルの未然防止
と早期解決を図るため、警
察等関係機関と積極的に
情報を共有します。（消費
生活センター） 

資料 

■関連する主な取組 

交通安全 111 高齢者保健福
祉・地域福祉 

【高齢者の交通安全対策】 
②２ 認知症 早期発見 早期受診 早期治療 重度化遅延 向  取組 進    （地域包括  推進

課） 
③６ 高齢者の外出支援や生活支援を目指します。（高齢施策課・地域包括ケア推進課） 

防犯 222 青少年 【青少年に対する防犯対策】 
①１ 市青少年指導委員 連携  街頭巡回指導   青少年 見守  非行防止 取組 進    （生

涯学習課） 
消費者保護 111 高齢者保健福

祉・地域福祉 
 高齢者 見守 体制    
①４ 地域での助け合い・支え合いの仕組みづくりを推進します。（地域包括ケア推進課・高齢施策課・市民活

動推進課） 

■市民ができること ■事業者ができること 

交通安全 ① 地域での登下校時の交通安全活動へ積極的に参加する。 
① 自家用車 運転  時 交通    守  譲 合  精神 
安全運転に努める。 

① 免許を返納する。 

① 交通ルールの徹底を図る等積極的に交通安全を実践する。 
① 従業員への交通安全教育を実施する。 

防犯 ② 児童 見守 活動 地域      等地域ぐるみの活動へ積
極的に参加する。 

② 犯罪 許   社会 築   暴力排除 意識 徹底   

消費者保護 ③ 消費生活 関  知識 情報 取得  消費者     巻 
込      心掛  地域 見守 体制 参加   

③ 法令等 遵守  事業活動 行  
③ 商品等 品質 関  必要 情報提供 行  

■指標

② 刑法犯罪の発生件数（件）

強盗や傷害、詐欺等の刑法犯罪の認知件数。 
防犯に関する啓発により 毎年 前年比１%減となることを目指しま
す。（防災安全課） 
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① 交通事故（人身）の発生件数（件） 

人身事故 年間 発生件数 
交通安全に関する啓発により 毎年 前年比１%減となることを目指
します。（防災安全課） 
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③ 消費者相談等 消費者保護対策 満足度（点）

市民満足度調査    一般市民 消費者保護対策 対  満足
度  満足＝100 点、やや満足＝75 点、普通＝50 点   不満
＝25 点 不満＝0 点として得点化。新元号 4年度 53 点を目指
します。（消費生活センター） 
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小分野 １-５-１ 生活安全 
１ 安全で、安心して健康に暮らせるまち 

５ 生活の安全の確保 



関連する主な分野別計画 健康いこま 21 

基本計画 

小分野 ２-１-１ 
２ 未来を担う子どもたちを育むまち

１ 子育て支援の充実母子保健 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

産
前
産
後

①パートナーや家族の
妊娠・出産・子育て
 対  理解 広 
り、安心して妊娠・出
産・子育てにのぞめ
る妊婦とパートナー、
その家族が増えてい
る。

国や県の方針や取組を踏まえながら、平成 27(2015)
年  生駒市子   子育 支援事業計画  策定   
 子育 楽   ！    子   大人 笑顔 健  
 育        理念    様々 施策 実施   
ました。 
しかし最近では、産後うつ、育児放棄、虐待等の問題が
生じており、その対策が急務となっています。 
安心して妊娠・出産でき、またこれからの未来を担う子ど
もたちが健やかに育つためには、妊産婦本人だけではなく、
      家族 理解 、妊娠から出産、子育て期ま
  切 目  支援    環境 作    必要   ま
た、平成 28(2016)年                配置
  母子健康手帳交付時      以上   細   
相談支援体制をと    同時 産後  事業 立 上
げ、産後の支援が得られない家庭  支援 行     
が、今後ますますこれらの需要が高まることが予測されます。 

①１ 不育症治療費 一般不妊治療費 助成 実施  
経済的負担を軽減します。（健康課） 

①２ 母子健康手帳発行時   ニティコンシェルジュにより
    妊婦 対   不安 心配事等の聞き取り
   丁寧 保健指導 行    また、父親や祖
父母 母親 対  精神的支援 理解 必要性
を啓発します。（健康課） 

①３ 妊娠 出産 子育  関  知識 技術 習得  
機会や情報を提供します。（健康課） 

①４ 妊産婦・新生児訪問や妊婦健康診査を実施しま
す。（健康課） 

①５ 産後  事業    産後 心身 安定 育児不
安を解消し、安心して産み育てられる環境を整えま
す。（健康課） 

①１ 不育症 一般不妊治療費助成制度（健康課）

①２ 母子健康手帳交付（  向け冊子「パパコト」、祖
父母用      ）（健康課）

①３ パパママ教室・パパ講座（健康課） 
妊婦訪問指導（健康課） 

①４ 妊婦一般健康診査（健康課） 

①５ 産後ケア事業（健康課） 

① 安心して妊娠・出産・子育て
を迎えられるよう各種教室等
    身近 実例   体
験談やアドバイスを出産前の
親に伝える場を提供し、併せ
て親同士の仲間づくりを共に
進めます。（健康課） 

① 地域で子育てを支えるため
に、地域で活動中の自主グ
ループの活動を支援します。
（健康課） 

① 安心して妊娠・出産・子育て
できるよう、事業者に子育て
に関する知識 技術 普及
 向  情報提供 行  
子育て中の方を支援しま
す。（健康課） 

① 安心して妊娠・出産・子育て
を迎えられるよう、国や県が
有する情報やノウハウを活用
します。（健康課） 

育
児

②保護者が精神的に
安心して子育てがで
き、子どもがより一層
健康で、すくすくと育
っている。

少子化や核家族化の進展、地域のつながりの希薄化、
親子を取り巻く環境が厳しくなる中、地域のつながりを強
め、地域での子育てを守るために、ボランティア等の支援者
を増やしていく等、今後さらに子どもを安心して産み育てるこ
とのできる環境を整えることが喫緊の課題です。 
また、様々な親子   家族 寄 添  切 目  育
児を支援する体制の整備が求められます。 

②１ 産婦・新生児や乳児の訪問を実施します。（健康
課） 

②２ 未熟児  支援    産科医療機関  連携 
強化します。（健康課） 

②３ 母子保健推進       託児       育成
し、活動を支援します。（健康課・子育て支援総合
センター） 

②４ 疾病 早期発見 早期治療 障   早期発見 
また育児支援等 行    乳幼児健康診査 実
施します。また、健診の事後フォローを実施します。
（健康課） 

②５ 疾病予防のために、予防接種を実施します。（健
康課） 

②６ 発達 育児  不安 解消等 親  支援 子 
もの健全な育成のため、子育て・発達相談及び家
庭訪問を実施します。（健康課） 

②７ 子育  関  知識 技術や子どもの規則正しい生
活習慣 確立    、習得  機会 交流 場
を提供します。（健康課） 

②８ 障がい児や発達に遅れのある子ど   医療機関 
児童福祉施設等  連携   早期療育 相談体
制を充実します。（障がい福祉課）

②１ 産婦・新生児・乳幼児訪問指導（健康課） 

②２ 未熟児訪問指導事業（健康課） 

②３ 母子保健推進員 託児      育成研修会
（健康課・子育て支援総合センター） 

②４ 乳幼児健康診査（健康課） 

②５ 各種予防接種（健康課） 

②６ 各種育児相談（健康課） 

②７ おっぱい相談会（健康課） 
     離乳食講習会（健康課）

②８ 親子教室での集団支援、個別発達相談、幼稚
園・保育園への施設支援事業（健康課） 
障がい児相談支援事業（障がい福祉課） 

② 子育てにかかる様々な問題
について参加者同士が悩み
を共有し語り合えるように自
主グループ等を共に企画･運
営します。（健康課） 

② 安心して子育てしてもらうた
めに、健康づくりリーダー等
が、妊産婦や子育て中の保
護者、乳幼児の相談相手
やサポート役になります。
（健康課） 

② 子どもの健診や予防接種を
受          医療
機関等と受診しやすい体制
    行   。（健康
課） 

② 安心して子育てできるよう、
国や県が有する情報やノウ
ハウを活用します。（健康
課） 

資料 

■関連する主な取組 

産前産後 212 子ども・子育て支
援 

【育児サポート】 
③１ 子     安心  成長      地域子育 支援拠点事業及          事業等 一体的 

提供することで、子育て支援体制を充実します。（子育て支援総合センター） 

育児 212 子ども・子育て支
援 

【安心して子育てができる体制づくり】 
①１ 待機児童解消に向けて、保育所の開設や保育士の確保に取り組みます。（こども課） 
②２ 地域での幼稚園ニーズや園児数の推移等を勘案しながら、こども園化を含め、地域に合った幼稚園の今後

のあり方を検討します。（こども課） 

■市民ができること ■事業者ができること 

産前産後 ① 安心して妊娠・出産・子育てを迎えられるよう、妊娠・出産・子
育  関心 持  知識 深   

① 妊婦本人     地域住民も妊娠・出産・子育てに関心を持
ち、地域の妊婦を積極的にサポートする。

① 妊婦本人だけでなく事業者も妊娠・出産・子育てに関心を持
ち、地域の妊婦を積極的にサポートする。 

育児 ② 子育てに関する自主グループに参加する。 
② 地域住民 事業者 妊娠 出産 子育 等 母子保健事業 
関心を持ち、保護者が地域で安心して子育て出来るよう、積極
的にサポートする。

② 地域住民 事業者 妊娠 出産 子育 等 母子保健事業 
関心を持ち、保護者が地域で安心して子育て出来るよう、積極
的にサポートする。 

■指標

② 新生児 乳児訪問 実施率（％）

新生児訪問やこんにちは赤ちゃん事業等乳児期 行   保健師 助
産師訪問 実施率 出産後 不安 抱    時期  専門職  
 訪問 行     育児 関  知識 普及 不安 解消 図  母
親の心身の健康状態の安定を図ります。（健康課） 
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①     教室参加率（％） 

年間 全初妊婦 対      教室参加件数 割合 
      家族 妊娠 出産 子育  対  理解 広   安心 
て妊娠・出産・子育てにのぞめる妊婦とパートナー、その家族が増えるこ
とを目指します。（健康課） 
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② 乳幼児健診受診率（％）

乳幼児健診（3 か月児・7 か月児・12 か月児・1 歳 6 か月児・3 歳
6  月児） 平均受診率 
高 受診率 推移       更  受診率 向上 目指    
（健康課） 

H29数値

の維持

98.1 
96.4 96.2 96.2 96.2 

80

85

90

95

100

H26 H27 H28 H29 H30 新元

号元

新元

号2

新元

号3

新元

号4

新元

号5

目指す値

現状値

小分野 ２-１-１ 母子保健
２ 未来を担う子どもたちを育むまち 

１ 子育て支援の充実 



関連する主な分野別計画 生駒市子ども・子育て支援事業計画 

基本計画 

小分野 ２-１-２ 
２ 未来を担う子どもたちを育むまち 

１ 子育て支援の充実 子ども・子育て支援 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

保
育
サ
ー
ビ
ス

①子どもの安全が確保
され、子育てと仕事
 両立    家庭
やひとり親家庭が安
心して就労できる環
境が整えられてい
る。

共働き世帯やひとり親の家庭にとって保育サービスの充実
  仕事 子育  両立      非常 重要    保育
時間 延長等保護者       多様化      
本市では、待機児童の解消対策として平成 19(2007)年
度  私立保育所 誘致 取 組  保育定員 倍増  
2,300人 超      保育所    増加 保育士不足
により、未だ待機児童の解消には至っていません。また、一時預
   延長保育 休日保育 病児 病後児保育 実施等、多
様なニーズに対応した保育サービスの充実が求められています。 
    公立保育所の園舎については、全て耐震化が図られ
      施設 老朽化 進行       対策 今後必
要となります。 
学童保育についても快適な保育環境を確保するため、学童
保育施設の整備や指導員の確保及び運営体制の充実に向
けた取組を進める必要があります。 
今後  仕事 子育  両立   環境 整備     
  幼児教育無償化   増加 多様化 見込   保護者
のニーズを把握していくとともに、地域や幼稚園・学校との連携
 強化  効率的 効果的 保育     行       必
要です。 

①１ 待機児童解消に向けて、保育所の開設や保育士の確
保に取り組みます。（こども課） 

①２ 保護者のニーズに合わせた保育事業を継続するととも
に、さらなる保育サービスの充実に向けて検討します。
（こども課） 

①３ 子育 中 親子 気軽 集  相互交流 子育  不
安・悩みを相談できる場を提供します。（こども課） 

①４ 学童保育児童 見守 活動等安全確保    地域
住民 学童保育制度 周知    （   課）

①５ 子どもたちが地域の中で、安心して遊び、大人たちと交
流   場 機会 提供    （   課）

①６ 保育所への地域活動の情報提供等、保育所と地域が
積極的 交流    （   課）

①７ 保育所 幼稚園 認定   園及 小学校 交流 連
携を図ります。（こども課・教育指導課） 

①８ 保育所及 認定   園園舎 長寿命化 視野 入
  施設 老朽化対策 図    （   課）

①１ 駅前空 店舗等 利用  小規模保育事業 推進
（こども課） 
企業が整備する企業主導型保育事業の推進（こども
課） 
潜在保育士等の確保のための「資格をいかそう！相談
会」の実施（こども課） 
保育コンシェルジュの配置（こども課） 
高等職業訓練促進給付事業（こども課） 
自立支援教育訓練給付事業（   課）

①２ 延長保育、一時預かり保育、休日保育、病児・病後
児保育事業（こども課） 

①３ 地域子育て支援拠点事業（こども課） 
①４ 民生児童委員  連携事業（   課）
①５ 放課後子ども教室（こども課） 
①６ はとぽっぽ公園清掃事業（こども課） 

公私立保育所 園庭開放（   課）
①７ 幼児期の教育と小学校教育の育ちをつなぐ幼小接続

事業（こども課・教育指導課） 
①８ 保育所及び認定こども園園舎の施設整備事業（こども

課） 

① 保育士を確保するために、市
民 潜在保育士 発掘 取 
組みます。（こども課） 

① 子   成長 安全確保のた
めに、地域と保育所や学童保
育所  交流会 積極的 実
施します。（こども課） 

① 保育の充実を図るために、事
業者・NPO等と少子化の進
行 見据     保護者  
   合  保育所整備 行
います。（こども課） 

① 保育士確保、保育士の資質・
能力 向上     奈良県
と連携を図ります。（こども
課） 

就
学
前
教
育

②就学前教育の充実
 幼稚園 長時間
預かり又はこども園
化が進んでいる。

核家族化や共働き世帯の増加等子どもたちを取り巻く環境
は大きく変化しており、多様化する保護者の二―ズに対応する
とともに、幼児一人ひとりの発達の特性を生かした教育が重要
です。本市には、7市立幼稚園    3 歳児保育希望者の
全員受入れや預かり保育、幼小中連携事業、幼稚園バスの
運行等特色  幼稚園運営 取 組       共働 世
帯 増加 保護者    多様化   幼稚園児数 年々
減少しています。 
このことから、現在まで取り組んできた安心・安全な園づくりを
中心に、学校評議員会等を活用した学校評価の充実や、幼
稚園・保育所・学校・地域が連携できる開かれた園づくりを継
続するとともに、国が進める幼児教育無償化により、さらに保育
    増加 見込        幼稚園 役割    検
討する必要があります。 
また、保育所・こども園でも、これまで幼保統一カリキュラムに
より就学前教育の充実に取り組んできましたが、新たに策定し
た「就学前教育・保育のあり方に関する基本方針」に基づき、
今後も一層、就学前教育の充実を図る必要があります。 

②１ 多様化  保護者    応     預  保育 長
時間化、実施日の拡大について検討します。（こども
課） 

②２ 地域での幼稚園ニーズや園児数の推移等を勘案しなが
ら、こども園化を含め、地域に合った幼稚園の今後のあり
方を検討します。（こども課） 

②３ 就学前教育の充実を図るため、幼稚園と地域、保育
所 認定   園及 学校  交流 連携 図    
（こども課・教育指導課） 

②４ 幼稚園及び認定こども園園舎 長寿命化 視野 入
  施設 老朽化対策 図    （   課）

②５ 園児 健康 安全 生活 必要 習慣 態度 身 
付けるため、安全教育に取り組みます。（こども課・防災
安全課・健康課） 

②６ 家庭教育学級を充実し、保護者へ子育てに関する情報
提供 行    （生涯学習課） 

②１ 市立幼稚園    預  保育（   課）

②２ 生駒市子ども・子育て会議（こども課） 
生駒市学校教育のあり方検討委員会（こども課） 

②３ 幼児期の教育と小学校教育の育ちをつなぐ幼小接続
事業（こども課・教育指導課） 
生駒市幼稚園教育研究会（こども課） 
保幼小中交流学習会（   課 教育指導課）

②４ 幼稚園及び認定こども園園舎の施設整備事業（こども
課） 

②５ 安全教育の充実（こども課・防災安全課） 

②６ 家庭教育学級事業（生涯学習課） 

② 就学前教育の充実のために、
市民 幼稚園教育 関  機
会を設けます。（こども課） 

② 地域での幼稚園の役割を検
討するために、地域と情報を共
有します。（こども課） 

② 就学前教育の充実のために、
事業者・NPO等と体験学習
等学習の機会・場の企画及び
提供 行   。（こども課） 

子
育
て
支
援

③地域や社会が保護
者に寄り添い、親の
成長 支援    
により、子どものより
良 育  実現  
いる。

子育 世代 保護者 孤立   子     安心  成
長      悩  共有 共感 相談できる場や、子育てを地
域で支え合うためのコミュニティを構築する必要があります。 
また、子育てを地域で支え合う環境が希薄になる中、子育
て家庭の孤立化 防止  必要     。 

③１ 子     安心  成長      地域子育 支援
拠点事業及びファミリーサポート事業等を一体的に提供
することで、子育て支援体制を充実します。（子育て支
援総合センター） 

③２ 子育てや家庭で心配なこと等の相談事業を実施し、子
育て家庭を支援します。（こどもサポートセンター） 

③３ 世代間交流 含   子育     等、地域で子育て
を支え合う取組や活動を支援します。（子育て支援総
合センター） 

③１ みっきランド・はばたきみっきの地域子育て支援事業の
運営（子育て支援総合センター） 
ファミリーサポート事業（子育て支援総合センター） 

③２ 養育支援訪問事業（こどもサポートセンター） 
家庭児童相談室事業（こどもサポートセンター） 

③３ ワークショップの開催（子育て支援総合センター） 

③ 孤立  子育  防    、
声かけをする等   市民 身
近   子育 親子 交流 
図ります。（子育て支援総合
センター） 

③ 子育 支援 輪 広げるため
に、地域と地域内で子育て親
子  交流    場 設  
す。（子育て支援総合センタ
ー） 

資料 

■関連する主な取組 

保育サービス 521 商工観光  子育 女性  就業支援 
②４ 生駒市の子育 女性 高齢者等多様な人材  就業支援 行    （商工観光課）

就学前教育 151 生活安全 【園児への交通安全指導】 
①２ 高齢者や幼・保育園児、小・中・高校生を対象として、交通指導員による交通安全教室を実施します。（防災安

全課） 
子育て支援 211 母子保健 【保護者ごと支える子育て支援】 

②６ 発達 育児  不安 解消等 親  支援 子   健全 育成    子育  発達相談及 家庭訪問 実
施します。（健康課）

■市民ができること ■事業者ができること 

保育サービス ① ワークショップの参加やアンケートの回答等で、子育て支援施策への
意見 要望 行  

① 保育士資格や子育て経験を活   不足    保育士や学童指
導員として保育行政 関   

① 子どもたちの見守 活動 積極的に参加する。

① 保護者の多様な保育ニーズに柔軟に対応できるよう、また、少子化
 進行 見据  保育所整備 行  

① 保育所整備が可能な場所の提供を行  
① 子     見守 活動 積極的 参加   

就学前教育 ② ボランティア活動や園児とのふれあい活動に参加する。 ② 体験学習等学習 機会 場 提供 行  

子育て支援 ③ ボランティアやサポート等の活動を通して支援をする。 ③ ワーク・ライフ・バランスを推進し、従業員が子育てしやすい環境を整
備する。

■指標

② 預  保育利用園児数（人）

公立幼稚園    預  保育 利用  延 園児数 
保育所    増加         預  保育 長時間化 通年化
等保育機能の付加を図ります。（こども課） 
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① 保育所待機児童数（人） 

保育所入所申込者のうち、保育所に入所できなかった児童数（4月1
日現在）。 
子育て家庭を取り巻く環境や就労の動向を考慮しながら、待機児童の
解消を目指します。（こども課） 
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③ 市直営拠点(みっきランド・はばたきみっき利用者数)(人)

子育て中の親子が好きな時に集まり、遊んだり、悩みを語ったりできる場
所    地域子育 支援拠点  年間 延 利用者数 過去 推
移 踏    利用者 増加 図  子育 家庭 孤立化 防  
す。（子育て支援総合センター） 
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小分野 ２-１-２ 子ども・子育て支援
２ 未来を担う子どもたちを育むまち 

１ 子育て支援の充実 



※2 ファシリティマネジメント：、公共施設等（公共施設とインフラ施設）について、長期的な視点で、更新・統廃合・長寿命化等を計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平

準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現すること。

関連する主な分野別計画 生駒市教育大綱・生駒市教育大綱アクションプラン・生駒市の学校教育の目標 

基本計画 

小分野 ２-２-１ 
２ 未来を担う子どもたちを育むまち 

２ 学校教育の充実 

※1 自己有用感：自分は役に立っている、自分は必要な人間であるなど、自分の存在を価値あるものと受け止められる感覚のこと。

学校教育 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

学
校
教
育

①児童生徒一人ひとり
 確  学力 育成
するために、社会総
がかりで多角的な教
育活動を進めてい
る。

本市では、地域でつながり合う子育てを目標にしながら、児童生
徒が安心して活動できる環境づくりに努めています。また、小学校１
年生   外国語活動 ICT 機器 積極的 利活用  等、確
  学力 養成       挨拶 礼儀 重   自他 認 合
う心、すべての生命を尊重する心を培う教育に取り組んでいます。
今後、自分の夢を持ち、自信を持って自己実現を図るために、自己
有用感※1を高めるための心の教育がより求められます。また、本市
 小中学生  学力調査  平均正答率 県 全国 上回 結
果となる状況が続いているものの、中学生 読書離 等の課題が
あります。学校司書を中心として読書意欲を向上させ、読書を通し
 身 付 力 定着   ことが求められます。 
教職員  小学校  英語力 全体   ICT 機器活用能力

の向上が必須であり、道徳科の指導も高い水準が求められます。す
    資質向上    研究 修養 円滑 推 進    保護
者 地域 事業者 行政 関係機関  連携 開   学校   
の中でより具体化される必要があります。そのためにも、より地域の
実情に応じた学校教育を推進することが肝要となります。 
また、児童生徒や保護者に対する各種相談事業の充実に対す

る期待の声は益々高まっています。児童生徒の心に寄り添い、安心
と安全を保障するための取組は今後とも積極的に進めていきます。
さらに、学校自身が抱えるいじめ、不登校   諸課題等の解決に
向   関係機関  連携    専門的 見地   具体的 
改善策を取り入れていく必要があります。 
さらに、児童生徒自身が登下校時に、自分一人で判断する危

機対応力 養成 取 組      登下校時 大  支援   
地域とのつながりを積極的に強化します。 
小中一貫教育について、生駒北小中学校    成果・課題を

踏まえ、方向性を検討していく必要があります。 

①１ 全国学力・学習状況調査等の結果を踏まえ、各学校におい
 学力 向上 生活習慣等 改善 努 るなど、さらなる教
育活動を推進します。（教育指導課） 

①２ 小学校外国語活動     小学校１年生  独自 教
材を使用し、外国語指導助手を活用し英語教育を推進しま
す。（教育指導課） 

①３ ICT 機器を活用し様々な教育効果の向上を図り、児童生
徒が主体的・協働的に学習できる環境づくりを進めます。
（教育総務課・教育指導課） 

①４ 全小中学校に配置している学校司書を中心として、学校図
書館を活性化させ、児童生徒の読書意欲を向上させます。
（教育指導課） 

①５ 児童生徒や保護者に対する相談事業を充実します。（教
育指導課） 

①６ スクールアドバイザーズの活用により、いじめ、不登校   学
校の諸課題の改善に取り組みます。（教育指導課） 

①７ 適応指導教室運営    不登校児童生徒 学校復帰支
援と心の居場所づくりを積極的に取り組みます。（教育指導
課） 

①８ 地域ぐるみの児童生徒健全育成事業により、地域でつながり
合 子育  取 組  地域教育力 学校 支援    
（教育指導課） 

①９ 学校給食を通して食育を推進し、体力向上 生活習慣  
りに取り組みます。（学校給食センター） 

①10 すべての生命を尊重し、自己有用感と相互理解を高めるた
めの心の教育を充実します。（教育指導課） 

①11 教職員 資質 能力 向上 図 研修機会 提供    
（教育指導課） 

①12 小中一貫教育の方向性を検討します。（教育総務課・教
育指導課） 

①１ 新学習指導要領 実施 踏    主体的 対話的 深
い学びの推進（教育指導課） 
スクールボランティアの活用、学びのサポーター派遣事業（教
育総務課・教育指導課） 

①２ 外国語指導助手派遣事業（教育指導課） 

①３ ICT 機器活用教育推進事業（教育指導課） 

①４ 学校司書派遣事業（教育指導課） 

①５ 教育相談室 利活用（教育指導課）

①６ スクールアドバイザーズ活用事業（教育指導課） 

①７ 適応指導教室運営（教育指導課） 

①８ 地域ぐるみの児童生徒健全育成事業の推進（教育指導
課） 

①９ 食育の推進（学校給食センター） 

①10 学校創造推進事業の推進（教育指導課） 
自殺予防教育の推進（教育指導課） 

①11 教職員研修の充実（教育指導課） 
学校評価の充実（教育指導課） 

①12 学校教育のあり方検討委員会の開催（教育総務課・教育
指導課） 

① 児童生徒の登下校や地域での
生活における安全確保のために、
市民 青  登録 対  情報
共有をし、諸費用について補助を
します。（教育指導課） 

① 地域防犯のために、地域の方と、
通学路 居住地域 対   防
災安全マップ」を作成します。
（教育指導課） 

① 地域教育力 向上     事
業者等と、ホームページやブログを
活用した出前授業の講師派遣の
案内等の情報を発信します。
（教育指導課） 

① 防犯情報の共有のために、他の
市町村 不審者情報 共有  
るシステムを構築します。（教育
指導課） 

特
別
支
援
教
育

②特別な支援を要する
幼児、児童、生徒、
保護者への通級指
導等や教育相談が
効果的 行   個
に応じた支援や教育
が定着している。

特別な支援の需要や要望が高まり、よりきめ細かな特別支援教
育が求められます。そのためには、特別支援教育コーディネーターの
位置付  重要      専門的 知識 習得 資質向上 必
要となります。 
今後、特別な支援の需要や要望が高まり、よりきめ細かな特別

支援が必要となることから、特別支援教育支援員やスクールボラン
ティアの派遣増加が重要となります。また、特別支援教育コーディネ
ーターのより高い専門性と教員の資質向上が多角的に求められま
す。 

②１ 特別支援教育支援員 市民  募集  適切 配置  
す。（教育指導課） 

②２ スクールボランティアを活用し、特別に支援が必要な児童生
徒の学習を補助します。（教育総務課・教育指導課） 

②３ 特別支援教育相談 対  様々 見地  相談対応  
               等各種相談員 適切 配置 
ます。（教育指導課） 

②４ 特別支援教育コーディネーターをはじめとする教員の資質向
上を図り、研修会や講演会を開催します。（教育指導課） 

②５ 子どもたちの支援内容等を工夫検討するとともに、情報提供
 行    （教育指導課）

②１ 特別支援教育支援員の募集と配置（教育指導課） 

②２ スクールボランティアの活用（教育総務課・教育指導課） 

②３ 特別支援教育相談事業（教育指導課） 

②４ 特別支援教育コーディネーター研修と講演会の開催（教育
指導課） 

②５ 特別支援教育の充実のためのタブレット PC の配置（教育
指導課） 
ことばの教室・通級指導教室エルの運営（教育指導課） 

② 特別支援教育の充実と発展のた
   運営資金 確保 拡充 
実現するワークショップの企画と実
施を、地域と推進します。（教育
指導課） 

学
校
施
設

③子どもたちが安心し
て、笑顔で過ごすこと
ができる教育環境が
整っている。

昭和 40 50 年代 建築   学校施設      改修時
期にきています。市の方針として、現在トイレ改修を優先的に実施
している一方で、老朽化 改修 今後多額 改修費用 発生 
 見込    
厳  財政状況 中    改修 老朽改修工事等、メリハリを

   計画的 施設改修 行    必要      
また、児童・生徒数が減少傾向   中 今後 推移 見据 

た学校規模等を検討していく必要があります。 
さらに、現施設 老朽化 伴い、中学校給食について対応が求

められています。 

③１ 学校施設の安全点検を継続するとともに、安全で安心できる
教育環境整備    計画的 学校施設 老朽化対策 
行    （教育総務課）

③２ 学校施設を使いやすく（バリアフリー化を含む）、きれいで快
適なものにします。（教育総務課） 

③３ 今後の児童・生徒数を踏まえた学校規模・通学区域等を検
討します。（教育総務課・教育指導課） 

③４ 学校給食センターの整備運営事業を推進します。（学校給
食センター） 

③１ 学校施設整備事業（教育総務課） 
（仮称）小中学校施設管理計画 策定 計画 基  
施設改修（教育総務課） 

③２ 中学校トイレ改修事業（教育総務課） 

③３ 学校教育のあり方検討委員会の開催（教育総務課・教育
指導課） 

③４ 学校給食センター整備運営事業（学校給食センター） 

③ 学校施設環境のさらなる改善の
    市民 地域 学校施設
における改善点等を検討します。
（教育総務課） 

③ 今後の市の学校教育の充実のた
  市民と学校規模・通学区域
適正化に関するワークショップを実
施します。（教育総務課） 

資料 

■関連する主な取組 

学校教育 151 生活安全  通学路安全点検 
①４ 関係機関 連携 通学路 合同点検 実施    （教育総務課 防災安全課 管理課 事業計画課 土木課）

特別支援教育 321 人権・多文化共生 【人権教育の充実】 
①５ 学校教育や社会教育等での人権教育の推進を図ります。（人権施策課・教育指導課） 

学校施設 611 行政経営 【ファシリティマネジメント※2の推進】 
②１ 今後進行  人口減少 人口構造 変化 見据  将来 市全体 施設 利用状況等をもとに、公共施設の適正な配

置方針や計画的な改修の時期等を決定します。（財政経営課） 

■市民ができること ■事業者ができること 

学校教育 ① 保護者 学校行事 地域行事等 参加  自分 子以外 子    
に対しても、積極的に関わりを持つ。 

① 地元産等の安全な食材を用いて、アレルギー対応にも十分な配慮がされ
たおいしい学校給食を提供する。 

特別支援教育 ② 特別支援教育 理解    教育 協力   ② 事業者 特別支援教育 理解  障  者 就労  協力 推進 
る。 

学校施設 ③ 学校施設における改善点等を提案する。 ③ 学校施設    改修等      良 手法等 提案   

■指標

② ことばの教室・通級指導教室エルへの通級者数（人）

読み書きやコミュニケーション等で困っている子どもたちを支援するための
教室への通級者数。 
1 年    2 名の増加を目指します。（教育指導課） 
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① 自分にはいいところがあると思う児童生徒の割合（％） 

全国学力 学習状況調査     自分            思  
という質問項目に対し、「当てはまる」、「どちらかといえば当てはまる」と回
答した児童生徒の割合。 
新元号 5年度  84%以上を目指します。（教育指導課） 
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③ 施設 満足度（小中学校）（点）

市民満足度調査    小学校 中学校 施設 対  満足度  
満足＝100 点、やや満足＝75 点、普通＝50 点   不満＝25
点 不満＝0点として得点化。新元号 4年度には、64 点以上を目
指します。（教育総務課） 
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小分野 ２-２-１ 学校教育
２ 未来を担う子どもたちを育むまち 

２ 学校教育の充実 



基本計画 

小分野 ２-２-２ 
２ 未来を担う子どもたちを育むまち 

２ 学校教育の充実 青少年 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

健
全
育
成

①地域、学校、家庭が
連携  地域力 活
用した支援により、
子   若者 生 
生きと過ごし、健やか
 成長  環境 整
えられている。

価値観やライフスタイルの多様化及び情報技術の発達
に伴い社会経済状況がめまぐるしく変化する中で、子どもた
  見守 環境      子     求    能力 
従前から変化しつつあります。 
家庭 教育力 低下 社会  関   希薄化   
る傾向があり、「地域で子どもを育てる」   意識 向上 
ため、地域、学校、家庭が連携し、市内の子ども、若者、
家庭 地域 人々 交流  人 人     を感じながら
成長        環境    進    必要    
す。 

①１ 市青少年指導委員 連携  街頭巡回指導   
青少年 見守  非行防止 取組 進    
（生涯学習課） 

①２ 健全育成パトロール等、地域ぐるみの児童生徒健
全育成事業推進協議会が活動できる環境の整備・
取組を推進します。（教育指導課） 

①３ 青少年 健   成長 生  力 身  けるた
め、各種団体等と連携し、様々な学びと体験の場の
提供等 行います。（生涯学習課） 

①４ 障がいの有無や国籍、性別等 違  多様性 理
解  認 合 社会 実現 向  交流 ます。
（生涯学習課） 

①５ 家庭の教育の向上、保護者への学習の浸透、拡大
を図るため、地域 力 活用  家庭教育支援 充
実します。（生涯学習課） 

①６ 子どもたちが地域の中で、安全に安心して遊び、大
人   交流   場 機会 提供    （   
課） 

①１ 青少年指導活動事業（生涯学習課） 

①２ 地域ぐるみ健全育成推進事業（教育指導課） 

①３ 青少年野外活動事業（生涯学習課） 
チャレンジ教室事業 （生涯学習課） 
青少年健全育成団体支援事業（生涯学習課）

①４ ユニバーサルキャンプ事業（生涯学習課） 

①５ 家庭教育支援チームを中心とした、地域・学校・家
庭の連携による家庭教育支援事業（生涯学習
課） 

①６ 放課後子ども教室事業（こども課） 

① 市民 青少年 安全 成
長 見守  参加     
うな仕組みづくりに取り組み
ます。（生涯学習課） 

① 青少年 安心  成長  
る環境をつくるために、地域
 力 活用  安心  過
ごせる居場所づくりに取り組
みます。（生涯学習課） 

① 青少年 犯罪被害に巻き
込まれない環境をつくるため
に、関係機関との連携に取り
組みます。（生涯学習課） 

自
立
支
援

②    子   若者
 安心  成長  
る機会が確保され、
自立  社会生活 
送っている。

ひきこもり     不登校     虐待等社会生活
上様々 困難 抱  子   若者     関係機関 
連携  自立 向  支援 行      、今後ますま
す支援が必要になると見込  ます。 
ひきこもり     不登校     虐待等困難を有す
 子   若者 支援者 対   円滑 社会生活 送 
         様々 支援機関 連携   社会復帰 
向けて取り組む必要があります。 

②１ 不登校          等に関する相談窓口の体
制を整備し、相談できる環境を充実させ、地域と連
携した支援 行   。（生涯学習課） 

②２  生駒市子   若者支援       参加機関 
 連携    不登校          等困難 
抱  子   若者 自立 向  支援 取 組 
ます。（生涯学習課）

②１ 子   若者総合相談窓口（         ）
事業（生涯学習課） 

②２ 子   若者支援      運営事業（生涯学習
課） 

② 支援者向けセミナー等を開
催 支援 協力      
人材の確保に努めるととも
  地域 協力  支援体
制、窓口の設置等の情報を
周知します。（生涯学習
課） 

② 困難 抱  子   若者の
支援のため、関係機関と連
携し、学習支援や居場所づ
くりに取り組みます。（生涯
学習課） 

資料 

■関連する主な取組 

健全育成 221 学校教育  青少年指導活動 
①８ 地域    児童生徒健全育成事業    地域     合 子育  取 組  地域教育力 学校 

支援します。（教育指導課） 
①10     生命 尊重  自己有用感 相互理解 高     心 教育 充実    （教育指導課）

自立支援 111 高齢者保健福
祉・地域福祉 

 子   若者 自立 向  支援 
①８ 生活困窮者 自立 向  支援 充実 図    （保護課）

212 子ども・子育て支
援 

 子   若者 自立 向  支援 
③１ 子     安心  成長      地域子育 支援拠点事業及          事業等 一体的 

提供することで、子育て支援体制を充実します。（子育て支援総合センター） 

■市民ができること ■事業者ができること 

健全育成 ① 地域 子   安全 成長 見守  青少年 健全育成活動
や事業に参加する。

① 県青少年健全育成条例 規定 趣旨 理解   
① 市内 青少年 健全育成活動 支援 協力   

自立支援 ② 自  得意分野 専門性等 発揮   青少年 自立支援 
資  活動 参加 協力   

② 不登校          等当事者及 家族  行政 支援
窓口等の情報を提供する。

② 市内 子   若者 対  職業体験 職業訓練等 取組 
協力   

■指標

② ユースネットいこま相談者数（人）

          来所  相談者 実人数 生駒市子   若者支
援ネットワーク参加機関等と連携しながら支援を必要とする当事者の掘
 起   努       自立 向  支援 継続的 行     
す。（生涯学習課） 
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①青少年健全育成事業参加人数（人） 

野外活動事業 国際交流事業 子   居場所   教室等、市主
催 青少年健全育成事業  参加延べ人数 青少年 自立心 協
調性 育      多  青少年 参加   内容 実施 努  
す。（生涯学習課） 
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小分野 ２-２-２ 青少年
２ 未来を担う子どもたちを育むまち 

２ 学校教育の充実 



※2 オープンデータ：国や地方公共団体が保有する公共データのうち、誰もが容易に利用（入手、二次利用、再配布等）できる形式、ルールで公開されたデータのこと。オー

プンデータの活用により、住民参加・官民協働の推進を通じた地域課題の解決や経済活性化や、行政の高度化・透明化、透明性・信頼性の向上が期待できる。 

関連する主な分野別計画 生駒市自治基本条例・生駒市参画と協働の指針 

基本計画 

小分野 ３-１-１ 
３ 人権が尊重され、市民が輝く、文化の薫り高いまち

１ 市民参画・協働と地域コミュニティの活性化 

※1 NPO：「Non-Profit Organization」（非営利組織）の略称。法人格の有無を問わず、福祉、教育・文化、まちづくり、環境など社会の多様な課題（テーマ）に市民が主体的に

取り組む組織。 

市民協働・地域コミュニティ 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

市
民
協
働
・
協
創

①市民 事業者 市  
れぞれの役割に応じて
協働し、まちづくりが
進んでいる。

高齢化の進展等 社会環境 変化   市民 地域
     多様化 複雑化  中 行政     様々
 分野    市民  協働   取組 推進     
とが求められています。 
      行政 公共 担    意識   市民 
事業者 目的 共有  互  役割 認識      
づくりを進めていく必要があります。そのためには様々な媒
体 活用  情報発信 提供 共有   市民 市政 
 参画機会 拡大 協働 協創  理解促進 進  
いく必要があります。 

①１ 自治基本条例 基  市民主体       実現
に向け、参画と協働による取組を推進します。（市
民活動推進課） 

①２ 参画 協働 関  職員  意識高揚 図    
（市民活動推進課） 

①３ 審議会委員等を公募する仕組みを運用することによ
  市政  市民参画 機会 創出    （総務
課） 

①４ 参画 協働       前提    市民 活動 
市政     積極的 情報共有 行    （広
報広聴課・    魅力創造課）

①５ 市民等 協働   事業 支援       公共 
公益         情報発信 行    （市民
活動推進課） 

①１ 自治基本条例 周知 啓発（市民活動推進課）
自治基本条例進捗状況調査（市民活動推進
課） 
参画 協働      事務事業調査（市民活動
推進課） 

①２ 参画 協働 職員研修（市民活動推進課）
①３ 審議会等 公募市民等無作為抽出型登録制度

（総務課） 
①４ 広報紙等によるまちの情報提供（広報広聴課） 

オープンデータ※2化の推進（    魅力創造
課） 

①５           実行委員会 運営（市民活動
推進課） 
     事業 実施（市民活動推進課）

① 地域 一員    意識 
高め、居住地域への関心や
問題意識 持      
  市民 情報提供   
方を共に考えます （市民
活動推進課） 

地
域
活
動

②地域に住む人々が、
まちづくりの主役・コミ
ュニティの担い手とし
  協力 合    
まちづくりが進んでい
る。

地域における人間関係の希薄化や価値観の多様化
等   自治会加入率 微減傾向    地域力 低
下 懸念   中 地域  支 合    必要 状況
となっています。 
そのような状況下で、市民自治協議会 設立 向 
た動きが複数の小学校区で進みつつあり、各地域で地
域課題の解決に向けた様々な活動が芽生えてきていま
す。 
    市民自治協議会 意義 必要性    の
周知等 市民自治協議会 設立 向  継続的 支
援とともに、地域の多様な課題やニーズに対応するため、
       根   市民 参画促進 地域 人材発
掘、また、地縁を超えた NPO※1との連携等も必要です。 

②１ 広報紙等   啓発 自治連合会 協力  自治
会未加入者  加入促進 図    （市民活動
推進課） 

②２ 地域コミュニティの中核である自治会の活動を支援し
ま  （市民活動推進課）

②３ 地域コミュニティの活動拠点である地区集会所の整
備に対して支援し   （市民活動推進課）

②４ これからの地域のあり方を考える機会の提供をはじ
め、多様な主体が地域の課題解決のために取り組む
市民自治協議会 立 上  活動 支援  地域
コミュニティを強化します。（市民活動推進課） 

②１ 自治会加入 促進（市民活動推進課）
②２ 自治会活動 自治連合会運営支援事業（市民

活動推進課） 
②３ 地区集会所補助事業（市民活動推進課） 
②４        等 開催（市民活動推進課）

地域     活動支援補助金 交付（市民活動
推進課） 

② 地域の多様な課題やニーズ
に対応するため、地域、
NPO等と連携し、地域の課
題解決に取り組みます。
（市民活動推進課） 

市
民
活
動

③様々な分野における
NPO の活動が展開
され、地域との連携に
よるまちづくりが進ん
でいる。

        価値観 住民    多様化    
い、NPO による社会貢献活動のテーマも多様化していま
す。NPO 活動は増加傾向にありますが、地域課題の解
決 繋  活動 展開 組織 資金調達 面  課
題もあります。 
今後は、地域課題の解決とともに、ありたい地域の姿
をイメージしたまちづくりに繋がる活動 自治会 市民自
治協議会等、地域と連携して進めていく必要があり、地
域づくりを担う存在として期待されます。 

③１ NPO活動 支援    （市民活動推進   
ー） 

③２ コーディネート機能を充実し   （市民活動推進 
ンター） 

③３ 市民活動 活発      各種講座等 実施しま
  （市民活動推進    ）

③１ マイサポいこま運用、情報収集提供事業、コーディ
    相談事業（市民活動推進    ）

③２ 情報収集提供事業、コーディネート・相談事業、コ
        資質向上（市民活動推進   
ー） 

③３ 組織活力   事業 市民公益活動啓発事業
（市民活動推進    ）

③ 市民 多様な活動ニーズに
対応するため、中間支援的
な機能を持つ NPO と共にコ
ーディネート機能を担いま
す。（市民活動推進   
ー） 

資料 

■関連する主な取組 

市民協働 協創 612 情報提供・情報
利活用 

 市民等への情報発信・提供】 
①２ 市民 親      分     記事作  加  年齢 障   有無 言語 関    正確 情報 

伝  広報紙 発行    （広報広聴課）
地域活動 111 高齢者保健福

祉・地域福祉 
 地域 居場所    市民自治協議会設立    地域 取組支援 
①４ 地域での助け合い・支え合いの仕組みづくりを推進します。（地域包括ケア推進課・高齢施策課・市民活

動推進課） 
市民活動 331生涯学習・スポー

ツ 
【公益活動の推進】 
①２ 地域 眠 様々 特技 専門知識 技術 持  市民 発掘        参加   機会 提供  

す。（生涯学習課） 

■市民ができること ■事業者ができること 

市民協働 協創 ①       関心 持  地域活動 市民活動 理解 深   
ちづくりの主体として活動する。 

① 地域課題 解決 向   市民   地域 一緒 取 組  
ことを考え、活動する。 

地域活動 ② 地域内の人間関係を深めるとともに、自治会活動など地域のコ
     活動 積極的 参加 協力   

② 地域 一員    意識 持        活動 積極的 参
加 協力   

市民活動 ③ 社会貢献活動 興味 持  市民活動 活発      講
座等に参加する。また、NPO  主催  事業等 参加 協力
する。 

③ 積極的に NPO  行政 連携  自  専門的 知識 強  
経験を活かしてまちづくりに貢献する。また、従業員の社会貢献
活動への参加を支援する。 

■指標

② 自治会加入世帯数（世帯）

地域コミュニティの核である自治会に加入している世帯数（4月1日現
在）。新元号 5 年度 39,690 世帯を目指します。（市民活動推
進課） 
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① 参画と協働の事業数（件） 

庁内各課における参画と協働の延べ取組事業数。 
毎年度 5件の増加を目指します。（市民活動推進課） 
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③ コーディネート件数（件）

市民活動推進                     NPO 活動を希
望  側  募集  側  連絡調整 行 延べ件数。 
毎年度 5件の増加を目指します。（市民活動推進    ） 
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小分野 ３-１-１ 市民協働・地域コミュニティ 
３ 人権が尊重され、市民が輝く、文化の薫り高いまち

１ 市民参画・協働と地域コミュニティの活性化 



関連する主な分野別計画 生駒市人権施策に関する基本計画・生駒市国際化基本指針 

基本計画 

小分野 ３-２-１ 
３ 人権が尊重され、市民が輝く、文化の薫り高いまち 

２ 人権の尊重 

※1 ＬＧＢＴ：同性愛の Lesbian（レズビアン）と Gay（ゲイ）、両性愛の Bisexua（l バイセクシュアル）、出生時に法律的/社会的に定められた自らの性別に違和感を持つ

Transgender（トランスジェンダー）の総称で、それぞれの頭文字をつなげた略語。 日本語ではしばしば、LGBT を含めた性的マイノリティー（性的少数者）全体を指す用

語としても使われる。 

人権・多文化共生 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

人
権

①市民 人権    
正  知識 持  
互  理解  尊重
し合えるように人権意
識 高      

我が国の憲法で基本的人権は、「侵すことのできない
永久 権利    保障      21 世紀は「人権の
世紀」と言われています。本市では、平成 31(2019)年
に「生駒市人権施策に関する基本計画（第2次）」を
策定し、これに基づき、人権教育・啓発の推進、相談・
支援の充実及び       活動 対  支援 行  
います。 
しかし、現在でも同和問題や高齢者、障がい者等に
関わる様々な人権問題が存在しています。さらに、インタ
ーネットを悪用した人権問題や LGBT※1等の性的少数
者等に関する問題も起こってきています。 
今後 市民一人    人権意識 高       
効果的 人権教育 啓発 行         人権侵
害の潜在化に対する状況把握と迅速な対応ができる体
制を整備していくことが必要となっています。 

①１ 市民 人権    正  知識 情報 持    
広報、周知活動を実施します。（人権施策課） 

①２ 市民 事業者へ人権についての教育・啓発を推進し
ます。（人権施策課） 

①３ 市民 主体的 参加   人権     講座 研
修会 催  充実    意識 高揚 図    
（人権施策課） 

①４ 多様な人権問題に対応するため、市民 各種団体
等と連携するとともに、これまで取り組んできた成果や
課題を踏まえ、多様な機会や媒体を通じて教育・啓
発を進めます。（人権施策課） 

①５ 学校教育や社会教育等での人権教育の推進を図り
ます。（人権施策課・教育指導課） 

①６ 職員に対して、職務執行    人権意識 高揚 
図ります。（人事課） 

①７ 相談 対  適切 対応 指導 支援 行    
（人権施策課） 

①１ 「人権を確かめあう日」の広報（人権施策課） 

①２ 地区別懇談会の開催、人権教育研修講師派遣
事業（人権施策課） 

①３ 市民集会 開催及 人権教育講座 山    開
催（人権施策課） 

①４ 生駒市人権教育推進協議会、生駒市人権教育
研究会への支援（人権施策課・教育指導課） 

①５ 人権教育「いのちの教育」等の推進（人権施策
課・教育指導課） 
人権教育講座「山びこ」の開催（人権施策課） 

①６ 職員人権問題研修の開催（人事課） 

①７ 人権相談事業（人権施策課） 

① 人権教育についての関心を
高め、指導者を育成するた
めに、自治会等と地区別懇
談会を開催します。（人権
施策課） 

① 人権問題     理解 
深めるために、事業者と従業
員に対する社内外での人権
研修を推進します。（人権
施策課） 

① 人権問題につ  理解 深
      他 行政機関 
連携しイベント等を開催しま
す。（人権施策課） 

多
文
化
共
生

②外国人住民 快適 
生活でき、日本人と
外国人住民 互  
理解 尊重 合  
共生できる社会が実
現している。 

近年 交通機関 情報通信技術 発達 伴    
ーバル化が進み、言語も文化も違う外国人が全国の
様々な地域で暮らすようになっており、今後さらに増加し
ていくものと考えられています。本市においては、外国人住
民 近年増加傾向にあり、現在 1,200 人近くの外国
人が暮らしています。 
本市の外国人への取組としては、平成 8(1996)年 
生駒市国際化基本指針が、平成 12(2000)年 生駒
市外国人住民教育指針 策定   外国人の生活支
援のための環境づくりを行       多文化交流を図
るために国際交流活動等 行      
今後  観光 就業等 増加 見込        
外国人が過ごしやすい環境づくりにも対応していくととも
  外国人住民  交流 外国 文化等 学     
  機会 充実 図     外国人住民 生活支援
 国際交流活動 担 体制 充実等 行  外国人
住民 快適 生活   日本人 外国人住民 互  
理解 尊重 合  共生   社会 実現    取組
が必要です。 

②１ 外国人住民 多様 文化 伝統 対  理解 推
進を図ります。（人権施策課） 

②２ 外国人住民教育推進懇話会等 意見 踏   多
文化共生事業の推進を図ります。（人権施策課） 

②３ 日本語 不自由 外国人住民 生活支援 国際
交流活動 担    支援   環境    推進 
ます。（人権施策課） 

②４ 青少年 多文化 理解      事業等 開催 
ます。（生涯学習課） 

②５ 学校教育、社会教育における多文化共生教育を推
進します。（教育指導課） 

②６ 市民向 に多言語表記を行 、多文化共生社会の
実現に向けて取り組みます。（人権施策課） 

②１ 案内版や各種パンフレット等の多言語表記（人権
施策課） 

②２ 国際交流事業（生涯学習課） 
ユニバーサルキャンプ事業（生涯学習課） 

②３ 多文化共生教育（教育指導課） 

②４ 日本語教室の開催（人権施策課） 

②５ 国際化ボランティア事業（人権施策課） 
ホームページの多言語対応（広報広聴課） 

②６ 市民向  文書 多言語表記 推進（人権施策
課） 

② 日常生活    言葉 文
化の違い 不便 感    
外国人住民     自治
会と連携しサポートします。
（人権施策課） 

② 異文化 対  理解 深 
るために、事業者・NPO等と
協力   。（人権施策
課） 

② 異文化 対  理解 深 
     他 行政機関 連
携しイベント等を開催しま
す。（人権施策課） 

資料 

■関連する主な取組 

人権 121 障がい者保健福
祉 

【障がい者の人権】 
①１ 障  者 対  市民 理解 深  啓発 交流活動 推進    （障  福祉課）

322 男女共同参画  女性 人権 
①２  家庭  職場  学校  地域          分野  男女共同参画 促進       啓発活動 

推進    （男女共同参画   ）
多文化共生 521 商工観光 【多様性対応】 

③３      道 生駒駅周辺等 多言語化 含      高山竹林園等 施設 段階的 整備    
（商工観光課） 

③４ 外国人観光客の受け入れに積極的な観光関連事業者のハード、ソフト両面による体制整備のための支援
をします。（商工観光課） 

■市民ができること ■事業者ができること 

人権 ① 人権尊重の精神に対する理解 深   
① 日常生活において、人権感覚を身につける。 

① 人権を尊重した事業活動を実施する。 
① 従業員に対する人権教育研修を推進する。 
① 採用条件や雇用条件を適正に整備する。 

多文化共生 ② 異文化 対  理解 深  尊重  意識 高   
② 国際交流事業 参加   

② 外国人住民 就労 支援   
② 市 事業等 参加 協力   
② 外国人住民  対応       提供   

■指標

① 講演会等参加者の人数（人）

人権問題に関する講演会等に参加した参加者の延べ人数。 
講演会等 参加者数 把握  市民 人権問題 対  関心 示
す指標とします。（人権施策課） 
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① 人権教育地区別懇談会の開催地区数（地区） 

暮らしの中で人権が尊重できるまちづくりを目指して、平成 14 年度 
 始   各自治会別 開催  人権教育地区別懇談会 累計開
催地区数 地区別 実施         年度    地区数 増
減     現状 基準   開催 重 人権意識 高揚 図  
す。（人権施策課） 
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② 日本語教室の学習者数（人）

日本語教室の学習者の延べ人数。 
外国籍市民 日本語教室 提供  快適 日常生活 過     
      支援     通   市民 国際感覚 養成    
（人権施策課） 
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小分野 ３-２-１ 人権・多文化共生
３ 人権が尊重され、市民が輝く、文化の薫り高いまち 

２ 人権の尊重 



※2 自己有用感：小分野 2-2-1 参照 

関連する主な分野別計画 生駒市男女共同参画行動計画 

基本計画 

小分野 ３-２-２ 
３ 人権が尊重され、市民が輝く、文化の薫り高いまち 

２ 人権の尊重 

※1 エンパワーメント：社会の一員として自らの意識と能力を高め、社会のあらゆる分野で、政治的、経済的、社会的、文化的に力をつけること、及びそうした力を持った主体

的な存在となり、力を発揮し行動していくことを指す。 

男女共同参画 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

共
同
参
画
の
意
識
形
成

①男女 平等  互 
の人権が尊重され、
社会のあらゆる分野
でだれもが個性や能
力 発揮      
さらなる取組が進ん
でいる。

職場や家庭、地域活動の場においては、従来の固定
的 性別役割分担意識 依然   残 一方 女性 
対  意識 変革 浸透     中 重大 人権侵
害   配偶者 交際相手   暴力（DV:ドメスティ
ック・バイオレンス）等の問題も生じています。 
家事・子育て・介護等 大半 女性 担    ことに
ついては、このような旧態依然とした固定的な性別役割
分担意識 解消 向  幅広 層 向  意識啓発 
必要です。また、DV 等 係 相談件数 年々増加傾
向にあり、今後も県や各関係機関との連携を図りなが
ら、相談体制の充実等の取組を強化する必要がありま
す。 

①１ 市民 事業者等対象者 参加     男女共同
参画 意識 啓発         講演 講座 開
催    （男女共同参画   ）

①２ 「家庭」「職場」「学校」「地域」をはじめ、あらゆる分
野  男女共同参画 促進       啓発活動
 推進    （男女共同参画   ）

①３ 学校 地域等       自分 能力 個性 輝
かせ、「自分らしく」生きることができる社会をめざし、
出前講座 実施    （男女共同参画   ）

①４ 男女共同参画    拠点   女性 DV被害者
等への相談・支援体制を充実させ、DV やハラスメン
トを許さない地域づくり 進    （男女共同参画
プラザ） 

①１  女性          講座   防災 男女共同
参画講座」、「片付け実践講座」等、各種講座の
開催（男女共同参画   ）

①２ 教職員研修、イクボス研修等、課題別職員研修
等 実施（男女共同参画    人事課） 

①３ 市内小中学校、幼稚園家庭教育学級への出前講
座 実施（男女共同参画   ）

①４ 女性    一般総合相談 法律相談等の相談
事業の実施（男女共同参画   ）
DV やセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等
の防止をテーマとした講演、講座の開催（男女共
同参画プラザ） 

① 男女共同参画  理解 
深めるために講座やイベント
 市民と企画、開催します。
（男女共同参画   ）

① 差別 暴力 虐待防止  
 行政 関係機関 地域 
人々と密に連携を図ります。
（男女共同参画   ）

① 男女    育児休暇 介
護休暇を取得しやすくするた
めに、事業者と共に環境を
整えます （男女共同参画
プラザ） 

① セクシャル・ハラスメント、パワ
ー・ハラスメント等を防止する
ために事業者と積極的に呼
   等 行    （男女
共同参画プラザ） 

女
性
活
躍
推
進

②女性活躍    基
盤整備が進み、あら
  分野    女
性が活躍できる公平
性の高い社会の構築
が進んでいる。

少子高齢化・人口減少が進む中で、男性の子育てや
介護 地域活動  参加    女性     社会進
出等 男女 共にあらゆる分野に参画できる環境を構築
することが求められています。 
女性 参画     分野    進       女
性 能力発揮（        ※1）を支援し、政策・
方針決定過程  女性 参画 進  必要    
す。一方 家事 子育  介護等 大半 女性 担  
いる現状を打破するには、男性のワーク・ライフ・コミュニテ
ィ・バランスを実現する必要があり、市民      事業
者   重要性 理解     求      

②１ 市のすべての施策に多様な価値観と発想が取り入れ
      政策 方針決定過程  女性 参画 
拡大       女性 人材 育成 活用 努  
  （男女共同参画    人事課）

②２ ワーク・ライフ・コミュニティ・バランスを広く推進するた
  社会的気運 醸成 長時間労働 抑制 多様
な働き方の普及、男性の家事・育児・介護への参画
 促進等職場環境 整備 推進    （男女共
同参画プラザ・人事課） 

②３ ワーク・ライフ・コミュニティ・バランスの推進に向けた社
会的気運の醸成、男性の家事・育児・介護への参
画の促進等を目的とした市民 事業者等対象者 
参加     女性 活躍            講
演 講座 開催    （男女共同参画   ）

②１ 政策 方針決定過程    女性参画 拡大
（男女共同参画   ）
市役所 女性管理職 積極登用（人事課）

②２ 男女    働    環境   の推進（男女共
同参画プラザ） 
出張相談 子育 女性    就職相談等、ハロ
ーワーク、県との連携による就労支援（男女共同
参画プラザ） 
男性の育児参加に係る休暇取得の促進（人事
課） 

②３ 「男性のためのコミュニケーション講座」、「パパと遊ぼ
う」、「親子クッキング」等の講演、講座の開催（男
女共同参画   ）

② 女性活躍    女性 職
域拡大 管理職  登用
促進等を事業者と積極的に
推進します （男女共同参
画プラザ） 

② ワーク･ライフ･コミュニティ･バ
ランスに配慮するために事業
者と共に職場環境を整えま
す （男女共同参画  
ザ） 

② 「男の産休」、男性の育児休
暇取得等について当事者だ
けでなく事業者も共に周知
啓発し、男性の暮らし方、意
識 変革 進   。（男
女共同参画   ）

資料 

■関連する主な取組 

共同参画 意識
形成 

221 学校教育  子   意識形成 
①10 すべての生命を尊重し、自己有用感※2  相互理解 高     心 教育 充実    （教育指導

課） 
女性活躍推進 212 子ども・子育て支

援 
 女性活躍    環境    
①１ 待機児童解消に向けて、保育所の開設や保育士の確保に取り組みます。（こども課） 
①２ 保護者のニーズに合わせた保育事業を継続するとともに、さらなる保育サービスの充実に向けて検討します。

（こども課） 
521 商工観光  女性 活躍推進 

②４ 生駒市の子育 女性 高齢者等多様な人材  就業支援 行    （商工観光課）

■市民ができること ■事業者ができること 

共同参画 意識
形成 

① 家事・子育て・介護等家庭        家族    協力
し、分担する。 

① 従来 固定的 性別役割分担意識 変革          
メント、パワー・ハラスメント等を防止する職場環境、体制の構築
に取り組む。 

女性活躍推進 ② 男 産休 男性 育児休暇取得等      理解  男性 
暮  方 意識 変革 進   

② 長時間労働 抑制等、ワーク・ライフ・コミュニティ・バランスに配
慮した職場づくりに取り組む。 

■指標

②市 附属機関等 女性委員 割合（％）

市の附属機関等の委員総数に対す 女性委員 割合 生駒市男
女共同参画行動計画 基  目標値（新元号６年度 40%）を踏
   審議会等 女性委員 参加 促進    （男女共同参画 
ラザ） 
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①男女共同参画啓発講座等 開催数（件） 

市 開催  男女共同参画 講座等 延べ開催数 男女共同参画
 大切  知        啓発 機会 増     （男女共同参
画プラザ） 
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②市内のイクボス宣言事業者数（箇所）

市内のイクボス宣言した延べ事業所数。安心安全で快適な職場環境
の整備を促し、従業員の「いきいきとした働き方」の実現を目指します。
（男女共同参画   ）
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小分野 ３-２-２ 男女共同参画
３ 人権が尊重され、市民が輝く、文化の薫り高いまち 

２ 人権の尊重 



関連する主な分野別計画 生駒市生涯学習推進基本方針・生駒市生涯学習推進基本計画・生駒市社会教育基本方針及び重点目標 

生駒市子ども読書活動推進計画・生駒市スポーツ推進計画 

基本計画 

小分野 ３-３-１ 
３ 人権が尊重され、市民が輝く、文化の薫り高いまち

３ 生涯学習・文化・スポーツ活動の推進 

※1 総合型地域スポーツクラブ：地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブのこと。人々が、身近な地域でスポ－ツに親しむことを目的に、子どもから高齢者

まで（多世代）、様々なスポーツを愛好する人々が（多種目）、初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できる（多志向）という特徴を持つ。

生涯学習・スポーツ 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

生
涯
学
習

①生涯学習を通じて、
生きがいや楽しみを
感じ、その成果が地
域社会やまちづくりに
還元されている。

生涯学習 関  意欲 高 市民 多  生涯学習
施設 対  満足度 比較的高 状況です。生涯学
習への参加をさらに進めるとともに、生涯学習の場で学ん
だことを地域で生かす仕組みづくりとその活動の基盤とな
る生涯学習施設の意義は高まっています。 
そこで、市民             楽     学
び、生涯学習の成果を積極的に社会貢献やまちづくりに
活かす仕組みづくりや生涯学習の基盤となる生涯学習
施設 利用者    快適 魅力的 施設   続  
   管理 運営が必要です。 

①１ 市民 自発的 学習活動 支援       生涯
学習の成果を社会に還元する機会を提供します。
（生涯学習課） 

①２ 地域に眠る様々 特技 専門知識 技術 持  
市民 発掘        参加   機会 提供 
ます。（生涯学習課） 

①３ 生涯学習施設 利用者    快適 魅力的 施
設   続      施設 管理 運営 指定管
理者 連携  行    （生涯学習課）

①４ 生涯学習施設指定管理者 連携  市民 多様 
学習機会が得られるように、各種事業を充実します。
（生涯学習課） 

①５ 寿大学を充実させ、高齢者の学習意欲を引き出し、
まちづくりに貢献できるような人材の発掘、育成をしま
す。（生涯学習課） 

①１ 自主学習支援事業（生涯学習課） 
①２ IKOMA サマーセミナー事業（生涯学習課） 

まちづくり人材バンク事業（生涯学習課） 
①３ 生涯学習施設指定管理事業（生涯学習課） 
①４ 生涯学習施設指定管理者自主事業  連携

（生涯学習課） 
①５ 高齢者生涯学習推進事業（生涯学習課） 

① 市民 得意分野 専門知識
等を活用した「学び」の場をつく
    市民 協力   機会
を提供します。（生涯学習
課） 

① 新たな人材を発掘するため、
地域、NPO、事業者と相互に
連携し様々な事業を実施しま
す。（生涯学習課） 

図
書
館

②図書館が人と本、人
と人をつなぎ、まちづく
りの拠点となってい
る。

図書館  資料 情報 提供  機能 加   子
ども向け各種事業やビブリオバトル全国大会等関連事
業 市民     の協創事業の開催等、本を通したコ
ミュニティづくりを実施しています。これらの取組の拡充のほ
か、高齢者が豊かなセカンドステージをすごすためのサービ
スの充実やマンパワーを活かす仕組みづくりや市民一人ひ
とりがだれでも本と身近に親しめる新たな取組が求められ
ています。 

②１ 市民一人ひとりがだれでも身近に本と親しめる場を創
出します。（図書館） 

②２ 多様 図書館     提供      官民の諸
事業との連携、情報提供に加え、ボランティアの育成
と協働を推進します。（図書館） 

②３ 市民団体 協働  子   読書活動 推進  
す。（図書館） 

②１ ビブリオバトル全国大会・ビブリオバトル市内中学生
大会（図書館） 
市民  協創事業      図書室 推進事業等
（図書館） 

②２ 高齢者・障がい者等への各種サービス（図書館） 
②３ 子ども読書活動推進事業（図書館） 

② 人と本、人と人をつなぐために、
市民 各種         
活動することを支援します。
（図書館） 

② 市民 取組 参画    
に、自治会等地域の市民活
動団体と相互に情報発信し、
「まちかど図書室」の運営への
サポートや市民  協創事業
を充実します。（図書館） 

ス
ポ
ー
ツ

③スポーツを通して、健
康を維持し、生きがい
を実感できる環境と
機会を充実させること
により、元気で笑顔あ
ふれるまちとなってい
る。

市民     個々                 
応じて身近にスポーツを楽しむことのできる環境づくりを進
めていますが、20～30 歳代では、仕事や育児などで運
動をする時間があまり取れていない現状があります。 
また、地域スポーツの中心的な存在として活躍が期待
されている「総合型地域スポーツクラブ※1   地域住民
 認知度 理解度 低      会員数 伸 悩  
います。 
今後は、さらに総合型地域スポーツクラブの発展を支
援       体育施設指定管理者 生駒市体育協
会 地域     団体等 連携 協力   個々 体
力 年齢等 関    市民一人    興味 目的 
応じて、地域スポーツ、生涯スポーツに親しめる環境をつく
る必要があります。 

③１ 市民 身近 地域 気軽     活動 行   
う総合型地域スポーツクラブの活動内容等の周知啓
発 行      各地域 実情 応      育成
します。（スポーツ振興課） 

③２ 障がい者のスポーツ活動状況を把握し、障がいの種
類 程度 応  事業を企画・運営します。（スポー
ツ振興課） 

③３ スポーツに憧れや夢をいだくとともに、スポーツを身近に
感じることができるようトップアスリート等を招き、ふれあ
うことができる機会をつくります。（スポーツ振興課） 

③４ 地域              活動 活発 行  
   環境    行    （    振興課）

③５ 個人 年齢 性別 体力 応  運動 行     
きるスポーツ教室やスポーツイベント等のさまざまな機
会を提供します。（スポーツ振興課） 

③６ 体育施設指定管理者 実施  事業 支援   
とで、公共施設を活用したスポーツ活動を推進しま
す。（スポーツ振興課） 

③１ 総合型地域スポーツクラブ推進・支援事業（スポー
ツ振興課） 

③２ 障がい者スポーツ活動推進事業（スポーツ振興
課） 

③３ トップアスリート連携事業（スポーツ振興課） 

③４ ファミリースポーツ普及啓発事業（スポーツ振興
課） 

③５ 市民体育大会     教室等 開催（    
振興課） 

③６ 体育施設指定管理者自主事業  連携 支援
（スポーツ振興課） 

③ スポーツを「みる」「する」「ささえ
る」の観点   市民    
ツ活動に何らかの形で携われる
        市民     
事業 企画 運営 行  
す。（スポーツ振興課） 

③ スポーツを始めるきっかけやスポ
ーツに親しんでもらう１日とする
ために、地域のスポーツ団体
（体育協会や総合型地域ス
ポーツクラブ、単一種目のスポ
ーツ団体）や体育施設指定
管理者 民間       等
の市内スポーツ関係者とスポー
ツイベント「(仮称)生駒市のス
ポーツの日」を開催します。
（スポーツ振興課） 

■関連する主な取組 

生涯学習 111高齢者保健福祉・
地域福祉 

【学んだ成果を地域社会に還元】 
①４ 地域での助け合い・支え合いの仕組みづくりを推進します。（地域包括ケア推進課・高齢施策課・市民活動推進

課） 
311 市民協働 地域 
ミュニティ 

【学んだ成果を地域社会に還元】 
①５ 市民等 協働   事業 支援       公共 公益         情報発信 行    （市民

活動推進課）
図書館 111高齢者保健福祉・

地域福祉 
【認知症にやさしい図書館づくり】 
②１ 認知症 関  理解 深     普及啓発 充実    （地域包括  推進課）

スポーツ 121 障がい者保健福
祉

【障がい者のスポーツ機会の創出】 
②１ 障がい者の社会参加の機会の充実とともに社会参加に必要な移動支援や情報提供等の充実を図ります。（障が

い福祉課）

資料 

■指標

■市民ができること ■事業者ができること 

生涯学習 ① 生涯学習施設 活用           施設 快適性 魅力向
上     意見 提案 行  

① 行政 生涯学習関連団体等 連携   市民 生涯学習 場 専
門的 知識 技術 提供   

図書館 ② 本に親しむとともに、人と本、人と人をつなぐボランティア活動を積極的
におこない、本を通したコミュニティづくりを主体的に運営する。 

② 本だけでは得られない知識 技術を発信するとともに、図書館や関
連団体等 協力  、本や体験学習等を通した学びや交流 場を
運営する。

スポーツ ③ それぞれのライフスタイルやライフステージに応じたスポーツニーズをアン
   調査等  行政 対 伝   

③ スポーツサークルへの積極的な参加や定期的な運動の機会をつくる。 

③ 従業員のスポーツ活動を支援する。 
③ 各種スポーツ事業へ参加・参画する。

②団体貸出登録数（件）

学校・園での授業に関連した貸出に加え、自治会、福祉団体等への
延べ貸出登録数 地域          本 通   学  交流 
生まれる活動を連携支援し、件数の増加を目指します。（図書館） 
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①生涯学習施設 利用者数（人） 

        鹿 台        北   南   美楽来 図書会
館                    ８ 所分 年間利用者数。施
設 利便性 向上 図    市民 文化活動 促進        
    利用者数 増加 目指    （生涯学習課） 
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③市、総合型地域スポーツクラブ、体育施設指定管理者等の 
スポーツイベントの参加者数（人） 

市 総合型地域        体育施設指定管理者等 開催   
ポーツ教室やイベントの参加者数。 
様々なスポーツニーズに対応できるよう、各種事業の充実を図ります。
（スポーツ振興課） 
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小分野 ３-３-１ 生涯学習・スポーツ
３ 人権が尊重され、市民が輝く、文化の薫り高いまち

３ 生涯学習・文化・スポーツ活動の推進 



基本計画 

小分野 ３-３-２ 
３ 人権が尊重され、市民が輝く、文化の薫り高いまち

３ 生涯学習・文化・スポーツ活動の推進 歴史・文化振興 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

歴
史
・
伝
統
文
化

①多様な施設が拠点
となり、幅広い世代
 市民 生駒市 
歴史文化に興味を
持ち、住んでいる地
域 愛着 持 市民
が増えている。

様々な施設等が拠点となり、地域の歴史や伝統文化を
活用  取組 保存 継承等 行    必要      
主に拠点となる生駒ふるさとミュージアムでは年間来館者数
や歴史文化系講座の聴講者数は伸びており、シニア世代
を中心に一定の歴史・伝統文化のファンを獲得しています
が、働く世代 若年層      市 歴史 伝統文化  
関心度 低 傾向      今後 働 世代 若年層 
含め、  幅広 世代 市民 自分 住    地域 
歴史・伝統文化に関心を持ち、郷土愛を育むように取り組
む必要があります。 

①１ 生駒           拠点   指定管理者 
連携   世代 超  市民 地域 歴史 伝統
文化について、興味や親しみを持てる機会を提供し
ます。（生涯学習課） 

①２ 生駒の歴史・伝統文化に関し、生駒ふるさとミュージ
アムホームページやデジタルミュージアム、出版物等で
情報発信 行    （生涯学習課）

①３ 歴史文化活動支援、ボランティアの育成等、郷土愛
が育まれる事業を支援します。（生涯学習課） 

①４ 市内にある有形・無形の文化財・伝統芸能の保存
と活用を進めます。（生涯学習課） 

①５ 市 伝統文化   茶筌や茶道 親  機会 拡
充を図ります。（生涯学習課） 

①１ 生駒          指定管理事業（生涯学
習課） 

①２ ホームページ・出版物等による情報発信事業（生
涯学習課） 

①３ 歴史文化活動・ボランティア等育成支援事業（生
涯学習課） 

①４ 文化財保存支援事業（生涯学習課） 

①５ 茶道体験事業（生涯学習課） 

① 歴史 伝統文化 更 親 
  持         市民
に生駒ふるさとミュージアムの
ボランティアスタッフやこども学
芸員等への参加を促しま
す。（生涯学習課） 

① 地域や事業者、神社仏閣
等各団体 保管  資料 
活用  広 市民 披露  
す。（生涯学習課） 

① 生駒ふるさとミュージアムが歴
史文化学習の拠点となるた
   指定管理事業の充実
を図り、効果的な歴史・伝
統文化 保存活用 行  
す。（生涯学習課） 

文
化
振
興
・
文
化
活
動

②文化芸術事業を積
極的に鑑賞し、文化
活動に活発に参加す
 市民 増  豊 
な感性が育ってい
る。

生涯学習施設 行 文化芸術事業      各種
団体・事業者と連携し、多彩で質の高い、鑑賞型、参加
型 展示型等 事業 展開  利用者 立場 立  運
営 利用者満足度 向上        
生涯学習施設 行 文化芸術事業 ついては、さらな
 利用者満足度 向上 市民文化活動 活性化 図る
必要があります。 

②１ 指定管理者 連携   市民 文化芸術事業の鑑
賞及び活動の参加を促す機会を充実します。（生
涯学習課） 

②２ 市民 市民団体 NPO等 行政  協働 実施 
 生駒   文化芸術 普及 市民文化 向上 
寄与する事業を支援します。（生涯学習課）

②１ 文化芸術振興事業（生涯学習課） 

②２ 市民    創 音楽祭（生涯学習課） 
市民吹奏楽団事業（生涯学習課） 
市民文化祭開催事業（生涯学習課） 

② 市民 文化芸術活動 多
様な形で携われるように、市
民 協創 企画 運営 行
います。（生涯学習課） 

② 各種イベントの充実を図るた
め、事業者やNPO等の団
体 協賛 含 協力 募 
ます。（生涯学習課） 

資料 

■関連する主な取組 

歴史・伝統文化 521 商工観光  刊行物            効果的 利用 
③２ 市外客取 込     企画開発    作成 行    （商工観光課）

文化振興・文化
活動 

221 学校教育 【文化体験授業】 
①10     生命 尊重  自己有用感 相互理解 高     心 教育 充実    （教育指導課）

■市民ができること ■事業者ができること 

歴史・伝統文化 ① 生駒ふるさとミュージアムの企画展示やイベントに、積極的に参
加し、自分の住んでいる地域の歴史、伝統文化に興味をもち、
次世代の担い手となる。

① 生駒の歴史、文化、資源を活用した事業を開催する。 
① 様々な歴史、伝統文化事業を通じて、新たなボランティア等の
人材や文化の担い手を発掘、育成する。 

文化振興・文化
活動 

② 文化や芸術に関心を持ち、様々なイベント・講座に積極的に参
加する。

② 文化、芸術に親しみ、触れ合う機会を提供する。 

■指標

② 文化芸術活動の参加者数（人）

生涯学習施設における文化芸術活動の延べ参加者数。各文化事業
 内容 見直  充実 図              高 事業 展開
  本市    文化芸術 普及 市民文化 向上 寄与     
目指します。（生涯学習課） 
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① 歴史文化系講座等参加者数（人） 

１年間 市及 指定管理者 開催  歴史文化系講座 延べ聴講
者数 市 歴史 伝統文化 知 機会 増   幅広 世代 更 
る親しみや興味を持ってもらうことを目指します。（生涯学習課） 
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小分野 ３-３-２ 歴史・文化振興
３ 人権が尊重され、市民が輝く、文化の薫り高いまち

３ 生涯学習・文化・スポーツ活動の推進 



関連する主な分野別計画 生駒市空家等対策計画・生駒市都市計画マスタープラン・生駒市耐震改修促進計画 

基本計画 

小分野 ４-１-１ 
４ 人と自然が共生する、住みやすく活動しやすいまち

１ 適切な土地利用の推進・学研都市との連携 

※1 リノベーション：中古住宅を大規模改修し、現代のライフスタイルに合った住まいによみがえらせること。原状回復のための修繕や不具合箇所の部分的な対処にとどまるリ

フォームと区分することが多い。 

住宅環境 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

住
環
境

①成熟した住環境とゆ
とりある空間を生かし
た、多様な住まい方・
地域での暮らし方が
増えている。

本市  大阪中心部   利便性 豊  自然 背
景    大規模 宅地開発 伴  人口 増   発
展してきました。 
       本市    高齢化率 伸  著   
平成 27(2015)年 国勢調査       暮  高齢
者は 4,380 世帯（平成12(2000)年比約 2.6
倍）、高齢者のみの世帯は6,286世帯（平成
12(2000)年比約 2.0 倍）となっており、今後、空き家
数の増加、ニュータウンのオールドタウン化、地域コミュニテ
  弱体化 懸念     
また、平成 28(2016)年度 空 家等実態調査  
ると、空き家所有者（アンケートで誰も住んでいないと回
答）698 名の約 8割が修繕すれば住める状態にある、
同 698 名の約 4割が売却または賃貸したいと回答して
    関      半数以上 買 手 借 手 見 
     回答     人的 物理的要因等から、空き
家 含  中古住宅 流通 難          
    本市  地区計画制度等 利用  地域特
性     良好 住環境 維持         今
後 時代     合    住民合意   見直   
 考         同時期 一斉入居  住宅地 
は、住まいもラフスタイルも均質化し、時代に応じて変化
する柔軟性を保てなくなるおそれがあります。 
現在、平成 30(2018)年 設立      空 家
流通促進             本市 不動産関連事
業者 連携   個別 物件 応  流通支援策 検
討・実施しています。今後は、地域特性をふまえた空き家
 予防 活用 中古住宅 流通 促進 加   多様
な住まい方・地域での暮らし方を受け入れる基盤・風土
づくりにも、取り組んでいく必要があります。 

①１ 空 家等 市場  流通促進 図       空
 家流通促進        運営支援 行    
（住宅政策室） 

①２ 物件所有者 身体状況 合   住宅環境 整備
や、空き家の発生予防と空き家になった後に取り組む
維持管理     必要 知識 普及啓発 行  
  （住宅政策室 介護保険課 地域包括  推
進課） 

①３ 空き家の地域活用を目的として、統合型GIS を活
用   空 家所有者 事業者等        行
  広報     等 通  活用事例 発信  
  （住宅政策室）

①４ 地域住民等 連携  新  空 家等 発生 解消
 実態把握 図    （住宅政策室）

①５ 中古住宅 質 向上          ※1推進のた
  事業者等 連携          事例 収集 
広報     等 通   情報発信 行    
（住宅政策室） 

①６ 地域 特長 生           実現 後押 
するイベント・ワークショップ等を通じて、多様な住まい
方 暮  方  受容 理解 図    （住宅政策
室） 

①７ 立地上流通困難 物件  対応措置    検討
    （住宅政策室）

①８ 事業者と一体となって、近居・住み替えニーズの掘り
起   魅力的 賃貸住宅等 供給策 検討   
    空 家対策 一環    住宅需給   
ス、周辺環境への負荷に配慮した、本市にふさわしい
新築 土地利用   方 考    （住宅政策
室・都市計画課） 

①１    空 家流通促進        対  空 
家所有者情報 提供等運営支援（住宅政策
室） 

①２ 空き家や住まいに関するセミナー・相談会・出前講
座等 開催（住宅政策室）
住宅改修 関  情報提供 支援（介護保険
課、地域包括ケア推進課） 

①３ 空 家       関係課共有 活用（住宅政
策室） 

①４ 空き家等実態調査（小規模/簡易版）（住宅政
策室） 

①５ リノベーションに関するイベント等の開催・リノベーショ
 事例 発信（住宅政策室）
中古住宅 流通促進    奨励金（住宅政策
室） 

①６ 地域       等 開催（住宅政策室 都市計
画課） 

①７ 事業化 向   関係課  協議（住宅政策
室） 

①８ 関係機関  協議（住宅政策室 都市計画課）

① 空き家の発生・解消の実態
を把握するために、地域住
民 自治会等  空 家 
実態調査 行   。（有
償ボランティアの検討）（住
宅政策室） 

① 空 家等 市場  流通促
進を図るために、いこま空き
家流通促進       
  流通困難物件 解決策
等を検討します （住宅政
策室） 

① 地域 特長 生      
     中古住宅 質 
向上させるリノベーション等の
実施を後押しするために、地
域住民 専門事業者等  
若年世代 子育 層 意識
  中古住宅活用事例   
     事例 発信  
す （住宅政策室）

① 多様な住まい方・暮らし方へ
 受容 理解 広    
  地域住民 自治会等  
地区計画 前向  見直 
を含めた今後のまちのあり方
について考えます （住宅政
策室・都市計画課） 

住
宅
性
能

②いつまでも安心・快適
に暮らせる住まいの
普及が進んでいる。

大規模地震の発生に備えて、新元号 2(2020)年度
末   市内住宅 耐震化率 95%（現状
86.7%）とする目標を掲げ、平成 18(2006)年度  
住宅耐震改修補助事業 開始      未 耐震基
準 満足   住宅 数多 存在        今
後、さらなる耐震化の促進が必要です。 
   長期    安心   快適 暮   住環境 
実現       長期優良住宅認定制度等 住宅 
質の向上を推進する等    多  良質 住宅 普及
促進が必要です。 

②１ 広報      開催等 通  市民 啓発 行
い、建築物の耐震化を推進します。（建築課） 

②２ 省     改修工事 効果 補助制度    市
民       情報発信    （建築課）

②３ 長期優良住宅認定制度等           HP
 市民 事業者 広 周知    （建築課）

②１ 住宅耐震診断 耐震改修 既存住宅解体補助事
業（建築課） 

②２ 住宅省     改修工事補助事業（建築課）
②３ 長期優良住宅認定制度等 普及促進（建築

課） 

② 市民 安心  快適 住み
続けるために、セミナー等への
参加 促   住宅性能 
向上を図ります。（建築
課） 

資料 

■関連する主な取組 

住環境 511 都市活力創造  魅力的 住  方 暮  方 発信 
①１ 地域課題 解決  地域魅力 創造 向  活動      担 手  増     場 仕組     

     （    魅力創造課）
111 高齢者保健福
祉・地域福祉 

【空き家発生予防】 
③４ 高齢者 閉     孤立防止等 支援 行    （高齢施策課 地域包括  推進課）

住宅性能 141 防災 【快適な住まいの普及】 
①６ 広報      開催等 通  市民 啓発 行  建築物 耐震化 推進    （建築課）

■市民ができること ■事業者ができること 

住環境 ① 多様 住  方 暮  方  理解 深  地域 魅力 維
持 創出     自分 何      考  行動 移  

① 空き家所有者は、空き家問題を自分事として考える。

① 市場性と地域の未来をセットで考え、事業を通じて地域の持続
的発展に貢献する。 

① 立地特性 既存     生    魅力的 住  方 空 家
活用等 事例  積極的 発信   

住宅性能 ② 自宅 適正 維持管理  安全 良質 既存住宅 資産  
て次世代に継承していく。

② 良質 住宅      手法 住宅所有者 積極的 提案 
る。

■指標

① 多様な住まい方・空き家活用関連事業参加者数（人）

空き家セミナーや地域ワークショップ等、多様な住まい方・空き家活用関
連事業に参加した延べ人数。既存ストックを生かして多様な住まい方・
暮らし方が徐々に広がることを目指します。（住宅政策室） 
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① 空 家流通促進       取扱件数（件） 

空 家所有者  同意 得     空 家流通促進        
情報提供した延べ物件数 埋     空 家情報 不動産市場 
浮  上      多  物件 流通      目指    （住宅
政策室） 
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② 耐震化に関する補助件数（件）

耐震改修工事補助等 制度 利用  耐震化   延べ件数。 
住宅 所有者 自  生命 財産 守     基本         
 支援   補助制度 利用 促進  安全 住宅環境 確保 目
指します。（建築課） 
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小分野 ４-１-１ 住宅環境
４ 人と自然が共生する、住みやすく活動しやすいまち

１ 適切な土地利用の推進・学研都市との連携 



関連する主な分野別計画 生駒市都市計画マスタープラン 

基本計画 

小分野 ４-１-２ 
４ 人と自然が共生する、住みやすく活動しやすいまち

１ 適切な土地利用の推進・学研都市との連携 

※1 オープンデータ：小分野 3-1-1 参照 

※2 特定生産緑地制度：生産緑地法の改正により、指定から３０年が経過する生産緑地地区について、引き続き固定資産税の減免などが受けられるように 10 年ごとに指定を

更新できる「特定生産緑地制度」が創設された。 

※3 クラスター：けいはんな学研都市の特徴の一つで、文化学術研究地区をクラスターと呼んでいる。もともとは「ブドウの房」という意味であり、けいはんな学研都市には、12

の文化学術研究地区（クラスター）がブドウの房のように分散配置されている。高山地区も 12 のクラスターの一つ。

都市づくり 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

土
地
利
用

①適切 土地利用  
  良好 都市環境
と豊かな自然が調和
したまちづくりが進ん
でいる。

人口増加、都市化の進展を背景としたまちづくりの時
代から、少子高齢化･地球環境問題の深刻化等、都市
計画を取巻く状況の変化に対応するため、持続可能な
都市経営の実現に向け取り組んできました。今後は、社
会経済情勢の変化や地域の特性を踏まえた多様な住ま
い方、暮らし方に対応するまちづくりが必要です。 
     人口密度 低下 空 家 増加   都市
     化 進行 危惧          合理的
 土地利用         推進        今後
は、商業･産業機能の集積･誘導の他、地域の状況に
応  適切 土地利用 必要   
   市街化区域内 農地      宅地化   
ものとして位置付けられていましたが、貴重な都市空間と
して保全の重要性が高まっています。生駒 最大 魅力
である豊かな自然、田園環境の減少に対する一層の取
組が必要となります。 

①１ 時代のニーズに即した持続可能なコンパクトなまちづく
りを一層進めるため、交通政策の他各分野と連携の
   柔軟 合理的 土地利用 推進    （都
市計画課） 

①２ 将来人口推計値やオープンデータ※1を活用し、将来
の人口構成に適応する細やかな都市（地域）構造
について分析・検討を進めます。（都市計画課） 

①３ 商業･産業集積   持続的 活力  都市 形
成   適切 土地利用 誘導 図    （都市
計画課） 

①４ 特定生産緑地制度※2を推進し、都市農地の保全を
進め、都市と緑・農の共生したまちづくりを推進しま
す。（都市計画課） 

①５ 景観形成基本計画 基   良好 都市景観 保
全と形成を進めます。（みどり公園課） 

①１ 生駒市都市計画マスタープランの改訂（都市計画
課） 
用途地域指定（都市計画課） 

①２ 細やかな都市（地域）構造把握（都市計画
課） 

①３ 用途地域指定（都市計画課） 
①４ 生産緑地追加指定・特定生産緑地指定（都市

計画課） 
①５ 景観形成基本計画による景観保全・創出の推進

（みどり公園課） 

① 法令等を遵守し、土地を有
効に活用するために、どこで
も講座の開催等を通じて、
市民 地域とまちづくりの方
向性    共通認識 持
ちます。（都市計画課） 

① 都市農地の保全を図るため
  特定生産緑地制度 通
  農業従事者 市民 、
良好 住環境 維持･向
上、まちなみの形成に努めま
す。（都市計画課） 

拠
点
形
成･

地
域
形
成

②生駒の特性や資源を
活   魅力   
る拠点･地域形成が
進んでいる。

人口 低密度化等により、生活サービス機能等の提
供が困難になると予測されることから、都市拠点や地域
拠点 中心   魅力    都市    一層進 て
  必要        中  豊  自然 良質 住環
境、産業等、それぞれの地域のポテンシャルが十分に発
揮され、融合をしていることが重要となります。 
   少子高齢化 人口減少 進行等   社会構
造 変化  市民    多様化   顕在化  地
域課題等  対応 向  市民 多様        
や価値観に順応できる拠点形成を推進することが必要
です。 

②１ にぎわいと魅力  拠点 形成 図  地域特性を
活かしたまちづくりを推進します。特に、学研北生駒
駅周辺については、まちづくり構想の実現にむけ、地
権者、事業者、自治会等の関係者とまちづくりを進め
ます。（都市計画課･事業計画課） 

②２ 市民             等    地域 住民
意向及び特性を把握し、地域特性を踏まえたまちづく
  地域住民 共 進    （都市計画課）

②１ 学研北生駒駅中心地区      （都市計画
課･事業計画課） 

②２ 地域       等 開催（住宅政策室 都市計
画課） 
どこでも講座、出前授業、地区計画等まちづくりに
係る相談（都市計画課） 

② 魅力    拠点 形成 
    市民 関係者 共
に、まちづくりを進めます。
（都市計画課） 

② 地域の活性化を目標とした
継続性のある活動の創出に
より、地域団体と連携し、魅
力    地域形成 進 
ます。（都市計画課） 

学
研
都
市

③学研高山地区第１
工区との連携を図り
つつ、第２工区にお
いて新たなまちづくり
に向けた取組が進め
られている。

学研高山地区第２工区は、学研都市のほぼ中心に
位置  好立地       依然   未整備    
いるため、土地の荒廃が進み、第１工区やその他のクラ
スター※3との連携も図れていない現状です。 
このような現状を踏まえ、奈良先端科学技術大学院
大学をはじめとする第１工区との連携やイノベーション創
出 基盤   施設立地 受 皿 新  雇用 創出
と産業拠点形成による持続可能な都市経営等を実現
することが重要となります。そのためには、関係機関等との
協力体制 構築  市民 理解 地権者 合意形成
    実現可能 全体土地利用計画等を策定する
必要があります。 
また、リニア中央新幹線新駅誘致に向け、これまで進
めてきた誘致 PR活動の継続に加え、リニア中央新幹線
 対  市民 知識 理解 深  機会 創出 必要
となります。 

③１ 有識者 関係機関 地権者 市民等を交えた、新た
なまちづ  検討組織 立 上  超スマート社会をリ
ードするまちを目指して、全体土地利用計画等や段
階的整備等    検討  民間事業者 参画可
能な計画を策定します。（学研推進室） 

③２ 地権者組織による、地権者の意向集約・合意形成
を図ります。（学研推進室） 

③３ 学研都市 建設推進 向   公益社団法人関西
文化学術研究都市推進機構との連携強化を図りま
す。（学研推進室） 

③４ リニア中央新幹線新駅誘致に向けた継続的な PR
活動及     対  知識 理解 深  機会 
創出を継続的に進めます。（都市計画課） 

③５ 奈良先端科学技術大学院大学 連携  行   
る学校教育事業等の継続・充実を図ります。（教育
指導課） 

③６ 奈良先端科学技術大学院大学等の学研都市関係
機関  交流促進及          等 広報支
援 進    （    魅力創造課）

③１ 全体土地利用計画等の策定（学研推進室） 
市民等  情報周知 PR（学研推進室） 

③２ まちづくり検討組織及び地権者組織の運営（学研
推進室） 
市民等  情報周知 PR（学研推進室） 

③３ 公益社団法人関西文化学術研究都市推進機構
 実施  調査等  協力（学研推進室）

③４ リニア中央新幹線新駅誘致 PR活動及 知識普
及啓発（都市計画課） 

③５ 奈良先端科学技術大学院大学 研究者   特
別授業及び出前授業（教育指導課） 

③６ 奈良先端科学技術大学院大学等の学研都市関
係機関  交流促進 広報支援（    魅力創
造課） 

③ 生駒市全体 利益   
  市民 高山地区第 2工
区のまちづくりのメリットを共
有します。（学研推進室） 

③ 事業リスクを軽減した実現性
の高い整備計画の策定のた
めに、事業者等との連携を
図ります。（学研推進室） 

③ 学研都市全体のさらなる発
展のために、自治体間、大
学、企業等の関係機関との
連携を図ります。（学研推
進室） 

資料 

■関連する主な取組 

土地利用 421 道路 公共交通 【コンパクト＋ネットワーク】 
③１ 生駒市地域公共交通活性化協議会を運営します。（防災安全課）

拠点形成･地域
形成 

411 住宅環境 【多様な地域ニーズを踏まえたまちづくり】 
①６ 地域 特長 生           実現 後押               等 通   多様 住  方 暮  方

  受容 理解 図    （住宅政策室）
学研都市 521 商工観光 【多様な地域ニーズを踏まえたまちづくり】 

①３ 基盤整備 進捗 新  立地企業 動向    周辺地域  景観 環境 留意  工業適地 確保 取 組  
    適切 土地利用 誘導 図    （商工観光課 都市計画課）

■市民ができること ■事業者ができること 

土地利用 ① 法令等を遵守し、土地を有効に活用する。 
① 自然環境 地域全体 利益等  配慮     周辺環境 利便
性 向上 目指  土地利用 行  

① 法令等を遵守し、土地を有効に活用する。 
① 自然環境 地域全体 利益等  配慮     周辺環境 利
便性 向上 目指  土地利用 行  

拠点形成･地域
形成 

②        積極的 参加    意見 発信   
② 地域課題の解決や地域の活性化を自分ごととしてとらえ、主体的で継
続性   活動 行  

② まちづくり構想等まちづくりの方針を踏まえ、事業を進める。 

学研都市 ③ 学研高山地区第2工区のまちづくりに対し、パブリックコメントやメール
等 通  意見 述   

③ 事業化に向けたパートナー企業としてまちづくりへ参画する。 

■指標

② まちづくり事業への参加者数（人）

地域ワークショップやまちづくり会議等、まちづくりに関わる事業に参加し
 延 人数 地域住民等  協働         推進 図    
（都市計画課） 
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① 特定生産緑地面積（ha） 

市街化区域内の生産緑地のうち、特定生産緑地の延べ面積。生駒
 最大 魅力   豊  自然 田園環境 保全 図    （都
市計画課） 
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③ 地権者組織  加入率（％）

全地権者数のうち地権者組織へ加入した人の割合。第 2工区にお
ける地権者の事業への関心の向上を図ります。（学研推進室） 
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小分野 ４-１-２ 都市づくり
４ 人と自然が共生する、住みやすく活動しやすいまち

１ 適切な土地利用の推進・学研都市との連携 



関連する主な分野別計画 橋梁長寿命化修繕計画・生駒市地域公共交通総合連携計画 

基本計画 

小分野 ４-２-１ 
４ 人と自然が共生する、住みやすく活動しやすいまち

２ 交通ネットワークと生活基盤の整備 道路・公共交通 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

幹
線
道
路

①幹線道路      
の強化に向けて、関
係機関とともに道路
整備が進められてい
る。

国 県 事業主体   広域 幹線道路 十分整備
されていないため、市道での交通渋滞が発生しており、道
路       充実 求        
幹線道路 早期整備 望        用地取得
等地元調整が難しい実情にあります。 

①１ 幹線道路      強化   国道 163 号清滝
生駒道路 国道 168 号等 広域幹線道路 整備
を関係機関とともに推進します。（事業計画課） 

①２ 阪奈道路辻町 IC の整備について、関係機関と連携
し、事業を推進します。（事業計画課） 

①３ 国・県が実施する幹線道路整備 合  周辺市道
を整備します。（土木課） 

①４ 国や県とも連携しつつ、学研生駒テクノエリアを中心
  企業立地 必要 道路等のインフラを整備しま
す。（事業計画課・土木課） 

①１ 国道１６３号清滝生駒道路整備推進（事業計
画課） 

①２ 辻町 IC奈良方面   整備推進（事業計画
課） 

①３ 道路新設改良事業（土木課） 

①４ 企業誘致関連道路整備事業（事業計画課 土
木課） 

①     道路整備    市
民 地域 説明会等 意見
交換します。（事業計画
課・土木課） 

生
活
道
路

②歩行者 車両   
 安全 安心 通行
        道路
環境が確保されてい
る。

高度経済成長期 整備     様々      老
朽化しており、安全対策が重要な課題となっています。 
安全 安心 道路環境 確保    中  歩行者 
安全確保       道路整備  道路     老
朽化   維持管理    増大 懸念     

②１ 道路    （橋梁 法面 舗装） 定期点検 実
施    （管理課）

②２ 道路     長寿命化       補修工事 
実施    （管理課）

②３ 道路整備    交通安全対策 実施    （土
木課） 

②１ 橋梁定期点検業務（管理課） 
路面性状調査業務（管理課） 
道路法面点検業務（管理課） 

②２ 点検結果   作成  長寿命化修繕計画 基 
く計画的な補修工事（管理課） 

②３ 生活道路安全対策事業（土木課） 

② 道路 異常 早期発見 
軽易 補修     市民
に通報システムの活用を促し
ます （管理課）

② 道路 軽易 異常   
て、地域で補修していただく
ために、地域（自治会）に
材料 支給等 支援 行 
ます （管理課）

公
共
交
通

③持続可能で誰もが円
滑 移動  機能的
 利便性 高 公共
交通の施策が進んで
いる。

本市 公共交通 鉄道    路線網 発達  通
勤・通学等の移動手段に大きな役割を果たしています。
しかし、今後、生産年齢人口の減少により公共交通ネッ
トワークが縮小し、サービス水準が低下すること 懸念 
れている一方、高齢化により公共交通  依存度 高
まることが予想されることから、市の財政負担を最大限効
率的 行  公共交通 必要   人  交通手段 
確保 公共交通 維持     利用促進等持続可
能な公共交通のあり方を検討することが必要です。また、
公共交通 都市機能 配置 土地利用等を誘導する
機能を果たすためにも都市構造の将来ビジョンと整合を
図り公共交通ネットワークを形成することが必要です。 

③１ 生駒市地域公共交通活性化協議会を運営します。
（防災安全課） 

③２          運行    （防災安全課）
③３ 公共交通機関 利用促進 向  周知 啓発 行

います。（防災安全課・環境モデル都市推進課・商
工観光課） 

③４ 公共交通機関の充実、維持について関係機関に要
請します。（防災安全課） 

③５ 鉄道駅のバリアフリー化を実施します。（事業計画
課） 

③１ 地域公共交通網形成計画の検討・策定（防災安
全課） 

③２ コミュニティバスの利用促進（防災安全課） 

③３ 公共交通機関利用促進啓発事業（防災安全
課・環境モデル都市推進課・商工観光課） 

③４ 公共交通機関の維持・充実（防災安全課） 

③５ 鉄道駅バリアフリー化設備整備事業（事業計画
課） 

③ 地域公共交通の望ましい姿
の実現に向け公共交通のあ
り方を検討する「生駒市地
域公共交通活性化協議
会」の委員として参加した市
民 公共交通利用者 地
域にとって望ましい公共交通
網を検討します。（防災安
全課） 

資料 

■関連する主な取組 

幹線道路 521 商工観光  幹線道路 整備 
①２ 国 県  連携    学研生駒       中心  企業立地 必要 道路等のインフラを整備します。

（事業計画課・土木課） 

生活道路 151 生活安全  生活道路点検 
①４ 関係機関 連携 通学路 合同点検 実施    （教育総務課 防災安全課 管理課 事業計画課 

土木課） 
公共交通 431 低炭素・循環型

社会
 地域全体 見渡  公共交通網        検討 
③３ 環境にやさしい交通への転換を目指します。（環境モデル都市推進課）

■市民ができること ■事業者ができること 

幹線道路 ① 総論賛成各論反対         権利者 関係者等 協議
を実施する。 

① ワークショップ 地元説明会 開催  関係者 理解 求  事
業を推進する。 

生活道路 ② 軽易 異常 早期発見            通報 行   
もに、雨水桝の詰まりや草刈等軽易        地域 解
決      体制    行  

② 安価 効果的      長寿命化策 提案   

公共交通 ③ 交通問題 自  問題   主体的 考       利用前
提 見直  公共交通 常    当然          無 
なった場合の移動手段について考え、普段から公共交通を積極
的 利用   

③ 交通事業者 顧客満足度 向上 向  経営 進     
に、交通結節点における他の交通手段の情報提供等利用者 
利便性向上 繋  取組を進める。 

■指標

② 橋梁長寿命化計画 基  健全 橋梁数（橋）

橋梁長寿命化修繕計画 基   重要 橋梁48橋のうち、健全とな
る延べ橋梁数 
安心 安全 道路       構築 努    （管理課） 
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①道路整備 計画    箇所 整備済延長割合（％）

幹線道路整備 合   周辺市道 道路整備 計画    箇所
 延長(680m) 対  整備済 延長 割合 周辺市道 整備 
進めることで、企業誘致及び交通渋滞の緩和を図りながら、継続的な
整備を進めます。（土木課） 
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③コミュニティバス「たけまる号」5 路線 年間合計乗車人数(人)

公共交通を必要としている人への交通手段としてコミュニティバスを運
行              利用促進   乗車人数 増  持続
可能な公共交通を目指します。（防災安全課） 
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小分野 ４-２-１ 道路・公共交通
４ 人と自然が共生する、住みやすく活動しやすいまち

２ 交通ネットワークと生活基盤の整備 



関連する主な分野別計画 生駒市水道ビジョン・生駒市効率的な汚水処理施設整備基本計画 

基本計画 

小分野 ４-２-２ 
４ 人と自然が共生する、住みやすく活動しやすいまち

２ 交通ネットワークと生活基盤の整備 

※1 給水装置：道路に埋設されている配水管から各家庭に引き込む給水管や器具等。

※2 貯水槽水道：ビルやマンション等の受水槽から各家庭の蛇口に至るまでの設備。

※3 専用水道：飲食店、商業施設、レジャー施設等における自家用の水道で、１日に給水することができる水量が国の定める基準を超えるもの等。 

※4 合併処理浄化槽：台所やお風呂、洗濯等の生活雑排水を、し尿と合わせて処理できる浄化槽。 

上下水道 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

上
水
道

①健全 効率的 事業
経営を維持し、安全
安心な水道水を安定
して供給している。

本市 水道事業  給水 開始  以来 大規模宅
地開発による人口増加等に対応するため、5 次に及ぶ
拡張事業を実施してきました。 
しかしながら、人口の減少や節水機器の普及という社
会構造の変化から給水収益が減少傾向にあり、さらには
施設 老朽化 伴 更新費用 増加 見込     
す。そのため、既存の施設の延命化を図るとともに、県域
水道一体化構想の検討を行 つつ、施設の統廃合や
広域化 含  効率的  計画的 施設整備 進  
いく必要があります。 
また 水道事業 市民生活 支  重要      
ンであるため、巨大地震等の大規模災害に備え、拠点
施設 管路 耐震化等の取組を進めていくことが求めら
れています。 

①１ 健全で効率的 事業運営を維持し、安全安心な水
道水の安定供給を続けていくため、将来の経営方針
や事業計画を示します。（上下水道部総務課） 

①２ 水 有効利用    管路漏水調査 緊急修繕体
制の整備を図ります。（工務課） 

①３ 県域水道一体化構想の取組について協議します。
（上下水道部総務課・工務課・浄水場） 

①４ 給水装置※1、貯水槽水道※2や専用水道※3の適正
 管理 行        指導 助言等 行  
す。（工務課） 

①５ 拠点施設 老朽管 更新     施設 管路 
耐震化を進めることで、災害に強い水道を構築しま
す。（工務課・浄水場） 

①６ 再生可能      利活用 行    （浄水
場） 

①１ 水道事業ビジョンの策定（上下水道部総務課） 
①２ 管路漏水調査及 修繕業務 強化（工務課）
①３ 県域水道一体化検討会及び専門部会での検討

(上下水道部総務課・工務課・浄水場) 
①４ 給水装置等 適正管理推進事業（工務課）
①５ 管路更新事業（工務課） 

水道施設耐震診断事業（浄水場） 
配水場電気設備更新事業（浄水場） 
中央監視制御設備更新事業（浄水場） 

①６ 山崎浄水場小水力発電設備運用（浄水場） 

① 水道管 布設工事 効率
化とコスト削減のため、他の
事業者と調整し共同施工や
委託工事 行   。（工
務課） 

① 近隣水道事業体  技術
協力 広域的連携 広報
活動 協働  行   。
（上下水道部総務課・工
務課） 

下
水
道

②下水道 合併処理
浄化槽※4の普及が
進み、生活排水や事
業所排水が適正に処
理      

本市      下水道 普及率 平成 29(2017)
年度末現在 69.8％と、全国的にも高い水準にあると
     状況      特 竜田川      生活
排水 多 流 込     市内 河川    最 汚
濁が進む等、公共下水道の整備が急務となっています。 
そこで、公共下水道の整備を図る一方、下水道事業
計画区域外      合併処理浄化槽設置補助制
度   整備促進 図      浄化槽 設置    
家庭等に対しては定期点検や清掃等の適正な維持管
理     啓発活動 行      
   健全 事業運営 行    財政状況 明確
化し、事業の計画性や透明性が確保された持続可能な
事業運営が求められています。 

②１ 下水道 整備    合併処理浄化槽 設置補助
 行  効率的 汚水処理施設整備    各種
関連計画 基   効率的 事業展開 図    
（下水道課） 

②２ 単独処理浄化槽  合併処理浄化槽  転換 促
    補助制度 啓発 行      浄化槽 宅
地内排水設備 適正 維持管理    啓発 ま
す。（下水道課） 

②３ 竜田川浄化     山田川浄化     下水道
管渠等の下水道施設の機能が十分発揮できるよう
適正 維持 管理    （下水道課）

②４ 地方公営企業法 適用  企業会計 移行    
で、財政状況を明確化し、事業の計画性や透明性
が確保された持続可能な事業運営を実現します。
（下水道課） 

②１ 合併処理浄化槽設置整備事業（下水道課） 
公共下水道管渠整備事業（下水道課） 

②２ 浄化槽 適正管理推進事業（下水道課）
②３ 下水道施設 維持管理事業（下水道課）
②４ 地方公営企業会計移行事業（下水道課） 

② 下水道工事におけるコスト
縮減や地域への影響を軽減
するため、他のライフライン事
業者と調整し、共同施工等
 行   。（下水道課） 

資料 

■関連する主な取組 

上水道 421 道路 公共交通 【共同施工】 
②２ 道路     長寿命化       補修工事 実施    （管理課）

311 市民協働 地域
コミュニティ 

【水道水の PR】 
①５ 市民等 協働   事業 支援       公共 公益         情報発信 行    （市民

活動推進課） 
下水道 432 生活環境 【水質保全】 

②２ 大気質 騒音 振動 水質等 調査結果    情報提供 行    （環境保全課）

■市民ができること ■事業者ができること 

上水道 ① 節水 水道水 有効利用 行  
① 給水装置等 適正 管理 行  

① 水道管 布設工事 効率化    削減      管工事 
舗装工事等の路線 時期 重  場合  可能 限 水道事
業者 調整 共同施工 行  

① 節水 水道水 有効利用 行  
① 給水装置等 適正 管理 行  

下水道 ② 下水道整備済区域では、すみやかに下水道へ接続するとともに、
宅地内 排水桝等排水設備 適正 維持管理 行  

② 単独処理浄化槽 汲 取  家庭   早期 合併処理浄化
槽  転換 図      適正 維持管理 行  

② 下水道整備済区域では、すみやかに下水道へ接続するとともに、
事業所内の排水桝等排水設備 適正 維持管理 行  

② 単独処理浄化槽 汲 取  事業所   早期 合併処理浄
化槽  転換 図      適正 維持管理 行  

■指標

① 浄水施設 耐震化率（％）

大規模地震に対する浄水施設一体としての耐震性を示すもので、災
害時     安定  浄水処理能力 確保 目指    （浄水
場） 
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① 有効率（％） 

年間総配水量 対  年間総有効水量（年間総配水量－漏水
等   失   水量） 割合 計画的 施設 更新 漏水防止
対策 実施  今後 高率 維持 努    （工務課）
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② 下水道普及率（％）

総人口に対する下水道整備済区域内人口の割合。 
国 県 上位計画 整合 図      生駒市効率的 汚水処理施
設整備基本計画  基   計画的 整備 図  普及率 向上 
目指します。（下水道課） 
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小分野 ４-２-２ 上下水道
４ 人と自然が共生する、住みやすく活動しやすいまち

２ 交通ネットワークと生活基盤の整備 



関連する主な分野別計画 生駒市環境基本計画・生駒市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（ごみ半減プラン）・生駒市一般廃棄物処理実施計画 

生駒市環境モデル都市アクションプラン 

基本計画 

小分野 ４-３-１ 
４ 人と自然が共生する、住みやすく活動しやすいまち

３ 低炭素・循環型社会の構築と生活環境の保全 

※1 フードドライブ：家庭で余っている食品を持ち寄り、フードバンクを通じて、それを必要としている福祉施設や団体へ寄付をする活動。 

※2 食品ロス：まだ食べられる食品がごみとなって排出されること。

※3 再エネ：再生可能エネルギーの略。石油、石炭等の化石エネルギーとは違い、太陽光、水力、風力等自然界から半永久的に得られ、継続して利用できるエネルギー。 

※4 固定価格買取制度：再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度（FIT ：Feed-in Tariff）。 

低炭素・循環型社会 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

５
Ｒ

①   総排出量 低
減し、     率 
向上している。

循環型社会形成推進を図るため、5R（リデュース、リ
                   ） 意識 市民 事
業者 浸透  燃     減量        資源化
が一層進んでいます。 
燃     減量化   に推進するため、市民及 
事業所  排出     全体 排出量 低減 分別
の徹底を進める必要があり、特に、燃えるごみの約 4割
 占  生  （食品残渣） 減量 図る必要があり
ます。 
また、廃棄物処理施設    は 適正管理を実施
    施設 見直  行 、廃棄物      利活
用を図る必要があります。 

①１ 市民 事業者 行政 活動 通  、５R の推進と燃え
    減量 繰 返 啓発    （環境保全課）

①２ 資源        方法   減量効果 広報紙等 
分かりやすく周知します。（環境保全課） 

①３ 市民一人      減量化      等についての意
識 高     学校等  環境教育の充実を図りま
す。（環境保全課） 

①４ 事業者 積極的 行   減量 発生抑制 取組（事
業等）を支援します。（環境保全課） 

①５ 市民 事業者 行政 活動 通       de キエーロ
のモニターを増やしキエーロの普及啓発を進めます。（環
境保全課） 

①６ フードドライブ※1を浸透させ、賞味期限の到来による食品
廃棄 減量    （環境   都市推進課 環境保
全課） 

①７ 食品ロス※2低減   啓発活動等 行 ます。（環境
モデル都市推進課・環境保全課） 

①８ 環境フェスティバル等のイベントやどこでも講座等を通じ
     適正 処理     啓発 指導 行    
（環境保全課） 

①９ 市民等 行 燃える  減量    取組 支援  
す。（環境保全課） 

①10清掃センター 延命化    廃棄物      利活
用を図ります。（環境保全課） 

①１ 市民 事業者 行政   5R の普及方法の検討（環
境保全課） 

①２ 市民 事業者 行政   自治会等 懇談会（環境
保全課） 

①３ ごみ収集体験学習、一日環境教室及び清掃センター
社会見学受け入れ（環境保全課） 

①４ 事業系生ごみをエコパーク 21       処理（環境
保全課） 

①５ キエーロ製作講座等（環境保全課） 

①６ フードドライブ（環境モデル都市推進課・環境保全
課） 

①７ 行政 事業者 連携  食品ロス低減についての啓発
等（環境モデル都市推進課・環境保全課） 

①８ 環境フェスティバル等イベントで    減量化促進啓
発（環境保全課） 

①９ 生  処理機 容器購入補助 集団資源回収補助等
（環境保全課） 

①10清掃センターの基幹的設備改良事業（環境保全
課） 

① 燃    減量     自治
会等の団体と懇談会を実施
し、ごみの分別や食品ロスの低
減の取組の理解 図ります。
（環境保全課） 

再
エ
ネ
※
３

②再生可能エネルギー
の普及が進んでい
る。

市民共同発電所 設立等市民  協働 公共施設
や家庭への太陽光発電導入を積極的に推進したこと
で、市域での太陽光発電等の普及を着実に進めるととも
に、事業者 市民団体 の共同出資による地域新電力
会社    市民   株式会社  設立     
今後  固定価格買取制度※4等の環境変化を踏ま
え、太陽光発電のさらなる普及のための方策や、太陽光
以外 未利用      活用 検討  必要    
す。 

②１ 太陽光発電等再エネの導入促進を図ります。（環境モ
デル都市推進課） 

②２     市民   株式会社  核         地産
地消の仕組みをつくります。（環境モデル都市推進課） 

②３ 廃棄物     等 未利用      有効活用 進
めます。（環境モデル都市推進課・環境保全課） 

②１ 住宅等  再  設備導入  支援（環境   都
市推進課） 
公共施設への再エネ設備導入（環境モデル都市推進
課・施設管理者） 

②２ 家庭 事業所 設置   太陽光発電   電力調
達 地産電力 供給 推進（環境   都市推進
課） 

②３ 清掃        廃棄物     利活用計画
の推進（環境モデル都市推進課・環境保全課） 

② エネルギーの地産地消のしくみ
を構築するために、家庭に太
陽光発電システムを導入して
いる市民 連携       市
民   ㈱    地産電源 
拡大を進めます。（環境モデ
ル都市推進課） 

省
エ
ネ

③省     型 暮
らしが定着している。

市域  温室効果  排出量 部門別割合  民
生部門（66.3%）、運輸部門（20.3%）の順番で
高くなっています。 
割合 高 民生部門  排出量削減 目指  住
宅用省  設備  補助  省  意識向上 図 
様々な啓発イベントを実施していますが、環境に配慮し
 行動 取組  参画者 広     課題      
     運輸部門      公共交通機関 利用促
進を図るための施策展開が必要です。 

③１ 住宅等 省  化 進    （環境   都市推進
課） 

③２ 環境 配慮  省     型 暮   活動 推進 
ます。（環境モデル都市推進課） 

③３ 環境にやさしい交通への転換を目指します。（環境モデ
ル都市推進課） 

③４ 小・中学校や幼稚園での出前講座や環境教育の取組を
通   環境行動 促進します。（環境モデル都市推進
課・教育総務課・教育指導課・こども課） 

①５ 市の業務全般によって生じる環境負荷を低減します。
（環境モデル都市推進課） 

③１ 住宅  省  関連設備導入等への支援（環境モデ
ル都市推進課・建築課） 

③２ 省   関  講座      開催 情報発信（環
境モデル都市推進課） 

③３ 公共交通機関 利用促進 向  周知 啓発（環境
モデル都市推進課・防災安全課） 

③４ 環境に関する出前講座の実施（環境モデル都市推進
課） 
学校・幼稚園への出前授業（環境モデル都市推進
課・教育総務課・こども課） 
環境教育の実施（教育指導課・こども課） 

③５ 環境マネジメントシステムの運用（環境モデル都市推
進課） 

③ 環境に配慮したライフスタイル
の効果的な普及のために、市
民 連携  啓発活動 情報
発信を進めます。（環境モデ
ル都市推進課） 

資料 

■関連する主な取組 

５Ｒ 131 健康づくり 【食品ロス低減】 
①６ 食育ネットワークシステムを設置し、様々な食に関する取組を推進します。（健康課） 

再エネ 611 行政経営 【公共施設への再エネ導入の推進】 
②２ 各施設 状況 把握  施設 有効活用    （財政経営課 各施設管理課）

省  421 道路 公共交通  公共交通 利用促進 
③３ 公共交通機関 利用促進 向  周知 啓発 行    （防災安全課 環境   都市推進課 商工観光

課） 

■市民ができること ■事業者ができること 

５Ｒ ① ５Ｒ（                          ） 意識  
   減量 資源化 実践   

① 食品ロスの低減に繋がる取組を実践する。 

① ５Ｒ（                          ） 意識  
   減量 資源化 実践   

① 食品ロスの低減に繋がる取組を実践する。 
再エネ ② 再生可能エネルギー設備を家庭へ導入する。 

② 地域      再生可能      積極的 利用   
② 再生可能エネルギー設備を事業所へ導入する。 
② 地域      再生可能      積極的 利用   

省  ③ 住宅 省  化 図  
③ 公共交通機関 利用   
③ 次世代自動車 導入   

③ 事業所 省  化 図  
③ 次世代自動車 導入   

■指標

② 再     発電容量（kW）

市内 家庭 事業者 電気事業者 電力需給契約 締結  延べ
発電設備容量。発電設備の設置により、再生可能エネルギーの普及
を目指します。（環境モデル都市推進課） 
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① 1 人 1日当たりの燃えるごみ排出量（g） 

1 人が 1 日当たりに出す家庭系燃えるごみの排出量。食品残渣、紙
類、容器包装プラの資源化について啓発活動を通じてリサイクルを図
  燃     減量化 目指    （環境保全課） 

426 
421 

416 
411 

405 

437 
432 

380

390

400

410

420

430

440

H29 H30 新元号

元

新元号

2

新元号

3

新元号

4

新元号

5

現状値

目指す値

③ 市域における 1人当たり CO2排出量（t‐CO2）

平成 22 年 排出係数 用   市域  排出   温室効果  
排出量 算定  各年 推計人口 除     温室効果   排出
を削減し、低炭素社会の実現を目指します。（環境モデル都市推進
課）
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小分野 ４-３-１ 低炭素・循環型社会
４ 人と自然が共生する、住みやすく活動しやすいまち

３ 低炭素・循環型社会の構築と生活環境の保全 



関連する主な分野別計画 生駒市環境基本計画 

基本計画 

小分野 ４-３-２ 
４ 人と自然が共生する、住みやすく活動しやすいまち

３ 低炭素・循環型社会の構築と生活環境の保全 

※1 都市生活型公害：都市特有の公害現象で、自動車の排ガスによる大気汚染、自動車その他の交通機関、建設工事、近隣などから発生する騒音、生活排水等による河

川の汚濁など都市の生活行動や産業活動が環境に過度の負荷をかけることによって発生する公害のこと。

生活環境 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

地
域
美
化
・
環
境
衛
生

①環境美化の取組が
進み、快適な生活環
境が保たれている。

         条例 基  環境美化推進員   
に駅前クリーンアップ作戦等ポイ捨て禁止の啓発活動を
行         安全 快適 生活環境 確保 目
的  歩    及 路上喫煙 防止 関  条例 
施行        等   公害対策      飼 
方        等    啓発 情報提供 行   
ました。 
引き続き、たばこの吸い殻や空き缶等のポイ捨て等の
マナー違反をなくすとともに、地域での美化活動を充実す
 等          意識 さらなる向上や、市内全
域の公共の場所での歩きたばこが禁止であることを継続
的に周知することが求められています。 
また、飼い主のいない猫によるトラブルが増えていること
 対  対応 繁殖制限 必要性 啓発 不法投棄
をなくすための効果的な啓発が求められています。 
市営火葬場については、今後も適正に運営、維持管
理     求        

①１ 生駒市         条例及 生駒市歩   
 及 路上喫煙 防止 関  条例 基   環境
美化 関  市民等     向上 空 地 適正
管理等快適な生活環境の確保を図ります。（環境
保全課） 

①２ 地域     生駒市         条例 定め
られた事項を遵守するよう、環境美化推進員や地域
の清掃活動等の環境美化活動を支援します。（環
境保全課） 

①３ 市民 事業者 市民団体  協働   河川美化活
動等の定着を図ります。（環境保全課） 

①４ 飼い主のいない猫により生活環境が著しく損なわれて
いる地域が、飼い主のいない猫を減らすために取り組
む活動（地域ねこ活動等）を支援します。（環境
保全課） 

①５ 不法投棄禁止 啓発 不法投棄防止      
実施等により、生活環境を保全します。（環境保全
課） 

①６ 高齢化率 上昇 伴 需要増 対応  市営火葬
場 適正 運営 維持管理 行    （環境保
全課） 

①１             啓発 空 地 管理台帳
の整備、歩きたばこ等防止の指導（環境保全
課） 

①２ 地域の環境美化活動への支援（環境保全課） 
①３ 河川美化活動の促進（環境保全課） 
①４ 「飼い主のいない猫の避妊・去勢手術費等補助

金    手術費 助成（環境保全課）
①５ ごみガイドブック、ホームページ、看板等での啓発、

不法投棄廃棄物 撤去 監視    設置（環
境保全課） 

①６ 火葬場 保守点検及 適切 修繕（環境保全
課） 

① 市民 事業者 市民団体 
の協働による河川美化活動
の定着を図ります。（環境
保全課） 

① 飼い主のいない猫を減らすた
め、動物愛護関係団体と連
携を図ります。（環境保全
課） 

都
市
生
活
型
公
害
※
１
対
策

②継続的な公害対策
が推進されている。

継続的 大気質等 環境監視 行     。 
大気質等の測定結果は概ね環境基準を達成してい
ます。 
一方で、都市生活型公害である生活騒音・振動、屋
外焼却による悪臭やばい煙等生活に密着したトラブルが
発生しているため、それらに対応することが必要です。 

②１ 市内の環境状況を把握するため、大気質・騒音・振
動・水質等を調査します。（環境保全課） 

②２ 大気質・騒音・振動・水質等の調査結果について情
報提供 行    （環境保全課）

②３ 特定施設、特定建設作業の届出と指導を徹底し、
作業場周辺の環境を保全します。（環境保全課） 

②４ 都市生活型を含む公害の未然防止のため、指導等
監視体制を強化するとともに公害発生時の迅速な対
応に努めます。（環境保全課） 

②５ 国・県等の関係機関と連携するとともに、事業者への
指導を徹底し、公害防止を図ります。（環境保全
課）

②１ 市内環境測定の実施（環境保全課） 
②２ 市内環境測定結果の公表（環境保全課） 
②３ 特定施設、特定建設作業の届出指導（環境保

全課） 
②４ 公害防止のための組織作り、啓発、公害発生時の

指導（環境保全課） 
②５ 公害指導における関係機関との連携強化（環境

保全課） 

② 公害 未然防止    北
田原町地内水質保全連絡
協議会、学研生駒工業会
等との連携を図ります。 

資料 

■関連する主な取組 

地域美化・環境
衛生 

111 高齢者保健福
祉・地域福祉 

【猫のトラブル対策】 
①４ 地域での助け合い・支え合いの仕組みづくりを推進します。（地域包括ケア推進課・高齢施策課・市民活動

推進課） 

都市生活型公
害対策 

■市民ができること ■事業者ができること 

地域美化・環境
衛生 

① 生駒市         条例及 生駒市歩    及 路上
喫煙 防止 関  条例 定    責務 認識   

① 生駒市         条例及 生駒市歩    及 路
上喫煙 防止 関  条例 定    責務 認識   

都市生活型公
害対策 

② 地域内で環境の実態調査や公害発生のおそれがないか監視に
努める。

② 公害関連法令 遵守状況 公表  体制    努   
② 有害化学物質 適正管理 徹底   

■指標

① 不法投棄 回収量（㎏）

不法投棄防止       回収  廃棄物 重量 
市民 事業者 対  啓発     不法投棄防止      推進 
   不法投棄    、新元号 5 年度には道路上  不法投棄 回収
重量 １割減 目指    （環境保全課） 

8,197 
8,056 

7,915 
7,774 

7,631 

8,479 
8,338 

7200

7400

7600

7800

8000

8200

8400

8600

H29 H30 新元号

元

新元号

2

新元号

3

新元号

4

新元号

5

現状値

目指す値

① 空 地等適正管理指導件数（件） 

生駒市         条例 基   空 地等 土地所有者 対
 適正 管理    指導  件数。空き地等の実態調査を通じ、雑
草等 繁茂  生活環境 阻害    宅地 減   地域環境 美
化向上を図ります。（環境保全課） 
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② 公害相談件数（件）

市民  寄    騒音 振動 悪臭等 公害 関  年間 相談
件数 発生源 対  調査 実施  状況 応  指導 行     
り、公害相談件数を現状以下にすることを目指します。（環境保全
課） 
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小分野 ４-３-２ 生活環境
４ 人と自然が共生する、住みやすく活動しやすいまち

３ 低炭素・循環型社会の構築と生活環境の保全 



※1 特定生産緑地制度：小分野 4-1-2 参照 

関連する主な分野別計画 生駒市景観計画・生駒市景観形成基本計画・生駒市緑の基本計画・生駒市環境基本計画 

基本計画 

小分野 ４-４-１ 
４ 人と自然が共生する、住みやすく活動しやすいまち

４ 緑・水環境の保全と創出 緑環境・公園 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

緑
の
保
全

①市民       団
体、事業者が協働し
て、緑の保全に取り
組んでいる。

本市の山並みの緑については、法的な規制による緑の
量的 保全      生物の多様性等、質的な面から
も環境の保全、活用を図る必要があります。また 住宅
地開発等により市街化区域内の緑が減少しつつある中
  保護樹木等 指定 樹林地    創設 市民 
森事業 実施        今後    樹林 保全 
活用の施策を検討する必要があります。 
里山      県 補助金 活用         
団体 協働  計画的 保全活動 行      今後
 森林環境譲与税（仮称） 活用 視野 入  里
山の保全を図る必要があります。 
     市民        行政  協働   緑 
保全活動 進      今後      市民主体 
よる取組の推進が必要と考えています。 
また、都市緑地法の改正による、都市農地の緑地へ
 位置    緑 基本計画 見直     都市農地
を含む緑地の保全等を検討する必要があります。 

①１ 景観法 規定 基   景観行政団体     市民
や事業者等と共に、緑豊かな自然環境と調和する景
観を保全・創出します。（みどり公園課） 

①２ 環境教育を目的としたイベント等 行 市民 団体 
支援します。（みどり公園課） 

①３ 樹林地等 活用 保全 向  取組 市民団体等
と協働で進めます。（みどり公園課） 

①４ 里山 維持 保全 整備及 活用    里山整
備活動 行う市民団体等を支援します。（みどり公
園課） 

①５ 緑化活動 行 市民        活動 支援  
す。（みどり公園課・花のまちづくりセンター・農林
課） 

①６ 荒廃  竹林 整備        良質 竹    
コが育つ環境を整えます。（農林課） 

①７ 市民 身近 自然的資源         矢田丘
陵遊歩道         等を PR します。（みどり
公園課・商工観光課） 

①１ 景観まちづくり相談（みどり公園課） 
景観形成基本計画による景観保全・創出の推進
（みどり公園課） 

①２ 環境教育イベント支援事業（みどり公園課） 
①３ 市民の森事業等（みどり公園課） 
①４ 地域 育 里山   事業（   公園課）
①５ 地域 育 里山   事業（   公園課）

竹林       育成（農林課）
①６ 竹林整備事業（農林課） 
①７ ハイキングマップの PR（みどり公園課・商工観光

課） 

① 里山保全         
 団体 里山整備 取 組
みます。（みどり公園課） 

① 財源確保    奈良県 
地域 育 里山   事業
補助金 適正 運用  
す。（みどり公園課） 

① 竹林 適正 整備   
め、土地所有者との協創に
取り組みます （農林課）

緑
の
創
造

②市民       団
体、事業者が、花と
緑であふれるまちに向
けて、取り組んでい
る。

生駒市緑の基本計画に基づき、「花と緑と自然の先
端都市  目標      基金 活用  緑化推進事
業や花と緑のボランティアの育成、花のまちづくりセンター
ふろーらむを拠点として、寄せ植え等のグループへの活動
支援や花に関する教室を開催するとともに、助成事業を
活用   市民 団体         緑化 進   
ます。 
今後は、市民       団体 事業者  協創  
り、より一層まちなかの緑化を進めるため、ボランティアのさ
らなる育成、緑化参加への機会づくり 助成制度等  
いて、検討する必要があります。 

②１ 緑 大切  啓発  市民 事業者 緑 創出 
取り組むよう促します。（みどり公園課・花のまちづくり
センター） 

②２ 助成制度 活用 花 緑 景観          
の参加を促し、まちなかの花と緑の創出を図ります。
（みどり公園課・花のまちづくりセンター） 

②３ 財源確保    生駒市    基金 PR し、寄
附金 募    （   公園課）

②４ 緑 市民懇話会等 地域住民 行政    花 
緑に関連したまちづくりについて話し合える場・機会を
設ける等 支援 行    （   公園課）

②１ 生駒市緑 基本計画 見直 （みどり公園課） 
緑化推進事業、花・緑まちづくりフェスタの開催（み
どり公園課・花のまちづくりセンター） 

②２ 花と緑の景観まちづくりコンテスト（みどり公園課・花
のまちづくりセンター） 
花 緑        助成制度（花       
ンター） 

②３ 生駒市    基金（   公園課）
②４ 緑の懇話会（みどり公園課） 

② 地域の緑化を推進するた
  地域 自宅 庭先等 
植栽する等の緑化を図りま
す。（みどり公園課・花のま
ちづくりセンター） 

② 緑化活動  参加意識 
高め、財源を確保するため、
市民 地域 生駒市   
 基金活動 行   。
（みどり公園課） 

公
園
整
備

③地域のニーズにあった
公園 再整備 利用
促進、遊具等の施設
点検 維持管理等、
地域住民 支  公
園    行    
る。

これまで、人口増加等を背景とし、緑とオープンスペー
  量 整備 取 組  市内 都市公園等 366
箇所、総面積 156ha となり、適正配置等の課題はある
    量的  充足        
一方 維持管理 遊具等 施設 老朽化  対応
 課題   本市  公園 愛着 持  利用    
     地元 公園等 自治会 維持管理     
推進してきました。また、遊具等については日常点検に加
   少   長 安全 利用        計画的 
整備を進めてきました。 
      社会 成熟化 市民 価値観 多様化
等を背景   都市    地域    市民     
緑とオープンスペースが持つ多機能性を引き出す取組が
必要と考えています。 
今後は、公園が地域のコミュニティ形成の場となり、公
園をうまく活用する仕組みづくり等をさらに進める必要があ
ります。 

③１ 市内公園 安心  利用     公園施設   
アフリー化を図ります。（みどり公園課） 

③２ 地域のニーズにあった公園の再整備・活性化・利用 
促進 市民  協働 実施    （   公園
課） 

③３ 日常点検 加  公園施設長寿命化計画 基 
  遊具等 適正 管理 ます。（みどり公園課） 

③４ 指定管理者（企業 社会福祉法人） 連携   
生駒山麓公園の活性化を図ります。（みどり公園
課・障がい福祉課） 

③１ 公園園路等改修事業（   公園課）
③２ 自治会   公園 維持管理 公園 利用 再整

備に向けたワークショップ（みどり公園課） 
③３ 公園整備事業 公園施設長寿命化計画（   

公園課） 
③４ 生駒山麓公園活性化事業（みどり公園課・障がい

福祉課） 

③ 地域の公園を親しみを持っ
 利用      ため、市
民              
 公園 維持管理 行  
す。（みどり公園課） 

③ 生駒山麓公園の活性化を
図    指定管理者 社
会福祉法人と障がい者就労
支援を充実します。（みどり
公園課・障がい福祉課） 

資料 

■関連する主な取組 

緑の保全 412 都市づくり  魅力       形成 
②２ 市民             等    地域 住民意向及 特性 把握  地域特性 踏        

 地域住民 共 進    （都市計画課）
緑の創造 412 都市づくり  良好 都市環境 形成 

①４ 特定生産緑地制度※1 を推進し、都市農地の保全を進め、都市と緑・農の共生したまちづくりを推進します。
（都市計画課） 

公園整備 311 市民協働 地域
コミュニティ

【地域住民   公園   の推進】 
②２ 地域       中核   自治会 活動 支援    （市民活動推進課）

■市民ができること ■事業者ができること 

緑の保全 ① 自宅 公園等 花壇 手入  市民 森  活動     遊
歩道      道 利用  緑豊  自然環境 保全 関心
を持つ。 

① 都市緑地法の主旨に則り、農地を含む緑地の保全に配慮す
る。 

① 開発時には景観の保全に配慮する。 
緑の創造 ② 助成制度 活用        参加等     地域 自宅 

庭先等に植栽する等、まちなかの緑を増やすための活動を積極
的 行  

② 開発時    緑化基準 適切 運用  新  緑地 創造
する。 

公園整備 ③ 公園をコミュニティの場として活用し、自らが主体となって、公園の
再整備 維持管理 携   

③ 市民     公園 再整備 維持管理 携   

■指標

② 花のまちづくりセンターふろーらむ研修室の使用率（％）

花のまちづくりセンターの研修室を緑化推進のための各種講座・講習会
等 使用  割合 各年度 目指 値 達成  割合 毎年度
75％以上を維持することを目指します。（花のまちづくりセンター） 
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① 緑地の確保面積の割合（％） 

市全域及び市街化区域面積に対する緑地面積の割合。 
公共施設緑地に加えて、緑の保全創造により、将来においても担保性
のある緑地の確保を目指します。（みどり公園課） 
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③ 自治会   公園 維持管理 割合（％）

地域 公園（街区公園）    自治会 覚書 交   維持管理
  公園 割合 各年度 目指 値 達成  割合 毎年度 90％
以上を維持することを目指します。（みどり公園課） 
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小分野 ４-４-１ 緑環境・公園
４ 人と自然が共生する、住みやすく活動しやすいまち

４ 緑・水環境の保全と創出 



※2 インターナルコミュニケーション：職場の連帯感と相互の信頼、ビジョンの浸透、組織活性化等を目的とした組織内コミュニケーションのこと。 

基本計画 

小分野 ５-１-１ 
５ 地域の資源と知恵を活かし、魅力と活力あふれるまち

１ 都市ブランドの構築による都市活力の向上 

※1 シビックプライド：単なる郷土愛ではなく、地域の課題を認識し、自分自身が関わって地域を良くしていこうとする当事者意識に基づく自負心であり、「市民参加」「住民主

体のまちづくり」の土台となる住民の意識のこと。 

都市活力創造 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

都
市
ブ
ラ
ン
ド
形
成

①主体的に地域に参画
し、地域を語る人が
増えると同時に、生
活を豊かにするモノ・
コトが生まれる機運
が醸成されている。

人口減少と急速な人口構造の変化 中 地域活力
をいかに維持していくかは本市にとって大きな課題となって
います。 
地域活力を維持するため、これまで    宅地開発
 交通     自然環境 行政     充実 PR す
る転入促進策により人口減少を抑制する    不十
分です。今後はシビックプライド※1を高めながら、地域に
参画したり、地域を推奨したりする市民一人ひとりの熱意
や意欲を高めていくことで、地域全体 活力 維持   
くことが重要となります。 
これまで事業ターゲットを未認知層・認知層・興味関
心層・比較検討層・転入/定住者層・当事者/ファンの６
層 分類  戦略的 取組 進  結果 新  魅力
    既存事業  見      市民層 参画 誘
起しており、担い手の掘り起しにも寄与してきました。 
今後も地域に想いを寄せる人たちの意志や活動を編
集・発信する取組を、庁内各課はもちろんのこと市民や
企業、団体、学校などの利害関係者と共有しながら推
進し、「深い共感」「主体としての参画」「内外への推奨」
へとつなげ、まちの新たな価値を都市ブランドとして構築す
ることで人口減少の抑制に取り組むことが必要です。 

①１ 地域課題 解決  地域魅力 創造する「まちの担
い手」を増やすための場や仕組みをデザインします。
（    魅力創造課）

①２ 地域で自分の夢や目標を実現しようとする人や、新し
い暮らし方をしている人を可視化し、人がつながり、交
流 生          （    魅力創造課）

①３ 都市ブランド構築にあたって、目指すべきビジョンを庁
内外で共有し、浸透 図    （    魅力創
造課） 

①４ 都市ブランド構築にあたって、まちの新たな価値を市
内外に発信したり、体感したりする場をつくることで生
駒市 都市     形成    （    魅力創
造課） 

①１ IKOMA SUN FESTA  実施（    魅力創
造課） 
「いこまち宣伝部」等地域魅力 創造 発信者育成
事業（    魅力創造課）

①２ 地域交流促進事業（    魅力創造課）
①３ 庁内各課各事業 取組支援（    魅力創造

課） 
①４ 都市活力協創        good cycle」の運

営（    魅力創造課）
転入促進事業（    魅力創造課）

① 推奨意欲を増加させるため、
市民自  生駒 魅力 発
信  場    行   。
（    魅力創造課）

① 地域活力創造    る自
己実現の機会を増やすた
  市民同士       
    行   。（いこまの
魅力創造課） 

① 事業効果を高めるため、ター
    訴求力   市内店
舗・事業者と連携した事業
を実施します。（いこまの魅
力創造課） 

公
民
連
携

②民間企業     
やアイデアを活用した
公共サービスが提供
されやすい仕組みが
整っている。

今後ますます多様化・複雑化する公共サービスへのニ
ーズに対応するには、民間  協働   、より質の高い
公共サービスの創出を目的とした公民連携の積極的な
活用による多様な主体の参画が重要となってきます。 
公民連携（Public Private Partnership）活用の
ための基本方針や判断基準を統一し、これを庁内で効
率的 推進     枠組  つくり、都市活力 創造
につなげることが必要です。 

②１ 公民連携提案窓口を設置するとともに、運用ルール
を整備    （    魅力創造課）

②２ 公民連携の内外周知や連携促進に取り組みます。
（    魅力創造課）

②１ 公民連携 向  基本方針        策定
（    魅力創造課）
提案窓口・連携判断機能の設置・運用（いこまの
魅力創造課） 

②２ 公民連携 向         （    魅力創
造課） 
提案窓口認知    広報（    魅力創造
課） 
連携促進        開催（    魅力創造
課） 
公民連携 推進 必要      知識 技術習
得    事例研究 庁内人材 育成（いこまの
魅力創造課） 

② 民間  Win‐Win な連携
 行     事業者等と、
地域課題共有のイベント開
催 公民連携手段 勉強
会等 公民連携推進   
に取り組みます。（いこまの
魅力創造課） 

② 規模の拡張による事業者参
入障壁低減のため、同じ目
的の自治体と、広域的な連
携を推進します。（いこまの
魅力創造課） 

資料 

■関連する主な取組 

都市ブランド形成 411 住宅環境 【多様な住まい方の実現】 
①６ 地域 特長 生           実現 後押               等 通   多様 住  方 

暮  方  受容 理解 図    （住宅政策室）
614 職員 行政組織 【インターナルコミュニケーション※2の活性化】 

③２ 各部課間     行政課題 緊急 対応   行政課題 対応               設置等の
調整機能を充実します。（秘書企画課） 

公民連携 611 行政経営  公民連携 活用  課題解決 
②５ 民間企業等 持      導入      公共施設等 整備 管理 財政負担 軽減     水準

の向上を図ります。（財政経営課） 

■市民ができること ■事業者ができること 

都市ブランド形成 ① 地域 愛着 誇     参画者      魅力 創造    
   推奨者      魅力 市内外 積極的 発信   

① 事業経験、情報発信力 先進的なアイデアを活用し、参画者と
してまちの魅力 創造するとともに、推奨者      魅力 市
内外に積極的に発信する。 

公民連携 ② 新しい公共    一翼 担 認識             事
業者 行政 伝   

② 自らが持つ事業経験や経営ノウハウを活用し、地域課題の解決
や、公共サービスの価値を高  事業     行政 連携 
る。 

■指標

①都市ブランド構築のための庁内事業連携・支援件数（件）

      担 手 増加 生駒    形成 役立 事業支援 連
携延べ件数。各課がビジョンを共有し、都市ブランド構築につなげま
す。（    魅力創造課）

9 

12 

15 
18 

21 

4 
6 

0

5

10

15

20

25

H29 H30 新元号元新元号2新元号3新元号4新元号5

現状値

目指す値

① 推奨意欲を持つ人の割合（％） 

市民満足度調査    推奨度  強 薦        程度薦  
い」と回答する人の割合を増やし、暮らすまちとしてのイメージや評判を
高めます。（    魅力創造課）
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②相談窓口 通  民間企業   相談 提案件数（件）

地域課題 解決 地域魅力 創造 取 組 民間企業からの相
談・提案延べ件数。積極的に対話し、庁内各課と実現に向けて検
討・調整します。（    魅力創造課）
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小分野 ５-１-１ 都市活力創造
５ 地域の資源と知恵を活かし、魅力と活力あふれるまち

１ 都市ブランドの構築による都市活力の向上 



関連する主な分野別計画 生駒市商工観光ビジョン 

基本計画 

小分野 ５-２-１ 
５ 地域の資源と知恵を活かし、魅力と活力あふれるまち

２ 商工業と観光の振興 

※1 サテライトオフィス：地方や郊外など本社と離れた場所にある小規模事務所で、情報通信ネットワークで結ばれ本社機能の一部を担う。 

商工観光 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

企
業
立
地

①学研生駒テクノエリア
等において、自然環
境 調和  良好 
工業団地の形成が
行     中 製
造業を中心とした企
業立地 進   
る。

本市は、大阪のベッドタウンとして発展してきたことから、市
外へ働きに出る人が多く、類似団体と比較しても事業所数
や従業員数が低い水準にあります。 
平成 22(2010)年  企業立地補助金制度を創設し、
他市   企業 立地 市内企業 増設 支援    
す。 
学研生駒        道路 整備状況 十分  あり
ませんが、エリア内を横断する国道 163号バイパス線等基
盤整備が進められています。また、学研高山地区第1工区
は、規制緩和で企業が進出しやすくなる環境を整備していま
す。 
今後 新  企業 立地 望    魅力的 環境  
るため、継続的な支援に取り組む必要があります。 

①１ 補助制度等立地企業  支援 推進及 恵   立
地条件であることを PR しながら関係機関と連携し、企業
や研究施設の誘致に取り組みます。（商工観光課） 

①２ 国や県とも連携しつつ、学研生駒テクノエリアを中心に、
企業立地 必要 道路等のインフラを整備します。（事
業計画課・土木課） 

①３ 基盤整備 進捗 新  立地企業 動向    周辺
地域  景観 環境 留意  工業適地 確保 取 
組      適切 土地利用 誘導を図ります。（商
工観光課・都市計画課） 

①４ 時代 転換 見据  企業誘致 取組    調査 
研究を進めます。（商工観光課） 

①１ 企業誘致支援事業（商工観光課） 

①２ 企業誘致関連道路整備事業（事業計画課 土木
課） 

①３ 工業適地 確保 適切 土地利用誘導（商工観光
課・都市計画課） 

①４ 新たな企業誘致施策の検討（商工観光課） 

① 企業立地 促進 図るため
  奈良県企業立地担当課 
連携します。（商工観光課） 

商
工
業

②中小企業の安定的
な経済活動及び多
様な働き方（起業、
サテライトオフィス※1
 利用 企業  就
職等）が進んでい
る。

本市の商業は、近鉄生駒駅周辺を一大拠点として、ま
た、工業集積地は住工が混在せず操業しやすい環境が形
成されています。 
商工業の振興は、関係機関と連携し、実施していますが、
国･県等の支援機関に関する情報の提供や支援メニューの
PR等、市内企業の経営やイノベーションを支える情報受発
信の仕組みが、依然として低い水準です。 
今後、市内企業の安定的な経済活動を支援するため、
新  販路 拡大 支援 経営の安定化の支援、創業者
支援セミナーの開催、就業意欲のある人への支援、働き方
改革の一つであるサテライトオフィスの推進、多様な人材の雇
用確保等に取り組む必要があります。 

②１ 市内企業 新  販路 拡大 支援  取組 行  
す。（商工観光課） 

②２ 商工業振興の主体的な組織である生駒商工会議所等
関係機関と連携し、商業活性化のための協議の機会を
設  中小企業 経営 安定化 支援  取組 行 
ます。（商工観光課） 

②３ 生駒市 地域活性化 図   起業支援 行    
（商工観光課） 

②４ 生駒市の子育 女性や高齢者等多様な人材への就業
支援を行 ます。（商工観光課） 

②５ 多様 働 方 啓発 施設 設備 利用促進 行  
す。（商工観光課） 

②６ 市内企業との連携により、市内の就職情報を提供できる
環境 整備及 情報 提供 周知 行    （商工
観光課） 

②１ 展示会への出展支援（商工観光課） 

②２ 中小企業支援セミナーの開催（商工観光課） 

②３ 創業者支援セミナーの開催（商工観光課） 

②４ 就労セミナーの開催（商工観光課） 

②５ 働き方啓発イベントやセミナーの開催（商工観光課） 

②６ ふるさとハローワークにおける求人情報の提供や職業相
談の実施（商工観光課） 

② 商業活性化のために、生駒商
工会議所 民間企業 連携
します。（商工観光課） 

② 展示会への出展支援のため
  関西文化学術研究都市
推進機構と連携します。（商
工観光課） 

② 就業支援のために、ハローワー
 奈良 連携   。（商工
観光課） 

観
光

③PR強化や、ハード面
 整備    市民
中心であった生駒市
の観光について市外
県外  認知度  
ップし、観光客数が
増えている。

関連団体と連携し、誘客の為にイベントの主催やハイキン
グ企画の実施等 行       市外県外等外側に向け
ての PR が充分ではなく、現状では市民 参加 中心  。 
訪日外国人客が急増する中、当市においても近畿圏を
訪  観光客 取 込  見据  対策を検討しています。 
しかしながら、近鉄生駒駅周辺では統一的     不
足しており、初めて訪れる外国人や、市外観光客にとって充
分に分  易 案内で受け入れ体制を整えているとは言えま
       市民 事業者等が行 観光振興に関する取
組に対する積極的な支援とその周知についても強化していく
必要があります。 

③１ 市外に向けた、生駒市の祭りやスポット等観光関連情報
の発信を強化します。（商工観光課） 

③２ 市外客取 込     企画開発    作成 行  
す。（商工観光課） 

③３ ハイキング道や近鉄生駒駅周辺等の多言語化を含むサ
    高山竹林園等 施設 段階的 整備    
（商工観光課） 

③４ 外国人観光客の受け入れに積極的な観光関連事業者
のハード、ソフト両面による体制整備のための支援をしま
す。（商工観光課） 

③５ 生駒市観光協会の活動や地場産業のPR等を支援し
ます。（商工観光課） 

③６ 市民 行 地域 観光資源活性化 関  活動 支援
します。（商工観光課） 

③１ 市外      積極的参加 利用率 高 口   
イトの活用（商工観光課） 

③２ 観光商品や企画の検討・開発（商工観光課） 

③３ 観光客受け入れのために必要な整備の調査、検討
（商工観光課） 

③４ 外国人受け入れに向けたセミナー開催（商工観光
課） 

③５ 観光協会の取組や竹製品の普及・啓発・後継者育成
を図るための取組を支援（商工観光課） 

③６ 観光客誘客         等市民 取組 対  
支援（商工観光課） 

③ 外国人観光客受入のために、
語学堪能 市民 協創しま
す。（商工観光課） 

③ 宝山寺参道の活性化のため
  市民団体         
等を実施します。（商工観光
課） 

③ 魅力的 観光商品 企画 
開発するために、生駒市観光
協会、生駒商工会議所、大
学と、産学官連携体制を強化
します。（商工観光課） 

③ 外国人を含む観光客受け入
れのために、観光ボランティアガ
イド、旅館組合等と連携しま
す。（商工観光課） 

資料 

■関連する主な取組 

企業立地 412 都市づくり  企業立地 推進 
①３ 商業･産業集積   持続的 活力  都市 形成   適切 土地利用 誘導 図    （都市計画課）

商工業 212 子ども・子育て支
援 

【多様な働き方の実現】 
①２ 保護者のニーズに合わせた保育事業を継続するとともに、さらなる保育サービスの充実に向けて検討します。（こども

課） 

観光 511 都市活力創造  交流人口の拡大】 
①１ 地域課題 解決  地域魅力 創造 向  活動      担 手  増     場 仕組        

  （    魅力創造課）

■市民ができること ■事業者ができること 

企業立地 ① 就職先 選択肢 市内立地企業 含   
① 企業立地 対  理解 深   

① 環境に配慮した事業活動を推進する。 
① 周辺地域コミュニティと協働した事業活動を実施する。 
① 就労機会 提供 積極的 行  

商工業 ② できる限り市内で商品を購入するようにする。 
② 地場産業に関連したイベントに参加する。 

② 消費者のニーズにあった商品・サービスを提供する。 
② 安定的 経営 行    企業努力 図  
② 後継者の育成を図る。 

観光 ③ 観光地やまちを美しく保つ。 
③ SNS  利用  等生駒 魅力 観光情報 伝   

③ 営業日の明確化や、夜間営業等受け入れ態勢の整備。 
③ カード決裁、ネット予約対応等ハード面の整備 
③ 観光特産品を開発する。 

■指標

② 展示会出展支援件数（件）

市内企業 新  販路拡大 目的   展示会  出展支援延べ
件数 展示会出展 行 事業所数 増加 目指    （商工観
光課） 
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③ 観光         利用者数（人）

生駒市観光                  年間利用延べ人数。
PR 強化・新商品開発・外国人対応等 対策 随時進 利用客数
の増加を目指します。（商工観光課） 
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小分野 ５-２-１ 商工観光
５ 地域の資源と知恵を活かし、魅力と活力あふれるまち

２ 商工業と観光の振興 



※2 特定生産緑地制度：小分野 4-1-2 参照

関連する主な分野別計画 生駒市農業ビジョン 

基本計画 

小分野 ５-３-１ 
５ 地域の資源と知恵を活かし、魅力と活力あふれるまち

３ 農業の振興 

※1 農業振興地域：農業振興地域の整備に関する法律に基づき、今後相当長期にわたり総合的に農業振興を図るべき地域として都道府県知事が指定する区域。 

農業 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

農
地
保
全

①既存農業者や新規
就農者等を支援する
ことにより、農地が適
正に保全されている。

本市の農業は、農業振興地域※1がなく、大都市の近
郊       宅地開発 進  住宅 駐車場等への
転用により農地が減少しています。 
   担 手 高齢化 後継者不足 有害鳥獣 急
激な増加による農作物被害等により、耕作意欲が低下
することも遊休農地の増加の要因となっています。 
     地域 資源 知恵 活  魅力 活力  
れるまちを目指すため、農地の保全をすべく農業振興に
         取組 行      
地形的 規模的 不利 農地条件     かかわら
ず、新規就農者の支援に取り組んできた結果、新規就
農者の確保が進み、安定した農業経営をされている方も
でてきました。 
今後も、兼業・専業にとらわれない新規就農者を含め
た農業者や企業等の新規参入が必要です。 
有害鳥獣 被害      年     差    
のの依然多い状況であるため、引き続き農業者等に対し
  支援 行      集落（農業者 自治会） 行
政の協創による対策が必要です。 

①１ 農業基盤の整備や農地の保全等を図るため、ため池
 農道 水路等 農業用施設 改修を支援します。
（農林課） 

①２ 新規就農者を支援するため、農地の斡旋、農地情
報 提供 営農相談 設備投資支援 行    
（農林課 農業委員会事務局）

①３ 有害鳥獣被害対策として、防護柵や捕獲檻の設
置、狩猟免許取得時に要する費用を支援します。
（農林課） 

①４ 獣害や遊休農地の増加等、地域農業の課題を解決
するため、地域の農業者等の話し合いの場をもちま
  （農林課 農業委員会事務局）

①５ 農業と福祉の連携に取り組み、地域農業の活性化と
障  者 就労 支援    （農林課 障  福
祉課） 

①６ 農地の保全・農業の振興のため、農業振興地域の
編入も視野に入れ、農業者や関係機関等と協議を
進    （農林課） 

①１ 土地改良事業（農林課） 

①２ 新規就農者支援事業（農林課 農業委員会事
務局） 

①３ 有害鳥獣被害防止対策事業（農林課） 

①４ 地域農業 課題解決    場   （農林課 
農業委員会事務局） 

①５ 農 福連携事業（農林課 障  福祉課）

①６ 農業    推進懇話会（農林課）

① 地域農業の課題解決のた
め、農業者等と協働で取り
組みます。（農林課 農業
委員会事務局） 

① 障がい者向け農作業体験を
福祉事業所と進めます。
（農林課 障  福祉課）

① 農業施策を進めるため、農
業者等  意見等 求  
農業ビジョン推進懇話会を
開催    （農林課）

① 農業に関するノウハウを共有
     民間 大学等 
協議を進めます （農林
課） 

農
地
活
用

②都市住民等による遊
休農地の有効活用
が進められている。 

市が遊休農地を無償で借り上げ非農業者に無償で
貸し出す「遊休農地活用事業」に取り組んだ結果、都市
住民   遊休農地の活用が進んでいます。 
今後も引き続き、「遊休農地活用事業」をより積極的
に PR  行       都市住民 事業参画  必要
があります。 

②１ 遊休農地 解消 図    市民 野菜     季
節感を活かす地域活動を推進していくための相談や
支援 行    （農林課）

②２ 遊休農地活用事業 利用者 対   遊休農地利
用開始時に草刈り、耕耘等を支援    （農林
課） 

②３ 後継者不足 進 時代 中       地域住
民   農地活用 推進するため、人材育成に取り
組みます。（農林課） 

②１ 遊休農地活用事業（農林課） 

②２ 農地活用推進事業（農林課） 

②３ 都市住民向  農 楽校  開催（農林課） 

② 農業施策を進めるため、農
業者等  意見等 求  
農業ビジョン推進懇話会を
開催します （農林課）

② 地域住民 農業者 大学等
との協働により遊休農地の
活用に取り組みます。（農
林課） 

地
産
地
消

③市民等 農と親しむ
ことで、地産地消が
進んでいる。

地産地消については、学校給食への出荷や農業祭、
農業体験等を実施していますが、地元飲食店や市民等
に販売先等の情報があまり浸透していないのが現実で
す。 
地元飲食店 市民等 地場野菜等 購入     
    地場野菜等 魅力            購入
場所等の情報の発信が重要となります。 

③１ 学校給食用食材の生産拡大、地域農産物の加工
品化（６次産業化）等の取組を支援します。（農
林課 学校給食    ）

③２ 事業者が地場野菜等を販売する取組について、情
報発信等により支援    （農林課 商工観光
課） 

③３ 地場野菜等の使用について、地元飲食店等の消費
   把握 取 組    （農林課 商工観光
課） 

③４ 農と親しむ人づくりのため、農業体験の実施や農業者
 都市住民  交流 図    （農林課）

③５ 市独自 特産品    取組 支援    （農林
課） 

③１ 学校給食事業（農林課 学校給食    ) 
地場野菜等 販売支援（農林課 商工観光課）
販売促進     開催（農林課）

③２ 地場野菜等 販売支援（農林課 商工観光課）
販売促進     開催（農林課）

③３ 地元飲食店等       実施（農林課 商工
観光課） 

③４ 親子    農業体験事業（農林課）
③５ 農業    推進懇話会（農林課）

ふるさと納税返礼品 PR支援（農林課 課税課）

③ 農・福マルシェを開催するた
め、農業者や福祉事業所と
連携    （農林課 障 
い福祉課） 

③ 地産地消を推進するため、
市民 地元野菜等 積極
的な購入を促します。（農
林課 学校給食    ）

③ 地産地消の推進についての
ワークショップ等を地域と取り
組みます （農林課）

③ 農業施策を進めるため、農
業者等  意見等 求  
農業ビジョン推進懇話会を
開催    （農林課）

資料 

■関連する主な取組 

農地保全 412 都市づくり 【既存農業者・新規就農者支援】 
①４ 特定生産緑地制度※2 を推進し、都市農地の保全を進め、都市と緑・農の共生したまちづくりを推進します。

（都市計画課） 
農地活用 

地産地消 521 商工観光 【アンテナショップ等への出展拡大】 
②１ 市内企業 新  販路 拡大 支援  取組 行    （商工観光課）

■市民ができること ■事業者ができること 

農地保全 ① 新規就農する。 ① 新規就農者 地域 入 込       農家区長    近
隣 農業者 橋渡  営農指導等 支援    

農地活用 ② 農地活用    関心    積極的 遊休農地 利用   ② 遊休農地利用者 地域 入 込       農家区長   
 近隣 農業者 橋渡  営農指導等 支援    

地産地消 ③ 地産地消について関心をもち、地場野菜等を購入する。 ③ 地産地消について関心をもち、地場野菜等を使用・販売する。 
③ 行政 実施  取組 協力   

■指標

① 青年新規就農者数（人）

農地 有効活用 図  地産地消 進     担 手    青年
の新規就農者の延べ人数。 
未来の担い手である青年 発掘 定着 進    （農林課） 
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② 遊休農地活用事業面積（㎡） 

遊休農地活用事業 利用     農地 延べ面積。 
遊休農地の解消を図るため、非農業者による農地の有効活用を目
指    （農林課） 
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③ 地場野菜等を地元飲食店が使用、 
事業者が販売している件数（件）

地産地消を進めるため、地場野菜等について、地元飲食店が購入・
使用、事業者（スーパー等）が販売をしている延べ件数。消費者に
よる地場野菜等の飲食・購入を進めます。（農林課） 
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小分野 ５-３-１ 農業
５ 地域の資源と知恵を活かし、魅力と活力あふれるまち

３ 農業の振興 



※4 ファシリティマネジメント：小分野 2-2-1 参照 

※5 ＰＰＰ：パブリック・プライベート・パートナーシップ。公民連携。 

関連する主な分野別計画 生駒市まち・ひと・しごと創生総合戦略・生駒市人口ビジョン・生駒市行政改革大綱 

生駒市公共施設等総合管理計画・生駒市公共施設保全計画

基本計画 

小分野 ６-１-１ 
６ 持続可能な行財政運営を進めるまち 

１ 健全で効果的・効率的な行財政運営の推進 

※1 PDCA サイクルマネジメント：「計画（Plan）-実施（Do）-評価（Check）-改善（Action）」という工程を継続的に繰り返すことにより、計画、実施後の結果を十分に検証し、改

善策やさらなる次の施策の展開につなげる仕組みのこと。 

※2 ＥＢＰＭ：Evidence Based Policy Making の略。政策の企画立案をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで政策効果の測定に重要な関連

を持つ情報やデータ（エビデンス）に基づくものとすること。 

※3 ランダム化比較試験（RCT）：Randomized Controlled Trial。処置群（介入対象）と対照群（非介入対象）にランダムに振り分けて、効果を厳密に比較する手法。プログラム

の効果の因果関係を、高い精度で明らかにできる。

行政経営 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

①総合計画と財政、組
織が連動し、経営資
源が最適かつ効果的
に配分される仕組み
が確立     。

市民   が多様化、行政課題 複雑化し、解決に
長期間 要  等課題解決のハードルが高まる一方で、
人口減少 少子高齢化 生産年齢人口の減少といった
人口構造の変化に伴う、税収減や社会保障費の増加
により、厳  財政状況 続    見込  ます。このよ
うな状況のもと、予算や人員、組織等限りある経営資源
を連動させ、これまで以上に最適に配分するとともに、有
効  効率的 活用  効果的 行政経営 行    
求められています。 
また、ICT の普及等高度情報化社会の進展により、
個人のライフスタイルの多様化や価値観の多様化等個
人 行動変容が進んでおり、そういった変化に即した施
策への転換が求められています。個人 行動変容   
生活構造の変化だけでなく、概ね 20 年先 展望   
き、社会構造や都市構造において生じる変化にも対応
     行政             方を徐々に方向
転換し、分野横断的に施策展開を図ることが求められて
おり、長期的 視野で 戦略的 取 組    必要 
あります。

①１ 中長期的 行政課題 対応     体制づくりと
マネジメントに取り組みます。（秘書企画課） 

①２ 総合計画 進行管理 適切 実施  とともに、施
策評価の結果をもとに、予算や人員、組織等の経営
資源を最適かつ効果的に配分します。（秘書企画
課） 

①３ 分野別計画 進行管理 定着 図  各課における
主体的なPDCA サイクルマネジメント※1の運用を進
めます。（秘書企画課） 

①４ 行政改革大綱 新  策定  限   資源で効果
的 効率的 行政経営 図 ことができるようマネジメ
ントを行  業務 見直  部局     事業 統
廃合  人材育成 推進等 行政改革 推進  
す。（財政経営課） 

①５ 行政改革 予算査定 連動        経常経
費を見直  費用対効果 低い事業の縮小や再構
築 行    （財政経営課）

①１ 戦略的施策 進行管理（秘書企画課）
         創生総合戦略 策定 進行管理
（秘書企画課） 
新規・主要事業ヒアリングの実施（秘書企画課） 

①２ 行政           構築（秘書企画課）

①３ 分野別計画 進行管理 促進（秘書企画課）

①４ 行政改革大綱 行動計画 推進（財政経営課）

①５ 行政改革大綱 行動計画 予算査定 連動（財
政経営課） 

① 地域課題を解決するため、
他 自治体 先駆的 行政
サービスについて情報共有し
ます。（秘書企画課） 

公
共
施
設

②人口減少 伴 市民
ニーズの変化に合わ
せて、公共施設等の
適正配置に向けた取
組が進んでいる。

高度経済成長期 大量  集中的 整備   住
宅   商業施設   道路 上下水道等のインフラ施
設 公共施設  今後一斉 更新 時期 迎    
市有施設の老朽化対策経費 増大 重大 事故等の
リスクも高まることが予想され、人口減少・少子高齢化を
迎  中 今後     施設 維持管理      大
きな課題となっています。 

②１ 今後進行  人口減少 人口構造 変化 見据
え、将来の市全体の施設 利用状況等をもとに、公
共施設の適正な配置方針や計画的な改修の時期
等を決定します。（財政経営課） 

②２ 各施設の状況を把握して施設を有効活用します。
（財政経営課 各施設管理課）

②３ 今後 活用    公共施設等     長寿命化
 進    （営繕課 各施設管理課）

②４ 既存     施設  継続的 保全 更新    
ます。（各施設管理課） 

②５ 民間企業等 持     を導入することで、公共施
設等 整備 管理 財政負担 軽減     水準
の向上を図ります。（財政経営課） 

②１ ファシリティマネジメント※4の推進（財政経営課） 
②２ 公共施設等総合管理計画 見直 （財政経営

課） 
公共施設マネジメント推進計画の策定（財政経営
課） 

②３ 公共施設保全計画の推進（営繕課） 
個別施設計画 策定（各施設管理課）

②４     施設 長寿命化計画 策定（各施設管
理課） 

②５ PPP※5の推進（財政経営課） 

② 公共施設 長寿命化 適
正配置 実現     更
新費用等の将来負担や市
民    沿  施設 運
営等について市民 地域 
共に考えます。（財政経営
課） 

② 公共施設 有効利用   
  近隣自治体 相互利用
について検討します。（財政
経営課） 

Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ

③証拠に基づく政策づく
りが進んでいる。

社会経済構造が急速に変化する中、限られた資源を
有効に活用し、信頼されるまちづくりを展開するため、これ
までの経験に頼るだけではなく、統計をはじめ客観的なデ
ータ等 積極的 利用   政策目的 明確化  証
拠 基  政策立案（EBPM※2）が求められています。 

③１ 客観的なデータ等 積極的 利用   施策 事業
の政策目的を明確にし、証拠に基づく施策づくりと事
業立案 進    （秘書企画課）

③２ 市民 利用者     把握      即  行政
     提供     定期的 満足度調査 実
施します。（秘書企画課） 

③３ 法改正や技術開発、先駆的な自治体のチャレンジに
ついての情報、データを収集・共有し、学習します。
（秘書企画課） 

③４ 各行政         効果検証のための各種デー
タを取り、継続的なサービスの改善につなげます。
（秘書企画課） 

③１ EBPM を推進するための組織の構築（秘書企画
課） 
ランダム化比較試験（RCT）等の実証的研究によ
る効果計測の実施（秘書企画課） 

③２ 市民満足度調査 実施（秘書企画課）
③３ 先進自治体 事例調査（秘書企画課）
③４ 行政     関              （秘

書企画課） 

③ 市の事業をより効果的なも
のとするため、事業者と共に
実施できるものを抽出し、実
施します。（秘書企画課） 

③ 地域課題を解決するため、
他の自治体と EBPM の先
駆的な取組について情報共
有します。（秘書企画課） 

資料 

■関連する主な取組 

行政      613 財政経営  経営資源 効率的 配分 
①１ 行政改革 推進等    経常経費 見直  行  費用対効果 小  事業    化 見直  行 

ます。（財政経営課） 
公共施設 212 子ども・子育て支

援 
【公共施設の適正化】 
②２ 地域での幼稚園ニーズや園児数の推移等を勘案しながら、こども園化を含め、地域に合った幼稚園の今後

のあり方を検討します。（こども課） 
ＥＢＰＭ 614 職員 行政組織 【EBPM の推進】 

③２ 各部課間     行政課題 緊急 対応   行政課題 対応               設置等の
調整機能を充実します。（秘書企画課） 

■市民ができること ■事業者ができること 

行政      ① 総合計画 内容 知  総合計画 ５年後    実現  
   市民ができることを実践する。

① 総合計画 内容 知  総合計画 ５年後    実現  
るよう事業者ができることを実践する。

公共施設 ② 公共施設等 更新費用 係 将来負担    関心 持  
                理解 深   

② PPP の募集に応募・提案する。 

ＥＢＰＭ ③ 市 実施       調査等 協力  意見 伝   
③ ランダム化比較試験（RCT）※3 用       実験 協力
する。

③ 市 実施       調査等 協力  意見 伝   
③ ランダム化比較試験（RCT） 用       実験 協力 
る。

■指標

② 公共施設マネジメント推進計画に掲げる目標の達成割合（％）

平成 31 年度策定予定 公共施設マネジメント推進計画に掲げる目
標値のうち達成している割合。新元号 11 年 12 月に、計画に掲げる
目標を 100％達成できるよう取組を進め、新元号 5 年度  40％を
目指します。（財政経営課） 
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① 総合計画 進行管理    設定  指標の達成割合（％）

各年度 目指す値を達成した指標数／本指標を除く全指標数。各
年度 目指 値 達成  割合 毎年度 75％以上を維持すること
を目指します。（秘書企画課） 
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③ 実証的研究による効果計測の実施件数（件）

ランダム化比較試験（RCT）等の実証的研究による効果計測の実
施延べ件数。事業立案時 事業実施後 効果計測 実施件数 
増加を目指します。（秘書企画課） 

0 

1 

2 

3 

4 

0 

0

1

2

3

4

5

H30 新元号

元

新元号2 新元号3 新元号4 新元号5

目指す値

現状値

小分野 ６-１-１ 行政経営 
６ 持続可能な行財政運営を進めるまち 

１ 健全で効果的・効率的な行財政運営の推進 



※3 SNS：Social Network Service の略。個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援する、インターネットを利用したサービスのこと。趣味、職業、居住

地域等を同じくする個人同士のコミュニティを容易に構築できる場を提供している。 

※4 PUSH 型情報発信ツール：利用者が能動的に情報を取得するのではなく、発信者がインターネットを利用して情報を提供する仕組みのこと。 

※5 RPA：ロボットによる業務自動化（Robotics Process Automation）。 

※6 チャットボット：「対話（chat）」と「ロボット（bot）」を組み合わせた造語。入力された文字や音声に対し、あらかじめ登録されたデータを用いて自動的に会話を行うプログラム。 

基本計画 

小分野 ６-１-２ 
６ 持続可能な行財政運営を進めるまち 

１ 健全で効果的・効率的な行財政運営の推進 

※1 オープンデータ：小分野 3-1-1 参照 

※2 Open by Default：そもそも行政保有のデータは公共財である との考え方のもと、個人情報や安全保障にかかわる以外の情報は、全て公開することを原則とすること。また、こ

れを踏まえて、あらかじめデータの著作権を明確にした契約や、データ出力機能を備えたシステムの導入等を推進すること。 

情報提供・情報利活用 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

情
報
提
供

①年齢 障   有
無、言語を問わず市
民 知   必要な
情報を様々な媒体か
ら入手できている。

市は広報紙、チラシ、ホームページ、Twitter 、
Facebook 等で、市が知らせたい情報を様々な媒体で
市民 発信  市民 自分 知   情報 入手   
             市民生活 必要 情報 見落
としたり、高齢者や外国人等は正確な情報を迅速に入
手できていなかったりする可能性があります。そのため、情
報発信の基幹となる広報紙とホームページの充実を図
  市民 必要   情報 年齢 障   有無 言語
に関わらず入手できる環境作りが必要です。

①１ 年齢 障   有無 言語 使用機器 関    
市 発信  情報 簡単 検索 閲覧      
ページを整備します。（広報広聴課） 

①２ 市民 親      分     記事作  加  
年齢 障   有無 言語 関    正確 情報
 伝  広報紙 発行    （広報広聴課） 

①３ 市民 生活 必要 情報 入手      情報媒
体の多様化を進めます。（広報広聴課）

①１ ホームページのリニューアル（広報広聴課） 
①２ 広報紙 制作 発行（広報広聴課） 
①３ SNS※3の活用や PUSH型情報発信ツール※4の

導入等新たな情報発信方法の検討（広報広聴
課） 

①     制度        
ークショップの開催等により事
業 市民 意見 取 入 
ます。（広報広聴課） 

情
報
利
活
用

②公共データの公開
が、多様な主体の参
画を通じた地域課題
 解決  都市活力
の向上につながってい
る。

多様化・複雑化する公共サービスへのニーズに対応す
るため、多様な主体の参画を促し、より質の高い公共サ
ービスの創出につなげる必要があります。 
平成 28(2016)年度以降 専門人材 交     
ンデータ※1  利活用 積極的 取 組  結果 県内
初                開設 各課協力  
 関連     職員研修 実施 市民 企業   新
  公共     創出 先進自治体        露
出等、多くの実績を上げてきました。 
「生駒市オープンデータの推進に関する指針」に基づ
き、特に、多様な主体の参画による地域課題の解決と
都市活力 向上 図    各種取組 積極的 推進
  庁内及 地域     利活用 定着   必要 
あります。 

②１ オープンデータの取組に関する基本計画を策定すると
共に、オープンデータの意義の周知と、キーパーソン育
成 推進    （    魅力創造課）

②２ 各課連携による「Open by Default※2」の推進や積
極的    公開支援    二次利用      
タを創出し   （    魅力創造課）

②３ 多様 主体           利活用 促進  
  （    魅力創造課）

②４ 市民 必要     情報 的確 把握  国 県
等のデータを横断的に発信・提供します。（総務
課） 

②１ 生駒市官民   活用推進計画 策定（    
魅力創造課） 
職員教育 充実（    魅力創造課）
オープンデータ創出と   利活用促進を目的とした
    組織（    魅力創造課）

②２ 契約書記載事項     推進（    魅力創
造課） 
   形式 標準化等 含    流通     
整備（    魅力創造課）

②３        利活用     開催（    魅力
創造課） 
市民団体等 開催        協賛 協力（ 
   魅力創造課）
省庁 関係自治体  連携（    魅力創造
課） 

②４ ホームページにおける実施主体を超えた統計ページ
の作成（総務課） 

② 各種イベント・講座等を通じ
た協創を継続し、多様な主
体の積極的な関与による地
域課題 発見 解決 推進
します （    魅力創造
課） 

② データによる地域課題の明
確化・具体化を加速するた
め、オープンデータを活用した
地域 見  化    基
づいた活動を推進します。
（    魅力創造課）

情
報
通
信
技
術
の
活
用

③情報通信技術を活
用  行政     
利用 行政事務  
導入が広がっている。

ICT の急速な進化は、私たちの生活においても幅広
い場面で影響をもたらしており、ICT 利活用   方 大
  変化       行政        制度 導入 
    行政事務 効率化 目的   ICT 利活用 
取組が進んでいます。 
         制度 始  個人情報保護 対 
る関心が高まっていることから、情報セキュリティ事案の動
向を踏まえた柔軟なセキュリティ対策を実施できるよう職
員意識 向上 図 必要      

③１           普及       利便性 高 
コンビニ交付について周知し、普及に努めます。（市
民課） 

③２ 行政事務 効率化 図    業務        
ICT 利活用 検討    （財政経営課 総務
課） 

③３ 情報       対  職員意識 向上 図  
す。（総務課） 

③１ マイナンバー    利用したコンビニ交付事業（市
民課） 

③２ AI、RPA※5、チャットボット※6、テレワーク等の事務
効率化 繋      導入検討（財政経営課・
総務課） 

③３ 職員向け情報セキュリティ研修の実施（総務課） 

③ ICT の技術革新が急速に
進展する中で、効果的な取
組とするために、先進自治
体 関係自治体 省庁 協
力    導入 検討しま
す。（財政経営課・総務
課） 

資料 

■関連する主な取組 

情報提供 511 都市活力創造 【新たな情報発信】 
①４ 都市ブランド構築にあたって、まちの新たな価値を市内外に発信したり、体感したりする場をつくることで生駒

市 都市     形成    （    魅力創造課）
情報利活用 412 都市づくり 【オープンデータ施策の推進】 

①２ 将来人口推計値やオープンデータを活用し、将来の人口構成に適応する細やかな都市（地域）構造につ
いて分析・検討を進めます。（都市計画課） 

情報通信技術の
活用 

614 職員 行政組織  庁内業務効率化 
③２ 各部課間     行政課題 緊急 対応   行政課題 対応               設置等の

調整機能を充実します。（秘書企画課） 

■市民ができること ■事業者ができること 

情報提供 ① 市が発信した情報を拡散する。 ① 市の情報発信 拡散 協力  。 

情報利活用 ② 主体的         利活用  地域課題 解決 図  
② 知りたい統計情報のニーズを市に伝える。 

② 主体的         利活用   新  公共     創
出する。 

② 事業関連データをオープンデータとして公開する。 
② 個人情報等 情報管理 徹底   

情報通信技術の
活用 

③           活用  各種     利用   ③ 先進的な ICT 技術 情報提供 行  

■指標

② オープンデータ公開件数（件）

オープンデータポータルサイトにて、新たに公開を開始したデータセット
（新たな種類のデータ）延べ件数。 
新元号元 新元号 5  期間   年度 15 件の新規データセットの
登録を目指します。（    魅力創造課）
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① 広報紙、ホームページから 情報収集率（％） 

市民満足度調査における「市の情報収集元」を広報紙、ホームページ
 回答  比率 新元号4年度 広報紙、ホームページ共に80%以
上を目指します。（広報広聴課） 
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③     交付等 利用率（％）

          利用      交付等  交付 利用割合  
         普及       利便性 高     交付   
 周知  利用率 向上 目指    （市民課）
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小分野 ６-１-２ 情報提供・情報利活用 
６ 持続可能な行財政運営を進めるまち 

１ 健全で効果的・効率的な行財政運営の推進 



関連する主な分野別計画 中期財政計画 

基本計画 

小分野 ６-１-３ 
６ 持続可能な行財政運営を進めるまち 

１ 健全で効果的・効率的な行財政運営の推進 財政経営 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

財
政
運
営

①社会保障費の増加に
対応し、安定的な歳
入を確保することで、
一定の投資的経費を
賄える健全な財政運
営 行      

経常収支比率  人件費 削減 事務事業 見直
  指定管理制度 導入等 行政改革 効果  平
成 25(2013)年度 85.8%まで改善しましたが、その
後の人口増加の鈍化や少子高齢化の進展による社会
保障費の増加等により、平成 28(2016)年度 再 
90%を超えました。 
また、歳入の約４割以上を占める市税収入はここ 4
年間は 170 億円前後を推移していますが、平成
29(2017)年度     納税   市外  寄附 増
加したこと等により、減収となっています。 
一方 市債残高 繰上償還等 行        順
調に減少し、平成 29(2017)年度末  普通会計  
スで平成 25(2013)年度 比   7 億円減の 185
億円となりました。 
現在、人口は横ばいから減少傾向にあり、今後、生産
年齢人口の減少に伴い、歳入において市税収入の増加
 見込         地方交付税 減少傾向   
     一般財源 増加 見込   状況です。 
また、歳出において社会保障関係費は一般財源ベー
  当面毎年度約 2.5 億円以上増   見込   義
務的経費が市の財政を圧迫する厳しい状況です。 
以上 踏   活力        進めるためには、歳
入 確保 努       経常経費     見直  
実施することで、一般財源の確保に努める必要がありま
す。 

①１ 行政改革 推進等    経常経費 見直  行
  費用対効果 小  事業    化 見直  
行    （財政経営課）

①２ 市債 借入      市場 借入利率 注視  
総利払 額 将来 公債費負担額 推移 見据 
て、借入先や借入方法を決定します。（財政経営
課） 

①３ 市債は、世代間の負担の公平性も考慮しつつ、将来
世代への負担の増加につながらないよう厳選して借
入します。（財政経営課） 

①４ 将来 公債費負担 想定  基金  積立 行  
    各年度間 投資的経費 偏  基金 活用
して調整します。（財政経営課） 

①５  不正行為 防止   競争性 確保   適正 品
質の確保」を基本に、市内事業者の活性化にも配慮
した適正な公共調達がなされるよう、入札・契約・検
査制度 改革 推進    （契約検査課）

①６ 納付環境を整備することにより、納期内納付の推進
     利便性 向上 努       税収確保
を図ります。（収税課） 

①７ ふるさと納税をより積極的に活用し、寄付金 増加に
努めます。（課税課） 

①１ 中期財政計画の作成（財政経営課） 
事務事業 見直 （財政経営課）
新規・主要事業ヒアリングの実施（秘書企画課） 
行政改革大綱 行動計画 予算査定 連動（財
政経営課） 

①２ 将来負担 見据  市債 借入（財政経営課）

①３ 普通交付税算入率 高 優良起債 活用（財
政経営課） 

①４ 将来必要 公債費負担 想定  基金  積立
及 目的    効果的 基金 活用（財政経
営課） 

①５ 入札 契約 検査制度 見直 （契約検査課）
随意契約の適正化（契約検査課） 

①６ 地方税共通納税システムや ICT を活用した納付
環境の拡充（収税課） 

①７ 返礼品の充実・具体的な使い道の設定・啓発推進
（課税課） 

① 健全 財政運営 行   
社会保障に関する事業で市
民 地域と協創することで、
  効率的 実施   取
組について考えます。（財政
経営課） 

公
会
計

②地方公会計を活用
  長期的 視点 
財政運営 行   
いる。 

平成28（2016）年度決算  国 示 統一的 
基準による地方公会計を導入するにあたり、減価償却
等を含めた市の資産を把握するための固定資産台帳を
整備       台帳 利用  平成 28（2016）年
度以降 資産 負債       情報 行政     
かかるコストのフロー情報を合わせて把握するための財務
書類を作成しています。 
今後、新元号元（2019）年度  運営 開始  
 生駒北学校給食     運営費用等 必要   
ほか、公共施設の約半分が、建設から 30 年以上経過
  長寿命化    保全 改修 費用 必要    
予想されますので、この財務書類の分析を進め、限られ
た予算を効率的 配分       長期的 視点 財
政運営に生かしていく必要があります。 

②１ 国 示 統一的 基準   財務書類 毎年度作
成し、今後の財政運営に活用します。（財政経営
課） 

②１ 国の示す統一的な基準による財務書類による各施
設の状況分析（財政経営課） 

② 中長期に渡り健全な財政運
営 行    施設のより効
率的 利活用    市民
や地域と共に考え実施しま
す。（財政経営課） 

資料 

■関連する主な取組 

財政運営 132 医療 【歳出削減策】 
③２ 医療費通知 送付   医療費適正化 向 啓発    （国保医療課）

511 都市活力創造 【歳入確保策】 
①４ 都市ブランド構築にあたって、まちの新たな価値を市内外に発信したり、体感したりする場をつくることで生駒

市 都市     形成    （    魅力創造課）
521 商工観光 【歳入確保策】 

①１ 補助制度等立地企業  支援 推進及 恵   立地条件      PR しながら関係機関と連携し、
企業や研究施設の誘致に取り組みます。（商工観光課） 

公会計 611 行政経営 【公共施設の状況分析】 
②２ 各施設 状況 把握  施設 有効活用    （財政経営課 各施設管理課）

■市民ができること ■事業者ができること 

財政運営 ① 限   予算 使 道    考  市 長期的 運営 関心
を持つことで、将来の負担を減らす提案をする。 

① 市税等について納期限までに納税する。 

① 市税等について納期限までに納税する。 

公会計 ② 長期的 視点 財政運営 考   ② 長期的 視点 財政運営 考   

■指標

① 実質公債費比率（％）

公債費（借金 返済金）   財政負担 健全度 表 財政指
標 各施設 大規模改修等 行    必要 見込   中、計画
的 実施      実質公債費比率 維持 目指    （財政
経営課） 
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① 経常収支比率（％） 

市 財政構造 弾力性 表 財政指標。数値 低   弾力性 
高いことを表します。歳出の増を抑え、歳入の確保に努めることで、比
率 増加 抑    （財政経営課） 
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② 資産老朽化比率（％）

有形固定資産のうち償却資産 取得原価等 対  減価償却累計
額の割合。計画的な改修工事や老朽化  償却資産の統廃合 行
うことで 老朽化率 進捗 減退    。（財政経営課） 
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小分野 ６-１-３ 財政経営 
６ 持続可能な行財政運営を進めるまち 

１ 健全で効果的・効率的な行財政運営の推進 



関連する主な分野別計画 生駒市定員適正化計画・生駒市特定事業主行動計画・生駒市人材育成基本方針 

基本計画 

小分野 ６-１-４ 
６ 持続可能な行財政運営を進めるまち 

１ 健全で効果的・効率的な行財政運営の推進 職員・行政組織 

■５年後のまち ■現状と課題 ■行政の５年間の主な取組 ■具体的な事業 ■多様な主体との協創 

人
事
制
度

①少数精鋭 効率的 
効果的な職員体制と
なっている。

人口減少 税収減 見込   中 定年退職者 増
加 育児休業等 長期休業者 増加     予想 
       人件費 抑     行政     維持 
向上 図       少数精鋭 効率的 効果的 職
員体制づくりと、適材適所の人員配置が必要です。 

①１ 優秀な人材の早期確保を図る     業務 省力
化・システム化を推進  複雑 多様化  行政  
ズに対応できる職員体制を整えます。（人事課） 

①２ ワーク・ライフ・コミュニティ・バランスの推進に向け、職
員の時間外勤務の削減を図ります。（人事課） 

①３ 職員 能力･実績 適正 評価  人事評価制度
 効果的 効率的 運用        意欲 能力
の発揮を促すとともに、適材適所の人事配置を推進
  効果的 人事管理 人材育成 活用    
（人事課） 

①４ 優秀な人材確保に向け、採用 PR や説明会の開催
等積極的な採用活動を展開します。（人事課）

①１ 新たな定員適正化計画に基づ  効率的 効果的
な組織づくりの推進（人事課） 

①２ 時間外勤務命令運用指針 効率的 効果的 運
用 適宜 見直 （人事課） 

①３ 人事評価 適正 運用 人事管理 人材育成 
の活用（人事課） 

①４ 積極的な採用活動の展開（人事課） 

① 優秀な人材を確保するた
め 市 仕事 魅力 効果
的に伝わるよう大学や予備
校等と連携を図ります。（人
事課） 

人
材
育
成

②職員 能力 向上 
発揮  業務 遂行
している。

市民ニーズの多様化 行政課題 複雑化にともなっ
て 個々 職員  地域課題 把握  対応  能力 
備えることが必要です。 
職員 地域    課題解決能力 協創力 向上 
せるため、多様な研修機会を提供するとともに、自らの能
力開発 積極的 取 組  環境整備 必要   

②１ 「生駒市人材育成基本方針」に基づき、社会情勢を
とらえたテーマ別研修の   地域 入  市民 協
創し、課題解決することを具体的に想定した研修を
実施します。（人事課） 

②２ 職員 地域    課題解決能力 協創力 向上
に資する自主参加型研修を実施します。（人事
課） 

②３ 自主研究グループを積極的に支援します。（人事
課） 

②１ 地域課題解決を      市民 地域団体 共
同参加するファシリテーション研修の実施（人事
課） 

②２ 各地域で活躍するキーパーソンを招き自己啓発のき
っかけづくりとなる研修の実施（人事課） 

②３ 自主研究グループ支援要綱の活用や、勉強会の開
催や庁内周知等の支援（人事課） 

② 職員の地域における課題解
決能力 協創力 向上  
    市民  地域 代
表者、事業者の代表者、他
 行政職員 講師   招
  意見交換等 行   。
（人事課） 

行
政
組
織

③市のビジョンに即し
た、柔軟で連携のと
れた機能的な組織に
なっている。

行政組織については、これまでも、社会情勢に合わせ
つつ少数精鋭で効果的な組織 目指  毎年度変更 
てきました。また、分野横断的な課題を解消するためのプ
ロジェクトチームも毎年度設置し、特に平成27(2015)
年度から 若手職員 中心   プロジェクトチームにお
いて政策提案を行 等、一定の成果を上げてきました。 
今後、   市民    多様化  行政    複
雑化する中で、経営資源をこれまで以上に効果的に配
分するため、総合計画と予算、人事等が連動した組織を
構築することが求められています。 
さらに、分野横断的な課題を早期に解消するためのプ
ロジェクトチームの設置を促進し、より機能的なものとする
こと、全庁的な施策に対する意思決定スピードを向上さ
せるためのトップマネジメント機能を強化することが必要で
す。 

③１ 総合計画の施策評価の結果をもとに、予算や人員、
組織等 経営資源 最適  効果的 配分 行 
ます。（秘書企画課） 

③２ 各部課間     行政課題 緊急 対応   
行政課題 対応               設置
等の調整機能を充実します。（秘書企画課） 

③３          機能 強化     理事者 部長
級職員が市の基本的な方針や政策、分野横断的な
行政課題等    定期的 協議  現状 見直 
や改善を図る体制を強化します。（秘書企画課） 

③１ 行政           構築（秘書企画課）

③２ プロジェクトチームの設置促進（秘書企画課） 
         設置規程 見直 （秘書企画
課） 

③３ 行政経営会議 機能強化 効果的運用（秘書
企画課） 

③ 市のビジョンに即した機能的
な組織体制となるよう、他の
自治体と連絡体制を密にし
ます。（秘書企画課） 

資料 

■関連する主な取組 

人事制度 511 都市活力創造 【優秀な人材確保】 
①４ 都市ブランド構築にあたって、まちの新たな価値を市内外に発信したり、体感したりする場をつくることで生駒

市 都市     形成    （    魅力創造課）
人材育成 311 市民協働 地域

コミュニティ 
 職員 地域    課題解決能力 協創力 向上 
①２ 参画 協働 関  職員  意識高揚 図    （市民活動推進課） 

行政組織 611 行政経営  行政           構築 
①２ 総合計画 進行管理 適切 実施       施策評価 結果     予算 人員 組織等 経営資

源を最適かつ効果的に配分します。（秘書企画課） 

■市民ができること ■事業者ができること 

人事制度 ① 職員の応対等に対する要望を伝える。 ① 職員の応対等に対する要望を伝える。

人材育成 ② 行政 市民  協創  地域 課題 解決     想定  
行 研修 参加 協力   

② 行政 市民  協創  地域 課題 解決     想定  
行 研修 参加 協力   

行政組織 ③ 社会情勢に合わせた組織の改編に関心を持つ。 ③ 社会情勢に合わせた組織の改編に関心を持つ。

■指標

②職員の地域における課題解決能力 協創力 向上 
資する研修・勉強会等の開催数（回） 

研修・自主勉強会の開催延べ回数。 
年度毎 3 回開催することを目指します。（人事課） 
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① 時間外勤務手当（千円） 

職員の時間外勤務手当の総額。 
毎年 1％、5 年 5％削減することを目指します。（人事課） 
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③ プロジェクトチームによる事業実施件数（件）

          設置  行  事業 延べ件数 年度毎 2 件を
目指します。（秘書企画課） 
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小分野 ６-１-４ 職員・行政組織 
６ 持続可能な行財政運営を進めるまち 

１ 健全で効果的・効率的な行財政運営の推進 


